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編集方針
本統合報告書（以下「本誌」という）は、ステークホルダーの皆さまに対
し、日本郵政グループの持続的な価値創造に向けた取り組みをご理解
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なお、本誌はディスクロージャー誌を兼ねています。
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その他：	本誌のほか（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険の統合報

告書も併せてご覧ください。
また、日本郵政（株）および日本郵政グループ各社の事業の状
況、財政状況および経営成績等の詳細については、定時株主
総会招集ご通知（事業報告等）、有価証券報告書、決算短信等
の日本郵政（株）が公表した各種資料の最新のものをご参照く
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グループ経営理念・経営方針

日本郵政グループ経営理念
郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、民間企業としての創造性、効率性を最大限
発揮しつつ、お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの生活を支援し、お客
さまと社員の幸せを目指します。また、経営の透明性を自ら求め、規律を守り、社会と
地域の発展に貢献します。

日本郵政グループ経営方針
1.�お客さまの生活を最優先し、創造性を発揮しお客さまの人生のあらゆるステージで

必要とされる商品・サービスを全国ネットワークで提供します。

2.�企業としてのガバナンス、監査・内部統制を確立しコンプライアンスを徹底します。

3.�適切な情報開示、グループ内取引の適正な推進などグループとしての経営の透明
性を実現します。

4.�グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。

5.�働く人、事業を支えるパートナー、社会と地域の人々、みんながお互い協力し、社員
一人ひとりが成長できる機会を創出します。

見通しに関する注意事項
本誌は、銀行法第52条の29・保険業法第271条の25に基づいて作成されたディスクロージャー資料（業務および財産の状況に関する
説明書類）であり、当社またはその子会社の株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。また、本誌には、日本郵政グ
ループおよびグループ各社の見通し・目標等の将来の業績に関する記述が含まれています。
これらは、本誌の作成時点において入手可能な情報、予測や作成時点における仮定に基づいた当社の判断等によって記述されたもの
であり、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。そのため、今後、経営環境に関する前提条件の変
更、経済情勢や景気動向、法令規制の変化、大規模災害の発生、保有資産等の価値変動、風評・風説等、その他の幅広いリスク・要因の影
響を受け、実際の経営成績等が本誌に記載された内容と異なる可能性があることにご留意ください。
本誌内の数値およびパーセント表示は、単位未満の端数を四捨五入して表示していますが、財務諸表などの財務に関する計数等につ
いては、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。また、これにより、合計数字が合わない場合があります。本誌内の数値およびパー
セント表示は、特別な表示のある場合を除き、2019年3月31日現在のものです。



2018年度における経常収益は、
前年度比1.1％減の12兆7,749
億円となりました。

2018年度における経常利益は、
前年度比9.3％減の8,306億円、
親会社株主に帰属する当期純利
益は前年度比4.1％増の4,794億
円 、1 株 当 たり当 期 純 利 益 は
118.57円となりました。

2018年度におけるROE（自己資
本当期純利益率）は前年度比0.2
ポイント上昇し、3.6％となりました。

2018年度における1株当たり年
間配当は50円（うち中間配当は
25円）となりました。

■経常収益 ■温室効果ガス※1排出量 ■地域における協力に関する協定数／
　締結率
（件）（1,000t-CO₂）

■手紙の書き方体験授業／金融教室 ■女性管理職数／女性役員数

（校） （校） （人）（人）

■有給休暇平均取得日数／育児休業取得者数 ■信用格付

株式会社日本格付研究所（JCR）
（長期発行体格付）

AA+（安定的）

（日）（人）

（％）

■経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益／1株当たり当期純利益
（億円） （円）

（億円）

■1株当たり配当金
（円）

（%）

201820172016

201820172016 201820172016

201820172016

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益

中間配当 期末配当 特別配当

127,749129,203133,265

8,306
9,161

7,952

4,7944,606

-289
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3.63.4
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2018年3月末2017年3月末2016年3月末

1,635 1,5521,6781,529

1,423
1,319

18,200
19,780 20,050

71

19
4

28

94 96

76

8888 8982

■ROE（自己資本当期純利益率）
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包括連携協定数（都道府県）（件）

地域における協力に関する協定数（市町村）（率）

CO2排出量合計※2

原単位(施設)※3（t-CO2/㎡） 原単位（車両）※4（t-CO2/㎞）

女性管理職数（人）
女性役員数（人）

女性管理職割合（率）

育児休業取得者数（人） 有給休暇取得平均日数（日）
※ 2018年度育児休業取得者数には、配偶者出産休暇の取得者数を含む。

（2018年10月12日現在）

小中学校への出前授業等による金融教室実施校数（校）
「手紙の書き方体験授業」実施校数（校）
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※1 日本郵政グループの事業で排出する温室効果ガスはCO₂が対象。
※2 日本郵政（株）および主要グループ会社（日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行および（株）かんぽ生命保険）を対象。
※3 施設原単位＝グループ全体の施設のＣＯ２排出量（t-ＣＯ２）／グループ全体の延床面積（㎡）
※4 車両原単位＝グループ全体の車両のＣＯ２排出量（t-ＣＯ２）／グループ全体の車両の走行距離（㎞）

地域における協力に関する協定数（市町村）（件）
防災協定数（市町村）（率）
防災協定数（市町村）（件）

18.1

0.06

0.0001290.000129
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ビジョン トップメッセージ

日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長
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日本郵政グループの目指す姿「トータル生
活サポート企業グループ」

郵政事業は、1871年の郵便事業創業に端を発し、4
年後に貯金を始め、その後、保険を売り出しました。全国
津々浦々、2万4,000局の郵便局が地域の皆さまのそば
にあります。実に148年もの間、雨の日も風の日も、山の
上から離島まで誠実にサービスを続けてきました。また、
商品についても、より多くのお客さまのニーズにお応え
する商品を開発してきました。例えば、日本で生命保険
サービスが始まった当初は収入の高い世帯を対象にした
ものでしたが、「より多くの皆さまのニーズに応えられる
ような保険」を、ということで郵便局が提供する少額・小口
の簡易生命保険はスタートしました。こうした取り組みの
積み重ねが、現在の郵便局への信頼につながっていると
感じています。日本郵政グループは常に、地域の皆さま
一人ひとりに非常に近い存在としてあり続けてきました。
「トータル生活サポート企業グループ」とは、日本郵政
グループがお客さまや地域社会に寄り添ってきた歴史を
踏まえ、これからの時代にさらに発展させていった先にあ
る将来像であると考えています。
現在でも、われわれは、ゆうパックをはじめとしたお客

さまのニーズに合うような配送サービスを提供しており、
また、毎日の生活に便利な貯金やキャッシュレスサービ
ス、さらには将来の安心を支える生命保険等の基礎的な
金融サービスを通じて、「お客さまの一生」をお支えする
サービスを提供しています。
また、郵便局を通じた地方公共団体の事務の受託や他
の企業と連携したサービスの提供、地域金融機関との連
携による地域活性化ファンドへの参加など、「地域社会」
をお支えする取り組みを実施しています。
今後も、郵便局ネットワークを中心に現在提供している

「郵便・物流」「貯金」「保険」のサービスをさらに深掘りす
るとともに、もちろん、ビジネスとして成り立つことが前
提ですが、皆さまの生活に密着しサポートしていけるよう
な新たなサービスに進出していきたいと考えています。

日本郵政グループを取り巻く課題

現下の情勢を振り返りますと、今年の経営をめぐる環
境は一層厳しくなると予想しています。世界の経済成長
は、中長期的には、徐々に減速していくのではないかと考
えています。

日本郵政グループは

148年の歴史を活かし、

お客さまに寄り添うトータル生活サポート企業グループに
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一方、国内に目を向けると、金利環境は引き続き厳しい
ものとなると考えています。また、一般的に見ると日本の
経済は飽和してきており、かつてのようにGDPが10％で
伸びるということはあり得ないでしょう。潜在的なGDPの
伸び率は実質1％弱、しかも構造的な少子高齢化は続き、
地方衰退、労働需給のひっ迫も続くと考えています。特に
物流業界において、荷物の不在再配達がどこも大きな課
題となっています。
テクノロジーへの対応も課題の一つです。費用対効果
を意識した上で、物流事業に関しては広い意味でのオー
トメーション化やドローン・自動運転等の最新技術につい
ても貪欲にウオッチしておく必要があります。そして、銀
行業・生命保険業においても、Fintech等のテクノロジー
はどんどん採用する必要がありますし、テクノロジーを用

いて効率化を図ることで、今まで以上に成長分野で社員
を活かしていきたいとも考えています。

「日本郵政グループ中期経営計画2020」 
2年目を迎えて

冒頭申し上げた「トータル生活サポート企業グルー
プ」という将来像に向けて、日本郵政グループは、昨年度、
「日本郵政グループ中期経営計画2020」を発表いたし
ました。発表時に私は「この3年の計画が今後発表する中
期経営計画の中で一番厳しい環境だと思う」と申し上げ
ました。それはこれまで日本郵政グループの利益は約７
割がゆうちょ銀行、約２割がかんぽ生命保険によって占め

トップメッセージ
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られており、とりわけ日本国内の低金利が、中期経営計
画期間中の収益に大きな影響を与えると考えているか
らです。
そのような状況の中、中期経営計画1年目の2018年
度は、日本郵便におけるゆうパック・ゆうパケットの収益
が拡大し、また、かんぽ生命保険における資産運用収益
が堅調に推移するなど当初の想定を超えたこと等によ
り、グループ連結の親会社株主に帰属する当期純利益
は、当初業績予想の3,300億円を上回る4,794億円と
なりました。しかしながら、中期経営計画2年目を迎え、
日本郵政グループを取り巻く環境は厳しさを増していま
す。まずは、中期経営計画で示した方向を愚直に、かつス
ピーディに実行していくことが重要であると考えていま
す。

日本郵便においては、足元では減少トレンドにあるも
のの、今後もEC市場の拡大トレンドは継続すると予想さ
れることから、ゆうパックやゆうパケットの取り扱いをさ
らに伸ばしていきたいと考えています。労働需給のひっ
迫に対しては、再配達削減を目的に、昨年12月にYper
（イーパー）株式会社と共同で置き配バッグ「ＯＫＩＰＰＡ」
の実証実験を実施する等、対策を進めています。また、
「はこぽす」をはじめとする受取施設の整備を進めてい
きたいと考えています。
さらに、他社や地方公共団体と郵便局ネットワークを
有効活用するための共同事業も進めたいと考えてい
ます。例えば、旅行客の荷物預かりサービス、郵便局で
の地方銀行のATM設置といった、全国津々浦々の2万
4,000の郵便局を活かした新しいサービスを始めていま
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す。そのほか、日本郵政キャピタルを通じてベンチャー企
業への出資を行うことで、郵便局を活かした協業を模索
しているところです。
ゆうちょ銀行においては、収益のほとんどは資金運用

によるものですので、安定的収益の確保のため、適正な
リスク管理の下、引き続き資金運用の高度化・多様化を
進めていきます。一方、送金、決済、投資信託販売等の手
数料収益は、資金運用による収益に比べればまだ小さい

トップメッセージ

事業領域 基本方針 2018年度の実績

商品やオペレーション
体系の一体的見直しと
荷物拡大に対応した
サービス基盤の強化

地域ニーズに応じた個
性・多様性ある郵便局
展開等により郵便局
ネットワークを維持・強
化しつつ、最大限に活
用して地域と共生

トールの経営改善と、
JP・トールのシナジー
強化による国内のコン
トラクトロジスティク
ス展開

運用の高度化・多様
化、非金利収益の拡
大、効率的な資源配分

保障重視の販売、募集
品質向上による保有
契約の反転・成長

❶ 

郵
便・物
流
事
業

❷ 

金
融
窓
口
事
業

❸ 

国
際
物
流
事
業

❹ 

銀
行
業

❺ 

生
命
保
険
業

●中小口のお客さまに対する営業の強化、お客さまの幅広いニーズに一元的に対応できる営業
体制の構築

●ゆうパックスマホ割や「e受取アシスト」等の新規サービスの開始、配達希望時間帯の拡充等、
ゆうパックのサービス改善

●集配局の内務作業の集中・機械化や輸送効率の向上、通集配業務の生産性向上、荷物の増加
に対応した施設や輸送・集配の態勢の整備

●ゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険と連携した研修を通じた社員の営業力強化・管理者のマ
ネジメント力向上

●投資信託取扱局の拡大、総合金融相談会の開催等を通じた金融預かり資産重視の営業スタ
イルの浸透、新契約・新規利用顧客の拡大

●物販商品の拡充・開発、販売チャネルの多様化の推進
●JPタワー等による事務所、商業施設、住宅や保育施設などの賃貸事業等の推進
●ショッピングセンター内への郵便局の設置等、戦略的な店舗配置
●現金管理機器の増配備の完了及び新業務フローの導入
●「郵便局のみまもりサービス」の提供

●新・財務会計システムの構築やシェアード・サービスの導入による業務効率化
●ヘルスケア等、高成長分野への進出、最新鋭のロジスティクスハブであるToll Cityの開設
●一貫したソリューションの提供を目指したJPトールロジスティクス株式会社の発足

●資産運用コンサルタントの増員や指導・研修による人材育成
●利便性の高い場所へのＡＴＭの配置・転換、ファミリーマート店舗を中心に小型ＡＴＭの設置の

推進、株式会社あおぞら銀行の店舗内に小型ＡＴＭを設置
●スマホ決済サービス「ゆうちょPay」の早期普及、利用促進
●適正なリスク管理のもとでの国際分散投資の推進、市場環境を踏まえた外国証券投資やオル

タナティブ投資等の実行
●地域活性化ファンドへの新規参加

●営業社員の育成、販売スキルの向上、ご家族登録制度等を活用した新たな顧客層の開拓
●ご高齢のお客さまに対する意向確認の強化など、お客さま本位の営業活動の徹底
●養老保険や終身保険等の引受基準緩和型商品と先進医療特約の認可取得
●LINEや健康応援アプリ「すこやかんぽ」を活用したデジタル接点の拡大
●契約情報や請求内容を基に請求書を機械作成する「保険手続きサポートシステム」の段階

導入
●ALMを基本とした、リスクバッファーの範囲での収益追求資産への投資拡大

●中期経営計画の進捗
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ものとなっています。ただ、預金のシェアは約2割ありま
すが、投資信託残高のシェアは現在70兆円市場の2兆円
ほど、約3%しかありません。投資信託残高のシェアを伸
ばせる余地はまだあると考えています。また、地域活性化
は、日本の大きなテーマです。地域金融機関と協力して
地域活性化ファンドへの出資も積極的に進めています。
かんぽ生命保険においては、収益の大半を占めるのは
保有契約からの保険料収入です。保険商品には貯蓄性
商品と保障性商品がありますが、現在の低金利政策の下
では、貯蓄性商品の販売は難しくなっています。一方で、
高齢化に伴い個人の長生きリスクが高まっているなか、
保障性商品の需要は今後も高まると考えられます。個人
のリスクをどのように保障し、そのためにどのような保
険商品を開発・販売するかの知恵の勝負になってきてい
ます。そのため、新たに開発した先進医療に対応した特
約の販売を今年の4月から開始しましたが、こうした新商
品開発を通じて、第三分野領域での実績拡大を目指しま
す。また、保障重視の販売強化に向け、営業社員の育成、
販売スキルの向上に努めてまいります。加えて、これま
で保険に加入していただけなかった方にも新たに保険に
加入いただけるよう引受基準を緩和した商品の販売を
今年の4月から開始しており、契約数を伸ばしていく方針
です。
不動産事業においては、郵便・物流事業、銀行業、生命
保険業に続く４本目のグループ収益の柱とするために日

本郵政不動産を設立しました。これにより事業のスピー
ドアップを進めたいと考えています。
また、4月にかんぽ生命保険の株式の売出しを実施し、
当社のかんぽ生命保険株式の保有比率は64.5%まで下
がりました。金融2社の株式については、郵政民営化法の
趣旨に沿って、金融２社の経営の自由度の拡大、グルー
プの一体性や総合力の発揮等も視野に入れ、まずは、保
有割合が50％程度となるまで段階的に売却していく方
針です。この4月に行った売出しにより上乗せ規制が直
ちに解除されるものではありませんが、かんぽ生命保険
に経営の自由度を与えようとする日本郵政の意思は示
せたと考えています。

日本郵政グループの将来を見据えて

将来的には、自律的成長だけでは今の企業価値を維持
することは難しいと考えています。日本郵政グループの
企業価値を将来にわたって高めるために留意するべき点
は3つあります。
1つ目は、金融2社に代わる収益源の獲得です。ゆう
ちょ銀行・かんぽ生命保険の株式は、郵政民営化法の趣
旨に沿って、まずは保有割合が50%程度となるまで段階
的に売却する方針です。ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の
株式売却が進むと連結ベースの収益、利益を失うことに
なりますので、新しい収益源を作っていかなければなりま
せん。
2つ目は、われわれが目指す「トータル生活サポート企
業グループ」としての地位の確立です。この使命に類似し
た経営理念を持つ企業、成長している企業があれば、国
内外を問わず連携する機会を逃してはいけないと考えて
います。
3つ目は、日本郵政グループの事業を根底から揺るが

し、崩壊させてしまうような革新的なイノベーション、い
わゆる「ディスラプション」へのリスクヘッジです。「トータ
ル生活サポート企業グループ」を目標に掲げる企業とし
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て、この意識がないと取り返しのつかないような大きな
チャンスを失い、衰退を招きかねません。世の中を著しく
変えるようなものがあれば、少し手を出しておくことも必
要です。これは経営者としての責任だと考えています。
では、日本郵政グループをどのように発展させるのか。
有効な手段が出資であり、広い意味でのM&Aです。そ
の一つがかつて実施した豪州の物流会社トール・ホール
ディングスの買収であり、今回のアフラック・インコーポ
レーテッドへの出資です。
この出資で取得する株式は7%ですが、株主に対し長期
投資を奨励し4年間株式を保有していると議決権が10倍
になるというアフラック・インコーポレーテッドの定款の
定めにより、4年後には議決権が20%を上回ることが見
込まれています。出資当初得られるのは配当収入だけで

すが、議決権が20%を上回れば持分法が適用され、アフ
ラック・インコーポレーテッドの利益の一部をグループの
連結決算に反映できるようになります。
このようにアフラック・インコーポレーテッドへの出資
は7％の株式取得で持分法適用を受けることができるリ
ターンの大きなものとなるのです。このほか、これまでア
フラック生命保険と日本郵便およびかんぽ生命保険と
の間で実施してきたがん保険に関する取り組みのさらな
る進展に加え、各種プロセスにおけるデジタルテクノロ
ジーの活用、新商品開発における協力、国内外での事業
展開や第三者への共同投資における協力、資産運用にお
ける協力など新たな協業の取り組みの検討を進めてまい
ります。
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持続可能な成長に向けて

将来にわたり長期的な経営を考えた際、やはり、必須の
テーマとしてESG（環境・社会・ガバナンス）があると考え
ています。企業として当然行う必要があるものと考えて、
積極的に取り組んでいます。
今年もダボス会議に参加しましたが、その際、非常に多

くの投資家にとって、長期的視点に立った経営戦略が非
常に大事なテーマとして浮かび上がってきていることを
強く感じました。事業における環境への配慮はますます
重要となり、例えば化石燃料関連企業からのダイベスト
メント（投資撤退）等がさらに進んでいくと思います。
日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険においては、
4月、TCFD※の提言に賛同表明しました。これまでも、日
本郵政グループでは、温室効果ガス排出量の削減を掲
げるほか、グリーンボンドへの投資など、持続可能な社会
への貢献を進めてきたところですが、TCFDの提言を踏
まえ、気候変動がグループ各社の事業に与える影響につ
いての分析を深め、さらなる情報開示に取り組んでいき
ます。
また、ダボス会議の場で諸外国の方々から言われたの
が、日本のテーマはG（Governance：企業統治）であると
いうことです。いくつかの日本の企業において、ガバナン
ス上の問題が発生しました。そういった状況もあり、日本
企業のガバナンスは改めて注目されています。日本郵政
グループにおいてはガバナンスに十分留意しています。
例えば、親子上場の企業は社外取締役の比率を高くす
べきだと言われておりますが、社外取締役が過半数以上
を占め、その比率は非常に高くなっています。また、日本
を代表する素晴らしい方々に取締役として着任いただい
ています。取締役会でそういった方々により知見や経験
等を生かした議論が活発に行われることで、日本郵政グ
ループは常に鍛えられています。

「人材」こそ日本郵政グループの資産

100年以上もの間、「お客さま」や「地域社会」に寄り添
い、サービスを誠実に続けてきたのは他ならぬ「社員」で
す。われわれは「人材」が資本のチームであり、一人ひとり
が元気でないと絶対にいい組織ではありません。
日本郵政グループの社員のみなさんと意見交換をす
ると、社員から率直に不安の言葉が出てくることがありま
す。一人ひとりの人材を活かすためには、「働き方改革」は
もちろん必要ですが、上司がそういった社員の悩みに向
き合う環境づくりも重要だと考えています。
それぞれの社員のモチベーションを高めるために一番
大事なことは、日本郵政グル―プが「グッドカンパニー」で
あることだと思います。どんなに労働環境を整えたとして
も、見通しが暗い会社であれば働く意欲がわいてこない
でしょう。世の中から評価される「グッドカンパニー」に向
けて取り組んでいきたいと考えています。
「グッドカンパニー」になるためにも、個々の力を結集
し、日本郵政グループが一体となった事業運営を行う必
要があります。「チームJP」をさらに確立させたいと考え
ています。一番勉強になるのは、経験です。そのために
は、会社の枠を超えた人事、本社とフロントラインのコ
ミュニケーションをよくするような人事も重要と考えてい
ます。

結び

事業において大事なのは、世の中のニーズに対して謙
虚に考えること。われわれがお客さまに徹底的に尽くす
のだと常に意識しておけば、きっと次の業務もおのずと
見えてきます。それを実践していけばいいのです。もちろ
んビジネスだから難しいときもあり、乗り越えるべき山も
あると思います。しかし日本郵政グループは148年の歴
史を活かして、次の100年、必ずまた輝ける会社にしなけ
ればならないという運命を持っている会社です。
志やミッションを忘れずに、これからも、チームJP一丸

となって頑張ってまいります。

※	2015年12月4日に金融安定理事会によって設立された「気候関連財
務情報開示タスクフォース」



郵政民営化に伴い日本郵政公社が解散
し、日本郵政（株）を持株会社とし、郵便事
業（株）、郵便局（株）、（株）ゆうちょ銀行お
よび（株）かんぽ生命保険を中心とした日
本郵政グループが発足しました。

日本郵政グループの発足

2007年

これからも「そばにいるから、できることがある。」のスローガンのもと、「トータル生活サポート
企業グループ」を目指して歩み続けます。

郵便事業（株）と郵便局（株）は、郵便局（株）
を存続会社として合併し、社名を日本郵便
（株）に変更したことにより、日本郵政グ
ループは5社体制から現在の4社体制へと
再編されました。

現在の４社体制への移行

2012年

2015年11月4日、日本郵政（株）・（株）ゆ
うちょ銀行・（株）かんぽ生命保険の3社は
東京証券取引所市場第一部に同時上場し
ました。今後も行
われる金融2社株
式の売却による
日本郵政（株）の
収入について、日
本郵政グループ
の企業価値およ
び株式価値の維
持・向上のために
活用されます。

東京証券取引所市場第一部への上場

2015年

2018年

2017年11月設立の日本郵政キャピ
タル（株）に続き、プライベートエクイ
ティ投資による更なる収益拡大を行う
ためのＪＰインベストメント（株）、不
動産事業をより効率的に推進し、グ
ループ収益の柱の一つとして成長さ
せるため、日本郵政不動産（株）を設立
しました。事業を拡大することで、今後
も新たな収益の獲得を目指します。

新規収益獲得のための会社設立

豪州物流企業トール社の完全子会社化

2015年2005

2010

2015

旧東京中央郵便局敷
地において、商業施設
｢ＫＩＴＴＥ」を含むＪＰ
タワー全体がグランド
オープンしました。こ
れ以降、事務所、商業
施設、住宅、保育所や
高齢者施設などの賃
貸を中心に不動産事
業を積極的に展開して
おります。

｢ＪＰタワー」（「ＫＩＴＴＥ」）グランドオープン

2013年

日本郵政（株）とアフラック・インコーポ
レーテッドおよびアフラック生命保険株
式会社は「資本関係に基づく戦略提携」
を締結しました。

アフラック・インコーポレーテッドへの出資

2018年

「みまもり訪問サービス」、「みまもりでんわサービ
ス」、「駆けつけサービス」からなる「郵便局のみま
もりサービス」を、
全国の直営郵便
局において提供
開始しました。

「郵便局のみまもりサービス」の開始

2017年

2009年1月5日、（株）ゆうちょ銀行のオンラ
インシステムと全国銀行データ通信システム
（全銀システム）の接続が行われました。
これにより、全銀システムに接続している約
1,400行の金
融機関と相互に
振り込みができ
るようになりま
した。

全国銀行データ通信システムとの接続開始

2009年1871年
郵便事業創業

1875年
郵便貯金事業創業

1916年
簡易保険事業創業

豪州物流企業トール社の発行済株式
100％を取得し、子会社化を完了いた
しました。これ以降、同社をプラット
フォームとして国際物流事業を展開し
ています。

地域活性化ファンドへの参加

2016年

地域活性化ファンドの第一号ファンド
（九州広域復興支援ファンド）へ出資い
たしました。
2019年3月までに18ファンドへ参加し
ています。
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トータル生活サポートサービスを
世代・地域を問わず提供することで、
全ての人々の幸せを創出する

トータル生活サポートサービスを
世代・地域を問わず提供することで、
全ての人々の幸せを創出する

中長期的に目指す姿
郵便・物流事業

強み 価値 創造 目指す姿

●働き方改革の推進、グループ人材育成、グループ一体感醸成
●地域社会との持続的な共生、環境負荷低減・環境保全活動の推進
●グループ経営を支えるＩＴ基盤の整備
●お客さま本位の業務運営、ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底

ビジネス基盤の強化

価値 　　 創造

全ての年代の
全ての人に必要とされる
サービスを提供

人生１００年時代の
「一生」を支える

全国津々浦々の拠点を
利用した地域社会の課題を
解決するサービスを提供

日本全国の
「地域社会」を支える

日本郵政グループの中期経営計画期間（2018～2020）の方針・取り組み

日本郵政
グループの
強み

強み①
ネットワーク

強み②
顧客基盤

強み⑤
財務基盤

強み④
従業員

強み③
郵便局ブランド

　　
　　
ユニ
バーサ

ル　　　　　サービスの安定的提供

商品やオペレーション体系の一体的見直しと荷物拡大に対応したサービス基盤
の強化

不動産事業
日本郵政不動産（株）の設立によりグループ保有資産の開発をより効果的に行う
とともに、共同事業参画、収益物件取得などにより新たな収益源を開拓。
成長投資
「トータル生活サポート企業グループ」としてグループの成長につながるよう、幅
広い分野で資本提携・M&Aを検討し、2020年度までの3年間で数千億円規模
の投資も視野に入れ利益貢献を目指す

銀行業
運用の高度化・多様化、非金利収益の拡大、効率的な資源配分

金融窓口事業
地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局展開等により郵便局ネットワークを
維持・強化しつつ、最大限に活用して地域と共生

国際物流事業
トールの経営改善と、JP・トールのシナジー強化による国内のコントラクトロジ
スティクス展開

生命保険業
保障重視の販売、募集品質向上による保有契約の反転・成長

●利便性の高い配送サービス
●総合的な金融サービス
●生活に安心・便利な新しいサービス

●地域の産業を支えるサービス
●地域のコミュニティを支えるサービス
●資金循環を支えるサービスの提供
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企業価値向上

郵便局ネットワークを中心にグループ一体となって、チームＪＰとして、ユニバーサルサービスを
確保しつつ、トータル生活サポート企業グループを目指します。そして、事業の持続的成長、安定
的利益の確保、公共性・地域性の発揮、株主還元の充実など、企業価値の向上を図ります。

日本郵政グループの価値創造プロセス
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不動産事業
日本郵政不動産（株）の設立によりグループ保有資産の開発をより効果的に行う
とともに、共同事業参画、収益物件取得などにより新たな収益源を開拓。
成長投資
「トータル生活サポート企業グループ」としてグループの成長につながるよう、幅
広い分野で資本提携・M&Aを検討し、2020年度までの3年間で数千億円規模
の投資も視野に入れ利益貢献を目指す

銀行業
運用の高度化・多様化、非金利収益の拡大、効率的な資源配分

金融窓口事業
地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局展開等により郵便局ネットワークを
維持・強化しつつ、最大限に活用して地域と共生

国際物流事業
トールの経営改善と、JP・トールのシナジー強化による国内のコントラクトロジ
スティクス展開

生命保険業
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●利便性の高い配送サービス
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企業価値向上

郵便局数

24,367局

郵便配達箇所数

1日約3,100万カ所

通常貯金口座数

約1億2,000万口座

かんぽ生命保険お客さま数

2,648万人

国際物流拠点国数

約50カ国

ATM台数

29,837台

郵便ポスト数

180,774本

42万人
21.5万人
20.2万人

正社員：   
正社員以外： 
（千人未満は四捨五入）

郵便局のコーポレートイメージTOP3

（『郵便局』について、あてはまるイメージをすべてお答えください。（複数回答可））
（2018年10月15日～22日調査）

（2019年3月31日現在）

地域に密着している

40.6%

どこにでもある

37.8%

身近・親しみがある

33.4%

グループ4社従業員数

強み①
ネットワーク

日本全国津々浦々に
拠点を有し、お客さま
に寄り添い、サービス
を行っています。

強み②
顧客基盤

毎日の生活のなかで、
多くのお客さまにご利
用いただいています。

強み④
従業員

多くの専門の資格を持
つ社員が、お客さまの
生活をお支えするサー
ビスを提供します。

強み⑤
財務基盤

充実した自己資本をは
じめ、全国に土地・建物
等のグループ資産を
有しています。

強み③
郵便局ブランド
創業以来、ひたむきに
お客さまのニーズに向
き合い、郵便局ブラン
ドを培っています。

生命保険募集人資格保有者数：
 107,591人
証券外務員資格保有者数：
 100,481人
FP資格保有者数： 60,953人

郵便局に在籍する資格保有者数

約13.3兆円

自己資本

約2.7兆円
グループ保有不動産（簿価）

※契約者さま及び被保険者さまを合わせた人数（個人保険及び個人
年金保険を含み、（株）かんぽ生命保険が独立行政法人郵便貯金
簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構から受再してい
る簡易生命保険契約を含む。）。

私たち日本郵政グループは、全国津々浦々に張り巡らされた郵便局ネットワークを中心に、お客
さまや地域社会に寄り添い、日々の生活のなかで、ともに歩んでまいりました。
今後も、「ネットワーク」「顧客基盤」「郵便局ブランド」「従業員」「財務基盤」の五つの強みを磨き、
お客さまの生活に便利なサービスを提供していきます。

日本郵政の強み
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有しています。
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お客さまのニーズに向
き合い、郵便局ブラン
ドを培っています。

生命保険募集人資格保有者数：
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証券外務員資格保有者数：
 100,481人
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郵便局に在籍する資格保有者数
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自己資本
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年金保険を含み、（株）かんぽ生命保険が独立行政法人郵便貯金
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る簡易生命保険契約を含む。）。
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企業価値向上 日本郵政グループの創出価値①

利便性の高い配送サービスの提供

そのために私たちが今やっていること

「eコマース市場」の拡大、共働き世帯や単身世帯の増加などのライフスタイルや社会の変化に対応し、利便性の高い
配送サービスの実現に取り組んでいます。

 ゆうパックの差し出し・受け取り利便性向上を目指したサービスの充実化に取り組んでいます
差し出し利便性向上の取り組みとして、2018年の9月
から、スマートフォンに専用の無料アプリをダウンロード
し、アプリ上でお客さまのクレジットカードにより決済い
ただくことで、ゆうパックをより簡単・割安に発送できる新
サービス「ゆうパックスマホ割」を開始しました。
また受け取り利便性向上の取り組みとして、2019年の3月
から、メールやLINEでゆうパックのお届け予定日時等をお知
らせし、お客さまのご都合のよい受け取り日時や、コンビニエ
ンスストア等の受取場所、ご自宅の指定場所等へお届け方
法を変更できる新サービス「e受取アシスト」を開始しました。

「一生」を支える
　日本郵政グループは、全ての年代の全ての人に必要とされるサービスを提供すること
で、安全・安心で、快適で、豊かな生活・人生を実現することをサポートします。
　日本郵政グループは、「郵便」・「銀行」・「保険」の生活に必要な基礎的なインフラを郵便局を通して提供
することで、お客さまの生活をサポートしてきました。
　今後も、日本郵政グループは、お客さまが安全・安心で快適で、豊かな生活・人生を実現できるような全
ての年代の全ての人に必要とされるサービスを提供し、人生100年時代のそれぞれの「一生」を支えてい
くことで、企業価値の向上に取り組んでいきます。

人生100年時代の「一生」を支える

生活に安心・便利なサービス

生活に安心・便利な
新しいサービスの提供

総合的な金融サービス

貯蓄、資産形成、保険保障、相続など
ライフプランニングを重視した
全世代を対象とする総合的な
金融サービスの提供

利便性の高い配送サービス

物流網の一層の充実とサービスの
高度化による利便性の高い
配送サービスの安定提供

創出価値
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 個性的で多様性のある郵便局の展開を進めています

 キャッシュレスサービスの充実化に取り組んでいます

 郵便局のみまもりサービスを行っています

 金融商品を充実させ、総合的な金融サービスの提供を進めています

お客さまのライフスタイルに合わせた郵便局の出店
を進めており、現在、コンビニエンスストアと併設した郵
便局が86局、ショッピングセンター内に出店した郵便局
が33局、自治体施設に出店した郵便局が15局あります。

また、一部の郵便局については、土日も含め立地に応じ
た窓口営業時間といたしました。郵便局ごとに異なる各
地域のニーズに応じた商品・サービスの提供も展開して
おります。

新たなテクノロジーの活用により、お客さまの生活を
サポートし、お客さまへの“新しいべんり”の提供に資する
ため、2019年5月8日より、GMOペイメントゲートウェイ
株式会社と連携し、スマートフォンを活用した新しい決済
サービス「ゆうちょ	Pay」の取り扱いを開始しました。

ゆうちょ銀行の口座をお持ちのお客さまが、当行とご
契約いただいた店舗等での代金のお支払いの際、専用
のスマートフォンアプリを操作することで、あらかじめ登
録したゆうちょ銀行口座から代金を即時に引き落とすこ
とができます。

お近くの郵便局社員等が、離れて暮らすご家族に会いに行
き、お話し、その様子をお伝えするサービスを行っています。
直接お伺いする「みまもり訪問サービス」のほか、「みまもり
でんわサービス」や、オプションサービスの「駆けつけサービ
ス」をご用意し、離れて暮らす家族のサポートを進めています。

日本全国にある郵便局の窓口には、生命保険募集人
資格保有者（計107,591人）、証券外務員資格保有者（計
100,481人）、フィナンシャルプランナー資格保有者（計
60,953人）が在籍しており、お客さま一人ひとりのニーズ
やライフステージに応じた、貯金、保険、資産運用等の金融
サービスを総合的に提供しています。例えば、投資信託の
販売等の取引を行う「投資信託取扱局」を1,540局、資産
運用の相談や投資信託の紹介を行う「投資信託紹介局」を
全国約18,000局で展開し、「つみたてNISA」への対応や
iDeCoの対面相談受付サービスを開始する等、お客さま
の将来の資産形成についてサービスを拡充いたしました。
また、日本郵政グループのかんぽ生命保険の保険販売は
もちろんのこと、他の生命保険会社や損害保険会社から委
託を受け、保険窓口の取り扱いのある全郵便局（簡易郵便
局を除く）で「がん保険」を、一部の郵便局で「引受条件緩和

型医療保険」、「変額年金保険」、「郵便局の自動車保険」、「JP
生活サポート保険」を取り扱うなど、さまざまなニーズにお
応えできるよう多数の商品を取りそろえております。
また、2019年4月1日から、郵政民営化法施行令の一
部を改正する政令に基づき、次のとおり、預入限度額が
変更となりました。（預金保険制度による貯金の保護の
範囲については変更ありません。）
①通常貯金：1,300万円
②	定期性貯金（定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化
前に預入した郵便貯金（独立行政法人郵便貯金簡易
生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に引き
継がれたもの）を含み、③を除く。）：1,300万円

③	財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯
金：あわせて550万円

少子高齢化、人口減少の進展や、人生100年時代に向けた社会の変化に対応し、お客さまニーズに応じた個性・多様
性のある郵便局、金融商品・サービスの展開に取り組んでいます。

ライフスタイルの多様化やIoTの伸展に対応し、お客さま一人ひとりの暮らしの安心や便利に応えるサービスの展開
に取り組んでいます。

総合的な金融サービスの提供

生活に安心・便利な新しいサービスの提供
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企業価値向上 日本郵政グループの創出価値②

地域の産業を支えるサービスの提供
日本全国、地域経済の発展・成長のために、企業の事業活動に必要なサービスや、各地域を活性化する取り組みを展開

しています。

 国内外での総合物流事業の展開を進めています

 事務所、商業施設、住宅、保育所や高齢者施設等の各不動産事業を展開しています

豪・トール社の世界50カ国以上の拠点を通じて、国際
物流事業を行っています。また、日本郵便とトール社のシ
ナジー効果をより発揮するため、日本郵便とトール社の

合弁によって2018年10月1日に設立したＪＰトールロジ
スティクス（株）により、コントラクトロジスティクスを中心
とした日本国内でのBtoB事業を展開しております。

賃貸ビルや商業施設を都心部や地方都市の駅前で
展開するとともに、賃貸住宅についても、都内を中心に
「ＪＰ	ｎｏｉｅ」シリーズを展開しています。また、昨今
の社会背景および事業性を考慮し、保育所や高齢者施設

の開発も進めており、2019年2月には東京都豊島区に高
齢者施設と保育所の複合施設を建設し、事業者に一括賃
貸しており、	同事業者が2019年春から運営を開始して
います。

そのために私たちが今やっていること

「地域社会」を支える
　日本郵政グループは、全国津々浦々の拠点を利用して地域社会の課題を解決するサービ
スを提供することで、地域との共生を図ります。
　日本郵政グループはこれまで、全国津々浦々の郵便局を通して、「地域社会」をお支えするサービスを提
供してきました。
　今後も、日本郵政グループは、全国津々浦々の拠点を利用した地域社会の課題を解決するサービスを
提供し、「地域社会」を支えることで、地域の活力を創出するパートナー・地域の安心の拠り所となり、地
域との共生を図っていきます。

日本全国の「地域社会」を支える

資金循環を支えるサービス

地域企業への資金循環により
地域経済を活性化

地域のコミュニティを支えるサービス

地域コミュニティの維持・再生
（撤退企業や行政事務の代替で

地域インフラを維持）

地域の産業を支えるサービス

物流・金融・不動産等からの
地域企業へのサポート、
地方創生への貢献

創出価値
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 地方公共団体と協定を結び、さまざまなサービスに取り組んでいます

 地域活性化ファンドへの出資を進めています

 日本全国にＡＴＭネットワークを拡大しています

日本郵便は、2018年度末時点で、地方創生・地域社会
への貢献を目的とした包括連携協定を28の道県との間
で締結しています。また、従業員が業務中に気づいた異
変について通報する「地域見守り活動」「道路損傷の情報
提供」「不法投棄の情報提供」に関する協定を1,678の市
区町村との間で締結しています。さらに、災害時の相互
協力を目的として、1,552の市区町村との間で防災協定
を締結し、災害発生時の協力関係を構築しています。こ
れらの協定に基づいた具体的な施策として、安心・安全
な暮らしの実現に向けた子どもや高齢者の見守り活動
の実施、地域経済活性化に向けた郵便局やKITTE等で
特産物を紹介する物産展の開催、観光地等を題材とした

フレーム切手の発行等、各
地域のニーズに応じた取
り組みを行っています。
また、全国44カ所の郵
便局に「マルチコピー機
（キオスク端末）」を設置
し、お客さま自身が、マイ
ナンバーカードまたは住
民基本台帳カードを利用して、マルチコピー機から直接、
地方公共団体が発行する各種証明書を取得できるサー
ビスを提供しています。

地域金融機関等との連携を通じて、お客さまの大切な
資金を地域に循環するため、地域活性化ファンドへの参
加を進めています。
2018年度においても、事業継承や起業・創業の支援
等を目的として、6ファンドへ出資し、現在18ファンドへ
参加しています。

ATMネットワークを拡充し、お客さまにより便利にご
利用いただくため、利便性の高い場所への配置、転換を
進めています。外国人観光客の増加を鑑み、2017年1
月以降、16言語対応の小型ATMを外国人利用者の多い
コンビニエンスストア（ファミリーマート店舗）や空港な
どに設置しています。
また、地域金融機関との連携を積極的に推進していま
す。2018年8月より、あおぞら銀行の既存ATMを順次
ゆうちょ銀行ATMに置き換えました。金融機関全店舗内
へのゆうちょATMの設置は、あおぞら銀行が初めてとな

ります。
加えて、地域のお客さまの利便性向上のため、郵便局
スペースの一部を他の金融機関のATMコーナーとして
賃貸し、同金融機関のサービスの一部を郵便局において
ご利用いただけるようにしています。2017年7月に上椎
葉郵便局内に宮崎銀行のATMコーナーを設置し、さら
に2019年4月に高岡郵便局内に富山銀行のATMコー
ナーを設置しました。
今後も各金融機関と連携・協力することで、地域の金
融インフラの維持に努めます。

都市部のみならず日本全国の地域社会の維持・持続的な発展のために、地域社会の生活をお支えする取り組みを展
開しています。

お客さまの大切な資金を地域に循環させ、日本全国、
地域経済の発展・成長に貢献するために、地域金融機関さ
まと地方公共団体さまとの連携等に取り組んでいます。

地域のコミュニティを支えるサービスの提供

資金循環を支えるサービスの提供

（株）ゆうちょ銀行の
収益性向上

金融システムの
安定化

地域金融機関との連携

資金ニーズの充足によるWin-Win-Winの達成

地域企業 資金調達の多様化

地域金融機関 短期・運転資金の供給

ゆうちょ銀行 エクイティ性資金の供給

地域金融機関との
●良好な関係の構築
●プラットフォームの開放

地域活性化ファンドを
通じた出資

地域経済の発展・
成長への貢献

●地域への資金の循環



　日本郵政グループは、全国の郵便局ネットワークを通じて、郵便・貯金・保険の三事業を中心とし
たさまざまな商品・サービスを提供し、お客さまの生活全般に深くかかわり、お客さまと地域・社会
のお役に立ち続ける企業グループ、「トータル生活サポート企業グループ」を目指しています。

*1 発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
*2 自己保有株式を除く発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
*3 発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
なお、2019年4月、日本郵政（株）は、（株）かんぽ生命保険普通株式の第2次売出
しを実施いたしました。本売出し及び（株）かんぽ生命保険による自己株式取得
の実施により、日本郵政（株）の（株）かんぽ生命保険普通株式に対する保有割合
は、約64％となりました。

商品・サービスの
提供・地域社会

への貢献

日本郵政グループ

株式保有割合
約56.9％ *1

株式保有割合
約89％*3

株式保有割合
約89％ *2

金融2社の経営状況、ユニバーサルサービスの責務の遂行への
影響等を勘案しつつ、できるだけ早期に、全株処分を目指す

（郵政民営化法）

株式保有義務
100％

（郵政民営化法） 地域・社会
お客さま

政府

注:持分法適用関連会社

（2019年3月末現在）

郵便・物流事業

日本郵便輸送株式会社
日本郵便メンテナンス株式会社
ＪＰサンキュウグローバルロジスティクス株式会社
ＪＰビズメール株式会社
株式会社ＪＰメディアダイレクト
東京米油株式会社

金融窓口事業

株式会社郵便局物販サービス
ＪＰビルマネジメント株式会社
ＪＰコミュニケーションズ株式会社
日本郵便オフィスサポート株式会社
ＪＰ損保サービス株式会社
株式会社ＪＰ三越マーチャンダイジング
株式会社ゆうゆうギフト
ＪＰ東京特選会株式会社
セゾン投信株式会社注

株式会社ジェイエイフーズおおいた注

リンベル株式会社注

国際物流事業

Toll Holdings Limited及び同社傘下の連結子会社
JPトールロジスティクス株式会社
トールエクスプレスジャパン株式会社
Toll Holdings Limited傘下の関連会社注

1 お客さまの生活をトータルにサポートする事業の展開
3 社員の力を最大限に発揮するための環境の整備

2 安定的なグループ利益の確保
4 将来にわたる成長に向けた新たな事業展開

中期経営計画
～新郵政ネットワーク
創造プラン2017～

成長・発展を遂げるための
グループ戦略を推進

2015 2017 2018 2020

郵便局ネットワークを中心にグループ一体となって、
チームＪＰとして、ユニバーサルサービスを確保しつつ、

トータル生活サポート企業グループを目指す

❺ 生命保険業

商品やオペレーション体系の一体的見直しと荷物拡大に対応したサービス基盤の強化

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局展開等により郵便局ネットワークを維持・
強化しつつ、最大限に活用して地域と共生

トールの経営改善と、JP・トールのシナジー強化による国内のコントラクト
ロジスティクス展開

運用の高度化・多様化、非金利収益の拡大、効率的な資源配分

保障重視の販売、募集品質向上による保有契約の反転・成長

事業領域 基本方針

❶ 郵便・物流事業

❸ 国際物流事業

❷ 金融窓口事業

❹ 銀行業

日本郵政グループ中期経営計画2020（2018-2020）の概要

事業別の基本方針

　厳しい環境の中での安定的利益の確保と、持続的成長に向けたスタートを図ります。

基本方針

中期経営計画
2020

厳しい環境の中での
安定的利益の確保と
持続的成長に向けた

スタートを図る

トータル生活サポート
企業グループ

・事業の持続的成長
・安定的利益の確保
・公益性・地域性の発揮

株式保有義務
1/3超

（郵政民営化法）

銀行業

JPインベストメント株式会社及び同社傘下の連結子会社
ＪＰ投信株式会社注

ＳＤＰセンター株式会社注

日本ＡＴＭビジネスサービス株式会社注

その他

日本郵政スタッフ株式会社
ゆうせいチャレンジド株式会社
ＪＰホテルサービス株式会社
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社
日本郵政キャピタル株式会社
日本郵政不動産株式会社
株式会社システムトラスト研究所 
JPツーウェイコンタクト株式会社

生命保険業

かんぽシステムソリューションズ株式会社

22

中期戦略中期戦略 日本郵政グループの構成



　日本郵政グループは、全国の郵便局ネットワークを通じて、郵便・貯金・保険の三事業を中心とし
たさまざまな商品・サービスを提供し、お客さまの生活全般に深くかかわり、お客さまと地域・社会
のお役に立ち続ける企業グループ、「トータル生活サポート企業グループ」を目指しています。

*1 発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
*2 自己保有株式を除く発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
*3 発行済株式総数に対する保有割合（2019年3月末現在）
なお、2019年4月、日本郵政（株）は、（株）かんぽ生命保険普通株式の第2次売出
しを実施いたしました。本売出し及び（株）かんぽ生命保険による自己株式取得
の実施により、日本郵政（株）の（株）かんぽ生命保険普通株式に対する保有割合
は、約64％となりました。

商品・サービスの
提供・地域社会

への貢献

日本郵政グループ

株式保有割合
約56.9％ *1

株式保有割合
約89％*3

株式保有割合
約89％ *2

金融2社の経営状況、ユニバーサルサービスの責務の遂行への
影響等を勘案しつつ、できるだけ早期に、全株処分を目指す

（郵政民営化法）

株式保有義務
100％

（郵政民営化法） 地域・社会
お客さま

政府

注:持分法適用関連会社

（2019年3月末現在）

郵便・物流事業

日本郵便輸送株式会社
日本郵便メンテナンス株式会社
ＪＰサンキュウグローバルロジスティクス株式会社
ＪＰビズメール株式会社
株式会社ＪＰメディアダイレクト
東京米油株式会社

金融窓口事業

株式会社郵便局物販サービス
ＪＰビルマネジメント株式会社
ＪＰコミュニケーションズ株式会社
日本郵便オフィスサポート株式会社
ＪＰ損保サービス株式会社
株式会社ＪＰ三越マーチャンダイジング
株式会社ゆうゆうギフト
ＪＰ東京特選会株式会社
セゾン投信株式会社注

株式会社ジェイエイフーズおおいた注

リンベル株式会社注

国際物流事業

Toll Holdings Limited及び同社傘下の連結子会社
JPトールロジスティクス株式会社
トールエクスプレスジャパン株式会社
Toll Holdings Limited傘下の関連会社注

1 お客さまの生活をトータルにサポートする事業の展開
3 社員の力を最大限に発揮するための環境の整備

2 安定的なグループ利益の確保
4 将来にわたる成長に向けた新たな事業展開

中期経営計画
～新郵政ネットワーク
創造プラン2017～

成長・発展を遂げるための
グループ戦略を推進

2015 2017 2018 2020

郵便局ネットワークを中心にグループ一体となって、
チームＪＰとして、ユニバーサルサービスを確保しつつ、

トータル生活サポート企業グループを目指す

❺ 生命保険業

商品やオペレーション体系の一体的見直しと荷物拡大に対応したサービス基盤の強化

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局展開等により郵便局ネットワークを維持・
強化しつつ、最大限に活用して地域と共生

トールの経営改善と、JP・トールのシナジー強化による国内のコントラクト
ロジスティクス展開

運用の高度化・多様化、非金利収益の拡大、効率的な資源配分

保障重視の販売、募集品質向上による保有契約の反転・成長

事業領域 基本方針

❶ 郵便・物流事業

❸ 国際物流事業

❷ 金融窓口事業

❹ 銀行業

日本郵政グループ中期経営計画2020（2018-2020）の概要

事業別の基本方針

　厳しい環境の中での安定的利益の確保と、持続的成長に向けたスタートを図ります。

基本方針

中期経営計画
2020

厳しい環境の中での
安定的利益の確保と
持続的成長に向けた

スタートを図る

トータル生活サポート
企業グループ

・事業の持続的成長
・安定的利益の確保
・公益性・地域性の発揮

株式保有義務
1/3超

（郵政民営化法）

銀行業

JPインベストメント株式会社及び同社傘下の連結子会社
ＪＰ投信株式会社注

ＳＤＰセンター株式会社注

日本ＡＴＭビジネスサービス株式会社注

その他

日本郵政スタッフ株式会社
ゆうせいチャレンジド株式会社
ＪＰホテルサービス株式会社
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社
日本郵政キャピタル株式会社
日本郵政不動産株式会社
株式会社システムトラスト研究所 
JPツーウェイコンタクト株式会社

生命保険業

かんぽシステムソリューションズ株式会社
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中期戦略 中期経営計画



（安定的な株主配当を実施）

※現状の発行済株式数（自己株式除く）を前提とした場合、
　親会社株主に帰属する当期純利益は4,050億円程度

2020年度の数値目標・配当方針 2018年度の実績

一株当たり当期純利益

グループ連結

日本郵便

ゆうちょ銀行

かんぽ生命保険

100 円以上※

一株当たり配当額 50 円以上

グループ連結
一株当たり当期純利益 118.57 円

一株当たり配当額 50 円

900億円
400億円
300億円
200億円
650億円

(対2017年度)
+2億個程度

● 連結営業利益
郵便・物流事業
金融窓口事業
国際物流事業

● 連結当期純利益

● ゆうパック取扱個数

日本郵便
1,820億円
1,213億円

596億円
103億円

1,266億円

9.4億個（＋0.6億個）

● 連結営業利益
郵便・物流事業
金融窓口事業
国際物流事業

● 連結当期純利益

● ゆうパック取扱個数

3,900億円
2,800億円

● 連結経常利益
● 連結当期純利益

（参考）一株当たり当期純利益 74円

● 自己資本比率10％程度を確保
（金融規制強化考慮後）

● 投信残高＋1.7兆円程度※

● 一株当たり配当額50円確保
（安定的な株主配当を実施）

※「販売額－解約額」の３年間の累計（時価ベースと異なる）

● 保有契約年換算保険料
 反転・成長を目指す
● 一株当たり当期純利益 155円
　   （参考）連結当期純利益 930億円

● 経営の健全性を確保しつつ、
 一株当たり配当額76円への増配を目指す

かんぽ生命保険
 4.67兆円

200.86円

72円

● 保有契約年換算保険料

● 一株当たり当期純利益

● 一株当たり配当額

ゆうちょ銀行
3,739億円
2,661億円

15.78%

＋6,436億円

50円

● 連結経常利益
● 連結当期純利益

● 単体自己資本比率（国内基準）

● 投資信託（純資産残高）

● 一株当たり配当額

（注）各数値目標の前提となる金利・為替・株価については、2017年12月末の状況を踏まえて設定しています。
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中期戦略 中期経営計画



（安定的な株主配当を実施）

※現状の発行済株式数（自己株式除く）を前提とした場合、
　親会社株主に帰属する当期純利益は4,050億円程度

2020年度の数値目標・配当方針 2018年度の実績

一株当たり当期純利益

グループ連結

日本郵便

ゆうちょ銀行

かんぽ生命保険

100 円以上※

一株当たり配当額 50 円以上

グループ連結
一株当たり当期純利益 118.57 円

一株当たり配当額 50 円

900億円
400億円
300億円
200億円
650億円

(対2017年度)
+2億個程度

● 連結営業利益
郵便・物流事業
金融窓口事業
国際物流事業

● 連結当期純利益

● ゆうパック取扱個数

日本郵便
1,820億円
1,213億円

596億円
103億円

1,266億円

9.4億個（＋0.6億個）

● 連結営業利益
郵便・物流事業
金融窓口事業
国際物流事業

● 連結当期純利益

● ゆうパック取扱個数

3,900億円
2,800億円

● 連結経常利益
● 連結当期純利益

（参考）一株当たり当期純利益 74円

● 自己資本比率10％程度を確保
（金融規制強化考慮後）

● 投信残高＋1.7兆円程度※

● 一株当たり配当額50円確保
（安定的な株主配当を実施）

※「販売額－解約額」の３年間の累計（時価ベースと異なる）

● 保有契約年換算保険料
 反転・成長を目指す
● 一株当たり当期純利益 155円
　   （参考）連結当期純利益 930億円

● 経営の健全性を確保しつつ、
 一株当たり配当額76円への増配を目指す

かんぽ生命保険
 4.67兆円

200.86円

72円

● 保有契約年換算保険料

● 一株当たり当期純利益

● 一株当たり配当額

ゆうちょ銀行
3,739億円
2,661億円

15.78%

＋6,436億円

50円

● 連結経常利益
● 連結当期純利益

● 単体自己資本比率（国内基準）

● 投資信託（純資産残高）

● 一株当たり配当額

（注）各数値目標の前提となる金利・為替・株価については、2017年12月末の状況を踏まえて設定しています。
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中期経営計画期間（2018〜2020）の投資計画

株主還元政策

中期経営計画において、お客さま満足向上、営業力向
上、業務効率化など経営基盤強化に資するインフラ整備
を推進するため、郵便・物流事業や金融窓口事業におけ
る局舎等工事、金融窓口事業における不動産開発、国際

物流事業における新会計システムの構築、銀行業におけ
るATMの購入、生命保険業における次期オープン系シ
ステムの構築等への投資を計画しております。

日本郵政（株）では、株主に対する利益の還元を経営上
重要な施策の一つとして位置づけ、経営成績に応じた株
主への利益還元を継続して安定的に行うことを基本方針
としております。
剰余金の配当につきましては、内部留保の充実に留意

しつつ、資本効率を意識し、着実な株主への利益還元を
実現するため、安定的な1株当たり配当を目指してまいり
ます。
日本郵政（株）の剰余金の配当の決定機関は、経営の機
動的な運営を確保するため、定款において取締役会と定

めております。また、毎年3月31日、9月30日を基準日と
して、剰余金の配当をすることができる旨を定めており
ます。
基準日が2019年3月期に属する剰余金の配当につき
ましては、業績等を総合的に判断した結果、普通株式の
年間配当は、1株当たり50円（うち中間配当25円）といた
しました。
内部留保資金につきましては、企業価値の向上を目指
すべく、成長機会獲得のための投資や資本効率を意識し
た資本政策などに活用してまいります。

また、上記の他に、「トータル生活サポート企業グルー
プ」としてグループの成長につながるよう、当社グルー
プ・グループ各社の企業価値向上に資する幅広い分野
での資本提携やM&Aも、投資判断基準等に照らして慎

重に検討し、適切と判断したものを実施することとしてお
ります。その財源は、既存のキャッシュ・フローのほか、潤
沢な借入余力を活かした借入金や金融2社株式を売却し
た場合の売却手取金を想定しています。

セグメント
投資の内容 投資額

(2018〜2020計)
投資の効果

郵便・物流
（1,800億円）

局舎等工事 780億円 サービス環境の整備

郵便システム更改 300億円 郵便システムの定期更改

金融窓口
（2,700億円）

不動産開発 1,800億円 不動産収益の拡大

局舎等工事 600億円 サービス環境の整備

国際物流
（1,500億円）

船舶更改 150億円 安定的な業務運行確保

新会計システム構築 120億円 ＩＴインフラの更改

銀行
（1,300億円）

総合情報システムの開発 300億円 お客さまの利便性向上、社員の業務効率化、安定的な業務運行

オートキャッシャーの更改 220億円 現金管理に関する内部統制の強化

貯金事務センターの建替え 200億円 建物の老朽・狭隘状態の解消

ＡＴＭの購入 190億円 お客さまの利便性向上、安定的な業務運行

生命保険
（1,500億円）

次期オープン系システムの構築 490億円 ICTの活用に向けたシステム基盤の整備

基幹系システムの開発 410億円 新商品・サービスの提供によるお客さまの利便性の向上、	
社員の業務効率化

新営業用携帯端末の導入 120億円 お客さまの利便性の向上、社員の業務効率化

その他
（1,200億円）

データセンター構築 340億円 グループ経営基盤の強化

次期ＰＮＥＴ 300億円 グループ経営基盤の強化
（注）		1.本表は2018年5月15日に「日本郵政グループ中期経営計画2020」を公表した時点での投資計画です。	

2.本表には資本提携・M&A等の成長投資は含みません。

投資総額
2018〜2020計
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中期戦略 各社トップメッセージ

日本郵便（株）を取り巻く環境は、人口減少・超少子高齢
化の進展、決済手段の多様化、革新的なデジタル新技術
の登場等、刻々と変化しています。当社の事業において
も、郵便物の減少トレンドや超低金利環境の継続等、今後
も厳しい状況が続くなか、事業を持続的に成長させるた
めには、従来の経験やノウハウだけに頼るのではなく、事
業環境の変化を捉え、時代の潮流に先んじた迅速な対応
が不可欠であると考えています。
こうした持続的な成長を実現する上で、当社がもつ一
番の強みは、2万4千の「郵便局ネットワーク」です。この
郵便局ネットワークは、当社にしかない、お客さまと共に
創り上げた財産です。この唯一無二の存在である郵便局
ネットワークを最大限活用し、社会ニーズに対応した商

2018年度のゆうちょ銀行は、中期経営計画で掲げる3
つの基軸を着実に推進し、2019年度以降に向けた成長の
基盤固めを行いました。
まず、お客さまの高まる資産形成ニーズに対応するた
め、郵便局と連携し、投資信託販売の強化を図りました。投
資信託取扱局を2019年3月末時点で、1,540局に拡大し
た他、お客さまが理解しやすいシンプルなラインナップへ
の商品構成の見直しや、資産運用コンサルタントの増員・
育成を進めました。ATM戦略では、地域金融機関との連携
を積極的に進め、あおぞら銀行では、既存ATMのすべてを
当行のATMに置き換えました。また、2019年5月には、ス
マートフォンを活用した新たな決済サービス「ゆうちょPay」

（株）かんぽ生命保険は、「お客さま本位の業務運営の徹
底」「持続的な成長の実現」「事業経営における健全性の確
保」を経営の基本的な考え方に据えて、超低金利環境下に
おける販売・資産運用両面での収益向上と、保有契約年換
算保険料の反転・成長を目指し、各分野の戦略に取り組ん
でおります。
2018年度は、保障重視の販売の強化、未加入・青壮年
層などの新たな顧客層の開拓を中心に取り組みました。そ
の結果、個人保険の新契約年換算保険料は3,513億円（前
年度比6.6％減）となりましたが、保障性の強い普通終身保
険（倍型）、特別養老保険の新契約件数は着実に増加する
ことができ、新契約全体の約5割を占めるまでに至ってお

豊かな暮らしの実現に貢献し、
持続的な収益の確保を目指します。

3つの基軸を強力に推進し、中長期的に
成長を続ける銀行を目指します

お客さまにご安心を提供し、
持続的な成長を目指します。

日本郵便株式会社
代表取締役社長兼執行役員社長

横山	邦男

株式会社ゆうちょ銀行	
取締役兼代表執行役社長

池田	憲人

株式会社かんぽ生命保険	
取締役兼代表執行役社長

植平	光彦
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品・サービスの提供や効率的なオペレーションを行うこと
で、豊かな暮らしの実現に貢献し、将来にわたって安定的
な利益の確保を目指してまいります。
郵便・物流事業では、お客さまの荷物の差し出しやすさ
や受け取りやすさを追求した利便性かつ付加価値の高い
商品・サービスの提供を展開するとともに、ドローンや自
動運転等の先端技術を積極的に活用し、業務効率の向上
にも取り組んでまいります。
金融窓口事業では、「貯蓄から資産形成へ」の流れを促
進すべく、お客さまのライフステージに応じたサービスの
ご提案を通じて、資産形成やライフプランをサポートし、
新たな顧客層の拡大に取り組んでまいります。
国際物流事業では、収益向上に向けた成長戦略を進め
るとともに、2018年10月に発足したJPトールロジスティ
クス（株）とのシナジー効果により、国内BtoB取引を支

え、日本国内外の総合的かつ最適なロジスティクスサー
ビスを提供してまいります。
また、コンプライアンスは経営上の最重要課題との基
本的考え方に基づき、お客さま本位のサービスの徹底な
ど、ゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険をはじめ、他の事
業パートナーとも連携して確実に取り組みます。
今後も、郵便局が持つ安心と信頼という最高のブラン

ドの維持･向上に努め、地域とともに生き、地域を支える
という郵便局の社会的使命を全うしてまいります。
そして、「郵便局に行きたい」「郵便局に行ってよかっ
た」、そのように言っていただける存在となれるよう、地域
ニーズに応じた個性・多様性のある、「ワクワクする郵便
局」を展開し、郵便局の魅力をさらに高めてまいります。
皆さまにおかれましては、これまで以上に郵便局のご利
用、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

の取り扱いを開始しました。現在、お客さまの利便性を高め
るために、利用可能店舗の新規開拓を積極的に進めていま
す。
運用面においては、安定的な収益確保に向け、適切なリ
スク管理のもと、国際分散投資の推進による資本の有効活
用、リスク性資産への投資拡大による収益性向上を進めて
参ります。リスク性資産のうち、オルタナティブ資産につい
ては、市場環境の変化を踏まえて選別的に投資を実行しま
す。2018年2月に設立した、JPインベストメント株式会社
は、会社設立後、1年以上が経過し、現在5件の投資を実施、
おおむね計画どおりに進捗しています。今後はリサーチ力
を強化、成長が見込める分野には、集中的に人材・資金を投
入して参ります。
地域活性化ファンドは、2019年3月末現在で18ファンド

まで拡大しています。これらのファンドを通じて、エクイティ
資金を地域に循環し、地域社会の活性化を目指していま
す。また、ATMネットワークの連携や後方事務の共同化な
ど、地域金融機関とサービス面での協業も進めており、こ
れまで以上に関係を強化し、ともに成長していく考えです。
さらに、コーポレートガバナンスの強化に向けて、リスク
ガバナンスの中核となるリスクアペタイト・フレームワーク
の対象をALM・運用業務から業務全体に拡大し、経営管理
態勢の高度化を図っています。また、マネーローンダリング
及びテロ資金供与対策を一層強化していきます。
ゆうちょ銀行が今後さらなる成長を実現し、それによって
生まれた価値を株主・投資家の皆さまと分かち合えるよう、
私は熱意と責任をもって経営に邁進する所存です。ますま
すのご支援・ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ります。また、第三分野の新契約年換算保険料は、616億円
（前年度比4.1％増）と過去最高の水準となりました。
2018年度末時点の保有契約についてみてみますと、個
人保険の保有契約年換算保険料は、4.67兆円（前年度比
3.8％減）と減少傾向となりましたが、第三分野の保有契約
年換算保険料は7,531億円（前年度比0.3％増）であり、増
加基調とすることができました。
今後も、保障重視の販売の強化と新たな顧客層の開拓と

ともに、お客さま本位の営業活動を徹底し、募集品質の向
上と契約の継続の取り組みを更に強化することで、本中期
経営計画期間中の保有契約年換算保険料の反転、成長を
目指してまいります。
また、お客さまのご意向を確認しつつ丁寧に説明し、十
分にご理解、ご納得の上で保険にご加入いただき、長きに

わたり保障とご安心を提供することが生命保険会社である
当社の重要な使命です。この実現のため、日本郵便株式会
社と連携し、「お客さま本位の営業活動」に取り組んでおり
ます。
現在当社は、全国津々浦々にある約2万局の郵便局を通

じて、全国の皆さまに保険という安心をお届けしておりま
すが、保険を通じてすべての人生を守り続けるという使命
を果たしつつ、日本郵政グループの一員としてお客さまに
貢献していくことは今後も変わりありません。これまで積み
重ねてきた「信頼」と「安心」というブランドイメージを財産
とし、これからもお客さまのそばで、信頼され、愛され続け
られるよう、全力で取り組んでまいりますので、末永くご愛
顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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中期戦略 郵便・物流事業セグメント

商品やオペレーション体系の一体的見直しと荷物
拡大に対応したサービス基盤の強化に取り組み
ます。

事業概要

2019年3月期の業績

郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平に提供するとともに、国からの委託による印紙の売りさばき、お年玉付
郵便葉書の発行などの業務も行っています。また、eコマース市場の成長に伴う多様な顧客ニーズに的確に応えるため、
ゆうパックやゆうメールなどの貨物運送サービスをはじめ、お客さまに最適な物流戦略の設計、提案、構築から運用まで
を行うロジスティクスサービスを提供しています。

郵便・物流事業におきましては、ゆうパックの単価見直しと数量増加に伴う荷物分野の収益拡大などにより、営業収益
は増加しました。これに伴い営業費用も増加したものの、それを上回る増収により、経常収益は2,119,332百万円（前
期比93,795百万円増）、経常利益は124,457百万円（前期比80,720百万円増）、日本郵便(連結）における営業収益は
2,114,950百万円（前期比92,423百万円増）、営業利益は121,388百万円（前期比79,484百万円増）となりました。

強み 課題 今後の方針
●	毎日3,100万カ所に配達を行
う輸送能力

●	二輪車の活用による小物荷物
の効率的な配達

●	高品質の集荷・配達サービス

●	インターネットの普及等による
郵便物減少の継続

●	荷物の再配達の増加、労働力
確保難、人件費単価上昇等

●	将来の働き手の減少

●	商品やオペレーション体系の
一体的見直し

●	収益拡大策の伸長

●	荷物拡大に対応したサービス
基盤の強化

●	先端技術などの活用による将
来に向けた利便性、生産性向上

●営業収益 ●営業利益
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今後の成長戦略

 商品やオペレーション体系の一体的見直し

インターネットの普及等により郵便物が減少するなか、eコマー
ス市場の拡大等によりゆうパック等の需要が増加しています。そ
のような環境に対応するため、差出・受取利便性の高い配送サー
ビスの提供に取り組むとともに、小型荷物の需要拡大に対応する
ため、商品・サービスやオペレーションの見直し等を行うことで、郵
便・物流機能を強化し、安定的な利益の確保を目指します。

 収益拡大

共働きや単身世帯の増加等ライフスタイルや社会の変化に対
応するため、引き続き、差出・受取利便性の高い配送サービスの提
供に取り組みます。また、年賀状を始めとしたスマートフォン等を
使ったSNS連携サービスや手紙の楽しさを伝える活動の展開等に
より、郵便の利用維持・拡大を図ります。さらに、幅広いお客さまの
ニーズに対応できる営業体制を構築・強化することで、収益拡大
を図ります。

 荷物拡大に対応したサービス基盤の強化

郵便局の業務効率の向上を目指し、荷物拡大に対応したサービ
ス基盤の強化を図ります。具体的には、オペレーションの見直しに
よる集配業務等の生産性向上や、施設借入れによる輸送キャパシ
ティの増強、ゆうパック等の輸送方法の見直しによる効率化・輸送
能力の向上等を行うことで、荷物の増加に対応した施設・輸送・集
配の体制の整備に取り組みます。また、業務運行に必要な労働力
を確保できるよう、地域ごとの状況をふまえた効果的な募集活動
および定着に向けた取り組みを行います。

   先端技術などの活用による将来に向けた利便性、 
生産性向上

配達業務等の効率化等を図るため、スタートアップ企業との共
創によるAIの活用やIoTの展開を進め、業務の可視化、生産性向
上の実現に向け取り組みます。また、ドローン、配送ロボット、自動
運転等の先端技術を積極的に活用していきます。

2017 2024～2027

荷物
0.6兆円 荷物

1兆円郵便
郵便

郵便物

2017

8.8

172

154

2018 2019 2020

10.5

2024～2027

ゆうパック 15億個程度

125億通程度

中計期間

0
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15,000

17,500

20,000

22,500

*「ゆうパック」には、ゆうパケットを含む。
2017/3期 2018/3期 2019/3期

17,730 17,222 16,781

3,498 ＋4.0％

△0.9％

△2.9％

＋0.4％

△1.7％

△2.6％

3,637 3,650

697 876 942
21,926 21,735 21,373

郵便

ゆうメール

ゆうパック*
（百万通・個）

＋7.6％＋25.6％

自動運転車の活用

●事業（収益）比率イメージ

●取扱物数

●取扱数量の推移
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中期戦略 金融窓口事業セグメント

2019年3月期の業績
金融窓口事業におきましては、（株）かんぽ生命保険の新契約減少に伴う保険手数料の減収や、一部事業の絞込みに伴

う物販事業の減収を、窓口引受・販売増に伴う郵便手数料・銀行手数料の増収や、堅調に推移した提携金融事業・不動産事
業の増収により補い、営業収益は前期並みとなりました。一方、営業費用は減少し、その結果、経常収益は1,363,757百万
円（前期比3,081百万円増）、経常利益は59,840百万円（前期比18,856百万円増）、日本郵便（株）（連結）における営業収
益は1,362,579百万円（前期比3,780百万円増）、営業利益は59,619百万円（前期比19,848百万円増）となりました。

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局展開
等により郵便局ネットワークを維持・強化しつつ、
最大限に活用して地域と共生に取り組みます。

お客さまにサービスを提供するための営業拠点として全国に設置した郵便局において、郵便・物流事業に関する窓口業
務、（株）ゆうちょ銀行から業務を受託する銀行窓口業務、（株）かんぽ生命保険から業務を受託する保険窓口業務をはじ
め、物販事業、不動産事業、提携金融サービスなども行っています。

事業概要

強み 課題 今後の方針
●	日本全国24,000超の郵便局
ネットワーク

●	グループ内外の多様な商品・
サービスの提供

●	過疎化が進む地域での、郵便
局ネットワークの維持・強化

●	人口減少に伴う取り扱い減少

●	地域ニーズに応じた個性、多様
性のある郵便局の展開

●	営業生産性の向上による競争
力の強化

●	窓口事務等の効率化の推進

●営業収益 ●営業利益
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今後の成長戦略

 地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局の展開

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局の展開を進めるた
め、郵便局ネットワークを活用した商品・サービスの充実や、地域
ニーズに応じた商品やサービスの提供を進めます。また、窓口営
業時間についても地域ニーズに応じて多様化を進め、立地に応じ
た変更を行います。
その他、お客さまの利便性向上のため、コンビニエンスストアと
郵便局の併設、ショッピングセンター内への出店、自治体施設への
出店も含めた郵便局の新規出店、店舗配置の見直し等を通じた郵
便局ネットワークの最適化に引き続き取り組みます。さらに、他社
へ郵便局の資産の一部を賃貸するなどで、郵便局ネットワークの
さらなる活用を進めます。
地域の皆さまの利便性の向上と安心な暮らしに資することを目
的とした「郵便局のみまもりサービス」の提供も引き続き行います。

 営業生産性の向上による競争力の強化

営業生産性の向上に向けて、各種研修を通じた社員の営業力強化に取り組むとともに、お客さまのニーズに合った商
品・サービスを提案するため、総合的な金融コンサルティングサービスを提供していきます。
また、渉外営業社員の増員、営業を支援するシステムの充実・活用といった営業基盤を整備していきます。これらの取り
組みにより競争力を強化し、「貯蓄から資産形成へ」の促進、かんぽ保有契約数の維持・拡大に加え、業務品質の向上に取
り組みます。

 窓口事務等の効率化の推進

全郵便局窓口へ現金自動入出金機等、現金管理機械類を配備することで、
一部手作業で行っていた現金管理を機械化し、郵便局の日締・資金管理事務
の効率化に取り組んでまいります。

A局（営業時間：9時～17時） みまもりサービス
地方公共団体からの事務受託
地域金融機関との協業　　　等

・・・　＋

＋

みまもりサービス
金融コンサルティング

B局（営業時間：10時～20時）

基礎的サービス
（三事業）

基礎的サービス
（三事業）

物販

物販
様々な
金融商品

（第三分野等）

金融2社との連携強化、営業生産性の向上等により資産形成商品等の総預かり資産を拡大

お客さま

郵便・物流事業 ゆうちょ・かんぽ受託業務 提携金融、物販等

✓投資信託の取扱局拡大、渉外社員の増員、お客さまデータベースの充実・活用　等

郵便局：約24,000局　／　渉外社員：約18,000人

✓商品・サービスの充実、新たな商品・サービスの提供
✓研修等による金融知識付与、販売スキル向上　等

グループ外の提携先
（生損保会社等）

● 地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局の
一例

郵便局に配備している現金管理機器
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中期戦略 国際物流事業セグメント

トール社の成長戦略と、日本郵便とトール社との
シナジー強化による国内のコントラクトロジス
ティクス展開を進めることにより、国内外での総合
物流事業の展開による一貫したソリューションの
提供を実現していきます。

事業概要

2019年3月期の業績

Toll	Holdings	Limitedおよび同社傘下の子会社において、オーストラリア、ニュージーランド国内等におけるエクスプ
レス輸送と貨物輸送、アジアからの輸出を中心としたフルラインでの国際的貨物輸送およびアジア太平洋地域における
3PLプロバイダーとしての輸送・倉庫管理や資源・政府分野の物流等のサービスを提供しています。

国際物流事業におきましては、中国経済の減速、自然災害等に伴う一時的な経費の増加により、エクスプレス事業・ロジ
スティクス事業およびフォワーディング事業がいずれも前期の営業損益（EBIT）を下回ったものの、コーポレート等の損益
改善もあり、経常収益は701,256百万円（前期比3,634百万円減）、経常利益は5,094百万円（前期比1,449百万円減）、
日本郵便（株）（連結）における営業収益は700,650百万円（前期比3,652百万円減）、営業利益（EBIT）は10,300百万円
（前期比45百万円増）となりました。

強み 課題 今後の方針
●国際物流拠点国数　約50カ国

●	医薬品等の高成長分野の物流
事業に対応できるトールシティ
や貨物船等の設備

●	成長分野への注力

●	効果的な統合ITシステムの構
築と先進的な業務システムの
拡大

●	JPとトール社とのシナジー効
果の発揮

●	トール社の成長戦略

●	企業基盤の強化、先進技術へ
の対応

●	日本郵便とトール社のシナ
ジー強化、収益の拡大

●営業収益 ●営業利益

2019/32018/32017/3

（百万円）
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今後の成長戦略

 トール社の成長戦略

エネルギー業界・小売業界・工業界に注力することで、主要業界
におけるマーケットでの地位の確立を目指します。また、主要地域
である豪州・シンガポール、成長著しいアジア・米国、フォワーディ
ング部門においては高成長トレードレーン（中国-米国、アジア圏
内、アジア-豪州）に注力するなど、主要地域・成長性の高い地域に
経営資源を集中させます。エクスプレス部門においてはeコマー
スによる市場の成長の取り込み、ロジスティクス部門においては
政府、資源および小売といった得意分野をベースに医療およびテ
クノロジー分野の高成長の取り込みに取り組みます。

 企業基盤の強化、先進技術への対応

事業部門ごとに分散しているITを集約して業務の効率化を進
め、最新のIT技術を活用した効率的なIT組織を構築するなどの、
ITインフラ・基幹システムの更改に取り組みます。新・財務会計シ
ステムを構築し、各部門で分散していた複数の財務系システムの
集約・統合を実施します。さらに、テレマティクスの活用など、先進
的な業務システムの拡大にも取り組みます。

 日本郵便とトール社とのシナジー強化、収益の拡大

海外のBtoB物流を中心に事業展開するトール社と、国
内に顧客基盤を有する日本郵便のシナジーを強化し、コ
ントラクトロジスティクスを中心に国内のBtoB物流の拡
大を進め、国内外での総合物流事業の展開による一貫し
たソリューションの提供を目指します。具体的には、トール

社が持つノウハウを用いて、2018年10月1日に発足した
ＪＰトールロジスティクス（株）を通じたコントラクトロジス
ティクスサービスを行い、総合的なロジスティクスサービ
スの提供を目指します。また、トール社のJapan	Deskを
活用した日系企業への営業推進に取り組みます。

海外 日本

（メイン領域：日本国内）（メイン領域：アジア・太平洋地域）

シナジー強化

トールが持つノウハウを用いて、統合的なロジス
ティクスサービス提供に必要となるコントラクトロ
ジスティクス事業を立ち上げ

将来的に目指す姿 国内外での総合物流事業展開による一貫したソリューションの提供

中期経営計画期間内の
主要な取り組み

海外のBtoB中心に事業展開するトールと、国内に顧客基盤を有する日本郵便のシナジーを
強化し、コントラクトロジスティクスを中心に国内のBtoBを拡大

シナジー強化により国内のコントラクトロジスティクスを展開

シンガポール全土の車両運行コントロールタワー「SiTadeL」
（シタデル）

トール社のロジスティクス施設



34

中期戦略 銀行業セグメント

「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「運
用の高度化・多様化」「地域への資金の循環等」を
すすめ、企業価値向上を目指します。

事業概要

2019年3月期の業績

（株）ゆうちょ銀行およびその関係会社が、銀行法に基づき、預金（貯金）業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資
信託及び保険商品の窓口販売、クレジットカード業務などを行っております。

銀行業におきましては、年度末時点の（株）ゆうちょ銀行の貯金残高は180,999,134百万円（前期末比1,116,374
百万円増）となりました。資金利益は、国債利息の減少を主因に減少した一方、その他業務利益は、外国為替売買損益の
増加等により増加しました。金利が低位で推移するなど厳しい経営環境下において、経常収益は1,845,411百万円（前
期比199,517百万円減）、経常利益は373,976百万円（前期比125,666百万円減）となりました。

強み 課題 今後の方針
●	高い知名度、ブランド力、信用
●	個人のお客さまからの安心感、
信頼感

●	全国に邦銀随一のお客さまの数

●	お客さまニーズの変化・多様化

●	超低金利環境長期化による資金
収支の減少

●	お客さま本位の良質な金融サー
ビスの提供

●	運用の高度化、多様化

●	地域への資金の循環等

●経常収益 ●経常利益

2019/32018/32017/3

（百万円）
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（注）	日本郵政グループの銀行業セグメントにおける経常収益及び経常利益を記載
しております。



35日本郵政グループ　統合報告書　2019

ビ
ジ
ョ
ン

中
期
戦
略

企
業
価
値
向
上

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

資
料
編

今後の成長戦略

 お客さま本位の良質な金融サービスの提供

お客さまの資産形成のニーズが確実に高まる中、投資信託販
売事業を収益の柱として育成しております。2018年10月に投資
信託取扱局を1,540局に拡大したほか、投資信託紹介局でのメー
ルオーダーによる投信口座開設を開始しました。また、コンサル
ティング営業人材の育成、増員も推進し、2019年4月1日時点で
1,700人体制に拡充しているほか、郵便局の社員に対しても、販
売活動支援ツールであるタブレット端末の増配備、同行営業によ
る研修等を実施し、専門的スキルを持つ人材を育成しています。
また、法人のお客さま向けのインターネットバンキング「ゆう
ちょBizダイレクト」を開始することで、決済サービスの充実を図っ
ています。加えて、外国人観光客の増加を鑑み16言語対応の小
型ATMの設置を進めるほか、今後も無料化等により、ゆうちょ銀
行のATMネットワークを地域金融機関に活用いただくなど、地域
金融機関との連携を積極的に推進していきます。

 運用の高度化・多様化

2018年度は、各運用商品のリスク特性に合わせ、７つに細分化
したポートフォリオ管理の枠組みの下で、運用の高度化・多様化、
市場環境に応じたポートフォリオの組替えを継続しました。低金
利継続の影響による円金利資産の収益の減少に対応し、適切な
ALM・リスク管理のもと、海外のクレジット資産やオルタナティブ
資産等のリスク性資産の積み上げを行うとともに、新たな投資領
域の開拓やデリバティブの活用など、いっそうの収益源の多様化
を図っています。
また、JPインベストメント株式会社では、プライベート・エクイ
ティ投資によるさらなる収益拡大を図るため、主として日本国内の
企業を対象に、事業性の評価に基づく投資判断および投資先企業
の経営支援を行い、他の優れたファンド運営者等と共同でエクイ
ティ性資金の供給を行っています。2019年3月末現在、組成した
ファンドを通じて5件、133億円の投資を実行しています。

 地域への資金の循環等

お客さまの大切な資金を地域に循環させていくために、地域金融機関さまとの連携を通じて、2016年度から地域活
性化ファンドへの参加を積極的に推し進めています。また、地方債・地方公共団体貸付を通じた地域経済への資金還元も
進めています。引き続き、地域金融機関さまと地方公共団体さまとの連携・協働により、地域経済の発展・成長に貢献しま
す。地域活性化ファンドへの出資等を推進するとともに、ATMネットワークの活用や事務の共同化等を通じて、地域金融
機関さまとの協業を深めます。

2019年3月末2018年3月末2017年3月末

71.5兆円
79.0兆円 81.9兆円
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0.6兆円
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●投資信託（純資産残高）の推移

0
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201820172016
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8,910

5,443

7,378

（年度）

●投資信託（販売額）の推移

■	リスク性資産
・外国証券
・社債等
・地方債
・金銭の信託（株式）等
・貸出金
・戦略投資領域

■	戦略投資領域
・プライベート・エクイティファンド（PE）
・不動産ファンド
・その他
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中期戦略 生命保険業セグメント

安心・信頼を基盤として、お客さま本位の業務運
営を徹底し、持続的な成長と事業経営における健
全性の確保を通じた企業価値の向上に取り組み
ます。

事業概要

2019年3月期の業績

保険業法に基づく免許・認可を得て、生命保険の引受け及び有価証券投資、貸付等の資産運用業務を行っております。

生命保険業におきましては、個人保険171万1,000件、金額5,563,886百万円の新契約を獲得しましたが、保有契
約の減少や資産運用費用の増加※等により、経常収益は7,916,655百万円（前期比36,295百万円減）、経常利益は
264,870百万円（前期比44,363百万円減）となりました。
※	低金利環境下における資産運用収益の確保のため、ヘッジ付外債への投資の拡大等、資産運用の多様化を進めている影響から、ヘッジコストなどの資産運用費用が増加しています。

強み 課題 今後の方針
●	安心と信頼の郵便局ネットワー
ク

●	簡易な手続きと小口保障

●	郵便局のお客さまを中心とし
た非常に大きな顧客基盤

●	多様なお客さまニーズに沿っ
た商品、サービスの提供

●	低金利環境下における安定的
な運用収益の確保

●	お客さま本位の営業活動、募
集品質の向上
●	保障重視の販売強化、新たな
顧客層の開拓
●	ICT活用によるお客さまサービ
ス向上、事務の効率化
●	資産運用の多様化、リスク管理
の高度化

●経常収益 ●経常利益

2019/32018/32017/3

（百万円）
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（注）	日本郵政グループの生命保険業セグメントにおける経常収益及び経常利益を
記載しております。
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今後の成長戦略

   営業・商品戦略 
（保障重視の販売の強化、募集品質の向上、新たな顧客層の開拓、新商品開発、営業基盤の整備）

お客さま本位の営業活動の徹底により、お客さまのご意向に適切にお応えし、真にお客さまにご満足いただける商品・
サービスを提供していくとともに、「保有契約の反転・成長」に道筋をつけることを最大の課題として、新契約の獲得と契
約の継続（失効・解約の抑制）の両面での取り組みを強化していきます。
保障重視の販売を強化・定着していくため、郵便局における渉外営業社員および窓口社員の育成、お客さまの保障
ニーズにお応えできる販売スキルの向上に一層注力していきます。
募集品質の向上については、営業社員の業績評価や営業手当に契約継続の指標を反映させるほか、ご高齢のお客さ
まに対して、ご契約時のご家族同席の徹底などによりご契約の意向確認を強化するなど、更なる募集品質の向上につな
がる取り組みを強化していきます。
新たな顧客層の開拓については、かんぽつながる安心活動などを通じてより多くのお客さまとお会いする機会を確保
するとともに、ご家族登録制度、健康応援アプリ「すこやかんぽ」などの活用により、既契約者のご家族をはじめとした未
加入・青壮年層へのアプローチ強化、法人営業による職域・インナー（日本郵政グループ内）募集の強化などを通じて、新
たな顧客層の開拓を進めていきます。
新商品開発については、引受基準緩和型商品および先進医療特約の販売を2019年4月から開始しており、これらの商
品を活用し、営業活動量および成約率を高めることで、新契約の拡大につなげていきます。
また、引き続き、お客さまの多様なニーズに適切にお応えできるよう、第三分野
をはじめとした保障性商品の開発に向けて、更なる検討を進めていきます。
営業基盤の整備については、営業社員が携行する新営業用携帯端末を2019年
4月から段階的に導入し、これまで以上に営業活動の効率化を図っていきます。

   事務サービス戦略 
（お客さまサービスの向上・バックオフィス事務の効率化）

お客さまサービスの向上の取り組みとして、「保険手続きサポートシステム」での対象請求の拡大や、「画面告知・自動
査定システム」、プレ印字した申込書等を印刷する「各種申込システム」の導入、Webなどを通じた各種請求のマルチア
クセス化を進め、お客さまにとって「いつでも、どこ
でも、分かりやすい請求手続き」を目指したサービ
スの提供を推進していきます。
また、デジタル技術の活用による事務の効率化
を進めていきます。

 資産運用戦略（資産運用の多様化、リスク管理の高度化）

2018年度においては、米国社債の自家運用、国内株式の自家運用における企業の成長性に着目した新たな投資戦略
での運用に加え、海外不動産、JPインベストメント株式会社※が運用するプライベート・エクイティ・ファンド等への投資を
開始するなど資産運用の多様化は着実に進捗しています。
2019年度以降については、これまで投資した資産クラス内での投資対象の拡大や運用手法を深化させること等によ

り、資産運用の多様化を進めます。
※	2018年2月に（株）ゆうちょ銀行と（株）かんぽ生命保険が共同で設立したプライベート・エクイティ・ファンドの運用を行う会社

今後の主な取り組み

●運用対象の多様化（外債の対象通貨拡大・オルタナティブ運用の拡大等）	 ●自家運用の拡大（米国社債・株式）
●運用手法の深化（デリバティブ取引等）	 ●ESG投資のさらなる推進	 ●ALM・リスク管理の高度化

引受基準緩和型商品 無配当先進医療特約

「画面告知・自動査定システム」イメージ
これまで これまで導入後 導入後

画面告知

お客さまは、OCR申込書
（A3）に多くの項目を記入。

画面告知 お客さまには、原則申込
 日と署名のみいただく。

告知控えの
印刷

＋
デジタルペン
用告知書

「各種申込システム」イメージ
これまで これまで導入後 導入後

画面告知

お客さまは、OCR申込書
（A3）に多くの項目を記入。

画面告知 お客さまには、原則申込
 日と署名のみいただく。

告知控えの
印刷

＋
デジタルペン
用告知書
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中期戦略

東京逓信病院

その他の事業セグメント

日本郵政（株）は、全国53カ所（休館中の２カ所を含む）
の「かんぽの宿」等の施設を保有しています。このうち、
宿泊施設としては、主に観光地に立地している温泉を備
えた旅館タイプの「かんぽの宿」、さいたま新都心駅近く
に立地しているホテルタイプの「ラフレさいたま」、大自
然の中でテニス等のスポーツを満喫できる「かんぽの郷
庄原」があります。この他に、テニスコート、室内温水プー
ル等を備えたスポーツ施設の「ゆうぽうと世田谷レクセン
ター」があります。
2018年度には、129万人の方にご宿泊、205万人のお
客さまに日帰りのご利用をいただきました。
施設の運営にあたっては、より多くのお客さまにご利
用いただけるようサービスの向上に努めるとともに、
Webサイトを使った周知宣伝の強化、インバウンド需要
への対応等の増収施策や、食材等原価管理の徹底、業務
フローの効率化等の生産性向上施策を実施してまいり
ます。

日本郵政（株）では、全国の3カ所（東京都千代田区、京
都市中京区、広島市中区）に逓信病院を設置しています
（2019年4月1日現在）。逓信病院は、日本郵政グループ
の社員・家族だけでなく、どなたでもご利用いただける病
院として地域の皆さまに貢献できる病院として運営して
います。
また、病院の運営にあたっては、医療の質の向上、安心
安全な医療の提供、患者目線の医療の提供を行うととも
に、地域医療機関との連携や救急医療の強化等を積極的
に進めています。

病院事業

宿泊事業

かんぽの宿　熱海本館
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中期戦略 グループの一体感（チームJP）

　日本郵政グループは、郵便局ネットワークを中心に、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）
かんぽ生命保険が一体となり、お客さまへサービスをご提供しています。

2015年に日本郵政（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）かん
ぽ生命保険は株式上場を行いましたが、日本郵政グルー
プのグループ一体感の醸成がますます重要となってい
ます。
そこで、2017年度グループ社員向けスローガンとし

て、「チームJP」を制定し、運用しています。
「チームＪＰ」のもと、グループ社員が一丸となって「グ
ループ会社間の連携」、「フロントライン・支社・本社間等
の連携」、「各地域・エリア内における連携」等、あらゆる場
面で連携を進めてまいります。

グループ社員向けスローガン「チームJP」

日本郵政グループの会社間やフロントライン・支社・本
社間等での人事異動等、積極的な人事交流を推進して
います。

また、日本郵政グループの共通の社員満足度調査を
行うなど、日本郵政グループ全体として、ESの把握、向上
に努めています。

人事交流、社員満足度調査等

「人から人へタスキをつなぐ駅伝」と「人から人へ手紙
を届ける郵便」は、親和性が高く、社員が一体感を持って
応援できることなどから、2014年４月より女子陸上部を
創設し、運営を行っております。

所属選手は、日本郵政グループ各社に所属しており、
一体となったチームで駅伝大会に出場し、第36回日本実
業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝in宮城）では優勝を
果たすなど、好成績を収めています。

女子陸上部の活動

●2018年度の主要成績
大会名 順位 出場選手 記録

第38回全日本実業団対抗　
女子駅伝競走大会（クイーンズ駅伝	in	宮城） 第7位

1区：宇都宮	恵理
2区：樽本	知夏
3区：鈴木	亜由子
4区：寺内	希
5区：鍋島	莉奈
6区：関根	花観

2時間16分53秒

第18回アジア競技大会　女子5000m 第4位 鍋島	莉奈 15分40秒37
北海道マラソン2018 優勝 鈴木	亜由子 2時間28分32秒
第102回日本陸上競技選手権大会　女子10000m 第2位 鈴木	亜由子 31分57秒82
第102回日本陸上競技選手権大会　女子5000m 優勝 鍋島	莉奈 15分30秒93

アジア競技大会（鍋島選手）	 ©️フォート・キシモト 北海道マラソン優勝（鈴木選手）	 ©️フォート・キシモト 選手集合写真



◆虎ノ門・麻布台案件（市街地再開発事業への参画）
　（旧日本郵便東京支社・麻布郵便局）

延床面積：862,000㎡（予定）
　　　　（日本郵便が一部を取得予定）
主要用途：事務所、住宅、店舗等
竣工時期：2022年度（予定）

◆五反田案件（旧ゆうぽうと）
　延床面積：68,700㎡（予定）
　主要用途：事務所、ホテル等
   竣工時期：2023年度（予定）

◆大阪駅前案件（旧大阪中央郵便局）
　延床面積：213,000㎡（予定）
　主要用途：事務所、店舗等
   竣工時期：2023年度（予定）

◆広島駅南口計画（仮称）
　（広島東郵便局）
　延床面積：44,800㎡（予定）
　主要用途：事務所、店舗等
   竣工時期：2022年度（予定）

日本郵政（株）によるアフラック・インコーポレーテッドの支配権も
しくは経営権の獲得、または経営への介入を目的とするものでは
ありません。アフラック生命のビジネスの成長が日本郵政（株）へ
の利益貢献につながるという双方の持続的な成長サイクルの実
現を目指すものです。
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中期戦略 新たに力を入れている戦略①　新たな収益獲得事 業に対する取り組み

　日本郵政グループは既存事業のほか、新規事業の拡大による利益拡大、不動産事業のさらな
る収益拡大、幅広い分野での資本提携・M&Aを行うことによるさらなる利益成長を目指していま
す。JPトールロジスティクス（株）を通しての国内外での総合物流事業の一層の展開や、JPイン
ベストメント（株）を通してのプライベートエクイティ投資による運用の高度化を進めているほ
か、以下のように収益の拡大を図っています。今後も「トータル生活サポート企業グループ」と
してグループの成長につながるような新規事業による新たな収益の獲得を目指します。

アフラック・インコーポレーテッドへの投資―グループ利益の拡大に向けて
日本郵政グループ中期経営計画2020では、「トータル生活サ
ポート企業グループ」としてグループの成長につながるよう、幅広
い分野で資本提携・M&Aを検討し、2020年度までに数千億円規
模の投資も視野に入れて、利益貢献を目指しております。
そのような状況下、日本郵政（株）とアフラック・インコーポレー
テッドおよびアフラック生命保険株式会社は、「資本関係に基づく
戦略提携」を2018年12月19日に締結いたしました。
日本郵政（株）とアフラック生命保険株式会社は、長年にわたり、
日本郵便（株）および（株）かんぽ生命保険とともに行ってきたがん
保険に関するさまざまな取り組みを通じて、ビジネスパートナーと
して強固な信頼関係を確立してきました。	戦略提携は、これまで
のがん保険に関する取り組みについて再確認するとともに、日本
郵政（株）によるアフラック生命保険株式会社の親会社アフラック・
インコーポレーテッドへの投資を通じて、アフラック生命保険株式
会社のビジネスの成長が日本郵政（株）への利益貢献につながる
という双方の持続的な成長サイクルの実現を目指すものです。
これに伴い、日本郵政（株）はアフラック・インコーポレーテッド普
通株式の発行済株式総数（自己株式を除く。）の７％程度を信託を
通じ取得し資本関係を構築します。これにより、取得から4年が経
過し議決権が20％以上となった後※、アフラック・インコーポレー
テッドを日本郵政（株）の持分法適用関連会社とし、利益の一部を
連結決算に反映させることを目指します。
このほか、日本郵政（株）とアフラック生命保険株式会社は、日本
郵便（株）および（株）かんぽ生命保険との間で実施してきたがん
保険に関する取り組みを再確認し、今後も進展させるべく合理的
な努力を行うことや、また、デジタルテクノロジーの活用、新商品
開発における協力、国内外での事業展開や第三者への共同投資
における協力、資産運用における協力など新たな協業の取り組み
の検討を行います。
※アフラック・インコーポレーテッドでは、定款の規定により、原則として、普通株式を
48カ月保有し続けると、1株につき10議決権を行使することができます。

2018年12月19日　
「資本関係に基づく戦略提携」
に関する共同記者会見

●資本関係構築に向けた信託ストラクチャー



◆虎ノ門・麻布台案件（市街地再開発事業への参画）
　（旧日本郵便東京支社・麻布郵便局）

延床面積：862,000㎡（予定）
　　　　（日本郵便が一部を取得予定）
主要用途：事務所、住宅、店舗等
竣工時期：2022年度（予定）

◆五反田案件（旧ゆうぽうと）
　延床面積：68,700㎡（予定）
　主要用途：事務所、ホテル等
   竣工時期：2023年度（予定）

◆大阪駅前案件（旧大阪中央郵便局）
　延床面積：213,000㎡（予定）
　主要用途：事務所、店舗等
   竣工時期：2023年度（予定）

◆広島駅南口計画（仮称）
　（広島東郵便局）
　延床面積：44,800㎡（予定）
　主要用途：事務所、店舗等
   竣工時期：2022年度（予定）

日本郵政（株）によるアフラック・インコーポレーテッドの支配権も
しくは経営権の獲得、または経営への介入を目的とするものでは
ありません。アフラック生命のビジネスの成長が日本郵政（株）へ
の利益貢献につながるという双方の持続的な成長サイクルの実
現を目指すものです。
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新たに力を入れている戦略①　新たな収益獲得事 業に対する取り組み

不動産事業の展開―不動産収益拡大の成長加速に向けて

不動産部門担当役員コメント

2018年4月2日に日本郵政不動産株式会社を設立しま
した。これにより、これまで行っていた郵便局や社宅の跡
地を活用した開発をさらに効率化しスピードアップして進
めることに加え、将来的に不動産開発への共同参画や収
益物件取得等を行うことで、不動産事業を将来のグルー

プ収益の柱の一つとして成長させていきます。
日本郵政グループ中期経営計画2020では、2020
年度には営業収益330億円を目標としています。また、
2018年度〜2020年度に1,800億円の不動産開発投資
を行っていく予定です。

●グループ保有不動産の今後の開発案件

●営業収益目標のイメージ新たな収益源の開拓
不動産開発への共同参画や収益物件の取得等、新た
な収益源を開拓する際には、市況やリスクを適切に見極
め段階的に着手していきます。

2018年4月に日本郵政不動産を設立し、この1年は
グループ保有不動産の開発に注力してきました。
グループ保有不動産は簿価で2.7兆円ありますが、
不動産事業はそのあり方を見直す良いきっかけにな
ります。本業である郵便等の業務に支障が生じない範

囲で、どのように開発用の不動産を切り出していくか
を考え、その土地に最適な活用方法を知る契機になる
からです。不動産は二つとして同じものはありません。
その地域で求められているもの、お客さまにより喜ば
れるものを考えることが必要です。真のニーズを掘り
起こすことで、事業としての持続性を保てるのです。
グループが築いてきた地域社会との信頼関係を大
切にしながら、今後はより効率的に地域の特性を生か
した開発を行い、地域の発展に貢献していきます。ま
た、新たな収益源の開拓に向けた検討も始めていま
す。不動産事業が将来のグループ収益の柱の一つと
なるよう、さらに成長させていきます。

日本郵政（株）
代表執行役副社長
日本郵政不動産（株）
代表取締役社長
岩崎　芳史

市況やリスクを適切に見極め段階的に着手
⎧ー⎨ー⎩
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共同事業参画
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中期戦略 新たに力を入れている戦略②　ビジネスパートナー との協業

　日本郵政グループが保有する郵便局ネットワークは、全国津々浦々に拠点を置く国内随一のリ
アルネットワークです。このリアルネットワークをオープンプラットフォームとして活用し、自社の
みの力で解決するのではなく、他社との協業を進めることで、さまざまな課題を解決し企業価値
の向上を図ってまいります。

協業を通した郵便局ネットワークへの付加価値の創造
郵便局ネットワークを通して他社との協業によりお客
さまに新たなサービスを提供することで、日本郵政グ
ループはネットワークの価値をより一層高めていきます。
これまでも他社と協業することで損害保険やがん保険の

販売を進めてきましたが、今後もお客さまにより多くの価
値を提供できるよう、さまざまなサービスを郵便局を通し
て引き続き提供していきます。

郵便局ネットワークから新たなサービスを提供
郵便局での利用、または郵便局からの紹介を通して、新
たなサービスをお客さまに提供しています。
荷物一時預かりシェアリングサービス「ecbo	cloak（エ

クボクローク）」を運営するecbo株式会社と連携し、旅行
者、ビジネスパーソン、受験・就職活動中の学生の方など
の手荷物のお悩みを解消すべく、東京都、神奈川県、京都
府内の計32局にて、荷物一時預かりサービスを試行して
おります。ご利用には、「ecbo	cloakアプリ」への事前会
員登録および利用の事前予約が必要です。
また、終活支援を行っている関連事業者と協力し、東京
都内の郵便局で終活紹介サービスの提供を試行しており
ます。

配送サービス、受取拠点を充実
インターネット通販が増加する中、関係各社と協力し、
荷物の受取利便性の向上を図っています。楽天株式会社
の提供する「楽天市場」などで買い物をした商品につい
て、コンビニエンスストアや郵便局での荷物受取サービ
ス、「ラクマ」での匿名配送サービスが利用できるように
なりました。また、株式会社Eストアー（「ショップサーブ」）
とシステム連携し、ショップサーブを利用しているECサイ
トにおいて、コンビニエンスストアや郵便局での荷物受
取サービスが利用できるようになりました。
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新たに力を入れている戦略②　ビジネスパートナー との協業

地域拠点の維持・社会の活性化に向けた共同の取り組み
日本郵政グループと他社がもつそれぞれの強みを活
かし協力し合うことで、共同で事業を行い、地域拠点の維
持・社会の活性化に取り組んでいます。
以下記載の「東日本旅客鉄道株式会社との連携」のほ

か、ATMスペースの貸出など他社への郵便局ネットワーク
の一部貸出、自治体との協定を通した連携を進めておりま
す。これからも他社との連携を進めることで、地域拠点の
維持・社会の活性化に向けた取り組みに努めていきます。

日本郵政キャピタル株式会社からの投資を通した連携
日本郵政キャピタルは、「トータル生活サポート企業」
を掲げる日本郵政グループの一員として、時代のニーズ
に即した新たな事業を発見し、育てていくことを目的に、
成長性の高い企業に出資を行うとともに、出資先企業と
日本郵政グループとの連携を図っております。
日本郵政グループの強みは、全国津々浦々の郵便局
ネットワークと日本郵政グループのブランド力、そしてこ
れまで築いてきた地域社会との信頼関係です。この強み
を活かし、出資先企業の成長をさらに加速させるととも
に、中長期的に日本郵政グループの収益の拡大を図って
まいります。
全国の皆さまの、より良い生活と明るい未来を目指し、
日本郵政キャピタルは、投資ビジネスを通じ、地域社会
の発展に貢献してまいります。

東日本旅客鉄道株式会社との連携
日本郵便（株）と東日本旅客鉄道(株)(以下「JR東日本」)
は、2018年6月12日に、地域・社会の活性化に向けた取
り組みを強化するため、協定を締結しました。地域・社会
に根差した活動を行っている両社が、それぞれが持つネッ
トワークを活かして、人・物・情報の地域内外での活発な
交流を促進するため、連携協力し、一層の地域・社会の活
性化に貢献していきます。
郵便局と駅の機能連携を進めるため、都市部では立川
駅にあるエキュート立川3階に金融関係の総合的なコン
サルティングを提供する「ＪＰ金融ラボ」を2019年5月10
日にオープンしました。地方では郵便局舎の駅舎内への
移転等も含め、郵便局窓口業務と駅窓口業務を一体運営
できるよう検討しています。
また、日本郵便(株)の運送ネットワークとJR東日本の新
幹線を活用し、宮城県内の農産物を東京駅で販売する物
流トライアル（2018年11月）や、「東北・信越観光物産博」
をKITTE名古屋・名古屋駅で共催（2019年3月）するな
ど、地域活性化施策を実施しております。

※2019年7月末日時点の投資先の一部です。
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中期戦略

地域活性化ファンド等を通した地方金融機関との連携
お客さまの大切な資金を地域に循環させていく
ために、地域金融機関との連携を通じて、2016年度
から地域活性化ファンドへの参加を積極的に推し進
めています。2018年度は、事業承継や起業・創業の
支援等を目的として、6ファンドに出資し、現在18ファ
ンドへ参加しています。

　また、ATMネットワークを活用した地域金融機関との連携を積極的に推進しています。
2018年 4月 十六銀行（一定の取引がある顧客は全国のATM利用時月4回まで無料）
2018年10月 京都銀行（大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県、愛知県、東京都のＡＴＭ利用時無料[平日日中]）
2019年 3月 鹿児島銀行（沖縄県のＡＴＭ利用時無料[平日日中]）

2019年 4月 愛媛銀行（全国のＡＴＭ利用時月4回まで無料[平日日中]）
名古屋銀行（一定の取引がある顧客は全国のＡＴＭ利用時月4回まで無料[平日日中]）

　その他、2018年8月から、あおぞら銀行の既存ATMを順次ゆうちょ銀行ATMに置き換えています。
　今後も当行のATMネットワーク等を活かした、地域金融機関との連携を進めていきます。

ファンド名称 参加年月 ファンド総額
① 九州広域復興支援ファンド 2016年 ７月 約117億円
② KFG地域企業応援ファンド 2016年11月 25億円
③ 北海道成長企業応援ファンド 2016年11月 ２億円※1

④ 中部・北陸地域活性化ファンド 2017年 ４月 50億円以上※2

⑤ しがぎん本業支援ファンド 2017年 ６月 ６億円
⑥ とうほう事業承継ファンド 2017年 ８月 ５億円
⑦ 九州せとうちポテンシャルバリュー

ファンド 2017年10月 23億円※1

⑧ みやこ京大イノベーションファンド 2017年11月 約20億円※1

⑨ MBC Shisaku1号ファンド※3 2017年12月 約20億円※2

⑩ みちのく地域活性化ファンド 2018年 ３月 ５億円
⑪ ふくい未来企業支援ファンド 2018年 ３月 約５億円※1

⑫ えひめ地域活性化ファンド 2018年 ３月 ３億円
⑬ ヘルスケア・ニューフロンティア

ファンド 2018年 ８月 12.5億円

⑭ とうきょう中小企業支援2号 
ファンド 2018年 ８月 20億円

⑮ サクセッション1号ファンド 2018年10月 30億円
⑯ TOKYO・リレーションシップ 

1号ファンド 2018年12月 34億円※1

⑰ 京大ベンチャーNVCC2号 
ファンド 2019年 ３月 54億円

⑱ あおぎん地域貢献ファンド 2019年 ３月 約３億円
※1	設立日時点　
※2	最終目標金額　
※3	「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取り組み事例』」で大臣表彰を受賞（2019年3月）

大和証券グループとの資産形成分野における新たな協業の検討
日本郵政株式会社および株式会社ゆうちょ銀行
と、株式会社大和証券グループ本社および大和証券
株式会社は、2019年5月15日、資産形成分野におけ
る新たな協業の検討を進めることについて合意した
ことを発表しました。
日本郵政グループと大和証券グループは、お客さ
ま一人ひとりのライフスタイル・ニーズに応じた、投
資一任サービス等※1※2新たなコンサルティングサー
ビスの開発における協力体制の構築を検討してまい

ります。これにより、各自の得意分野や経営資源等を
相互に活用することで、我が国における「貯蓄から資
産形成へ」の流れをサポートし、より豊かな国民生活
の実現に貢献していきます。

※1		ゆうちょ銀行において投資一任サービス等新たなサービスを提
供するためには当局の認可が必要になります。

※2		投資一任サービスとは、投資一任契約に基づき、投資運用業者
がお客さまから投資判断の全部又は一部を一任されるととも
に、当該投資判断に基づきお客さまのための投資を行うに必要
な売買・管理等までを行うサービスです。	
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　日本郵政グループは急速に発展するテクノロジーを活用して、様々な事業環境の変化に適
切に対応し、ビジネスを推進してまいります。

POST LOGITECH INNOVATION PROGRAMの実施
2017年度から、「これからの時代に応じた郵便・物
流を提供し、社会をより豊かに」することを目的として、
オープンイノベーションプログラム「POST	LOGITECH	
INNOVATION	PROGRAM」を実施しております。
第2回目となる2018年度のプログラムでは、ラストワ
ンマイルのみならず、郵便・荷物の引受から配達まで一
貫した業務を先進的なテクノロジーによって最適な形へ
と変革をしていくことを目指し、「郵便・物流のバリュー
チェーン全体をテクノロジーで変革する」というテーマを
掲げました。応募いただいたスタートアップ企業70社の
中から2018年10月に「Rapyuta	Robotics株式会社」
と「株式会社エー・スター・クォンタム」の2社を採択し、
共創を進めてまいりました。2019年2月5日に成果発表
会となるDemo	Dayを開催し、Rapyuta	Robotics社が
「POST	LOGITECH	 INNOVATION	AWARD	最優
秀賞」を受賞しました。

●Rapyuta Robotics株式会社
Rapyuta	Robotics社とは、郵便局内において「カゴ
台車から荷物を小包区分機の供給ラインに取り降ろす」
作業をロボットアームにより自動化する取り組みを行い
ました。また、その前工程である「トラックから取り降ろし
たカゴ台車を各作業場所に運搬する」工程においても、
rapyuta.ioプラットフォームを活用し無人搬送車（AGV）
とロボットアームが協調するシステムの実用化に向けて
実証実験を重ねてきました。

●株式会社エー・スター・クォンタム
トラックドライバー数が減少する中、エー・スター・クォ
ンタムが保有する量子コンピュータソフト開発技術を活
かし、車両数、コスト、積載率などを中心とした輸送ネット
ワークの最適化の実現を目指してきました。約30の郵便
局がある埼玉県東部エリアで実証実験を行い、夕方・夜
間帯に稼働している運送便の車両数を削減できるという
結果が出ています。

共創事例
●Aquifi, Inc.：	三辺計測器を用いた荷物等のサイズ測定
●Yper株式会社：	置き配バッグ活用による再配達削減
●株式会社オプティマインド：	AIを活用した配達ルートの最適化
●株式会社自律制御システム研究所：	ドローンを用いた荷物等の郵便局間輸送

スタートアップ企業との共創
その他にも、日本郵便では、	スタートアップ企業との共創を積極的に進めております。

POST	LOGITECH	INNOVATION	
PROGRAM	Demo	Day	(2018年度)

Demo	Dayにおける
デモ模様
（Rapyuta	Robotics）

最適化された配達ルートのタブレット画面
（オプティマインド）

日本郵便オープンイノベーションの取り組み

中期戦略 新たに力を入れている戦略③　IT・デジタル戦略
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中期戦略

新たなテクノロジーの活用により、お客さまの生活を
サポートし、お客さまへの”新しいべんり”の提供に資す
るため、ゆうちょ銀行は、2019年5月8日より、GMO	ペ
イメントゲートウェイ株式会社と連携し、スマートフォン
を活用した新しい決済サービス「ゆうちょ	Pay」の取り扱
いを開始しました。
ゆうちょ銀行の口座をお持ちのお客さまが、ゆうちょ
銀行とご契約いただいた店舗等での代金のお支払いの

際、専用のスマートフォンアプリを操作することで、あら
かじめ登録したゆうちょ銀行口座から代金を即時に引き
落とすことができます。
また、GMO	ペイメントゲートウェイ株式会社が提供す
る同様の決済システムを導入している金融機関と、お互
いのユーザーがお互いのパートナーで相互利用可能と
なる「銀行	Pay（マルチバンク対応）」により連携し、銀行
や地域を越えて本決済サービスをご利用いただけます。

店頭での決済に加えて、当行の払込取扱票やコンビ
ニ払込票に印字されたQRコードやバーコードを「ゆう
ちょPay」で読み取ることで料金等を支払うことができ
る機能を備えております。コンビニやATMに行かなくて
もお支払いでき、時間や場所を問わずご利用いただけ
ます。

また、日本初となるスマートフォンを活用した駅での
銀行預貯金引き出しサービスをご利用いただけます。
（株）ゆうちょ銀行の「ゆうちょ	Pay」、および横浜銀行の
「はま	Pay」において、各スマホアプリで引き出し金額
を指定し、表示されたＱＲコードを東急線各駅（６路線85
駅・こどもの国線、世田谷線を除く）の券売機の読み取り
機にかざすことで、預貯金を引き出すことができます。

ゆうちょPayの開始

●「ゆうちょPay」のしくみ

●本サービス利用イメージ
 
 

 

 

▲払込取扱票イメージ 

SHOP

パートナー
タブレット端末※をご準備
翌営業日入金

個人ユーザー
スマホをご準備
口座からの即時引き落とし

銀行Pay参加行

スマホ決済サービスの普及促進

※専用端末不要

ゆうちょ銀行 他の導入銀行
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ライフスタイルの変化などを背景としたお客さまの
ニーズの多様化や労働人口の減少、ICTの進化など、社
会環境は年々変化し続けています。そうした社会環境に

対応するため、（株）かんぽ生命保険は、お客さまサービ
スの向上及びバックオフィス事務の効率化に取り組んで
います。

かんぽ生命保険のICT活用によるサービス向上、事務の効率化

お客さまサービスの向上
2018年度は、契約者の高齢化や災害時などに備えて
家族を登録することを目的とした「ご家族登録制度」を導
入しました。
また、各種請求書に必要情報をあらかじめ印刷した
り、ご請求時に必要な書類を自動的に判定することで

「かんたんで、わかりやすい」請求手続きの実現を目的
とした「保険手続きサポートシステム」を一部の請求に
おいて導入するなど、制度及びシステム面でお客さま
サービスの向上に取り組んでいます。

バックオフィス事務の効率化
（株）かんぽ生命保険では2017年3月から人工知能
（AI）による保険金支払審査業務の判断支援を導入して
います。過去の支払事例などをあらかじめAIに学習させ、
その学習結果に基づく判断材料の提示等を得ることとし
ています。AIの活用によって、商品や約款・医学に関する
高度な知識と経験を積んだ社員と同様の査定を迅速に

行うことができ、支払処理の迅速化などの効果を得られ
ております。今後は郵便局からの事務手続きに関する問
い合わせにも利用範囲を拡大することでお客さま接点
の充実を向上させるとともにデジタル技術の活用による
バックオフィス事務の効率化など、他の分野での活用も
検討していきます。

システム部門担当役員コメント

日本郵政グループでは、グループ中期経営計画
2020の中で、3つのIT戦略（①将来にわたる成長に向
けた新たな事業展開を支えるITの推進、②働き方改
革・生産性向上の推進、③持続的成長を支える経営基
盤の強化）を掲げ、お客さまニーズをはじめとする事
業環境の変化に対応し、ITを活用したビジネス変革を
推進しています。

昨今のデジタル化の変化に対して、AI、IoT、フィン
テックなど新しい技術を積極的に活用し、お客さま接
点の強化や新商品・サービスの拡大、働き方改革など
に取り組むとともに、デジタル化時代に活躍できる人
材の育成も計画的に進めています。
また、インターネット活用の広がりによる、日々高度
化・巧妙化しているサイバー攻撃の脅威から、事業の
継続性を確保し、お客さま資産を守るための仕掛け､
態勢も整備しています。更には、約2万4,000の郵便
局を束ねる通信ネットワークや、安全が確保されたPC
環境の維持、グループ全体のリソースの効率化を推
進するために自社内で構築したクラウド環境の拡大な
ど、IT基盤の安定的な運営やグループの全体最適化
によるコストの削減にも取り組んでいます。

日本郵政（株）
代表執行役副社長
小松　敏秀
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サステナビリティ

2015年9月の国連総会における「持続可能な開発目標（SDGs）」の採択、同年12月の
COP21における「パリ協定」の採択や金融安定理事会（FSB）による「気候関連財務情報開示タ
スクフォース（TCFD）」の設立など、経済活動と社会のサステナビリティの関係性を重要視する
動きは今や世界中に広まり、現在も加速化しています。

こうした国際社会の動向は、日本郵政グループが1871年（明治4年）の創業当初から実践して
きた社会視点に立った経営を一層後押しするものです。

全国2万4千の郵便局ネットワークを通じて、郵便・貯金・保険という生活の基盤を支えるサー
ビスを地域に分け隔てなく、安定してご提供するという社会インフラの役目を着実に果たすこ
と。そして、時代とともに変化する課題やニーズと誠実に向き合い、それらを解決するための価
値（商品・サービス）を社会に創出し、共有すること。これが私たち日本郵政グループのサステナ
ビリティ経営の理念です。

日本郵政グループのサステナビリティ経営

持続可能な社会の実現のために

●「持続可能な開発目標（SDGs）」
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「持続可能な開発目標（SDGs）」
SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年9月に「貧困
に終止符を打ち、持続可能な未来を追求する」ことを掲げ
て国連総会で採択された世界共通の目標です。2030年
までに地球規模の課題を解決するべく、17の目標と、そ
れらを達成するための具体的な169のターゲットが示さ
れています。
日本郵政グループは、「日本郵政グループCSR基本
方針」で掲げる主要テーマである	「地域社会」「地球環
境」「人」の3分野について、「CSR重点課題（マテリアリ

ティ）」を選定し、SDGsの各目標と連動した活動を推進し
ています。さらに、経営戦略とSDGsへの取り組みの統合
を図るべく、2018年5月に発表した「日本郵政グループ
中期経営計画2020」において、「ユニバーサルサービス
の提供」「公正な事業慣行」を加え、SDGsを経営戦略の
枠組みに取り入れ、日本郵政グループ挙げて事業活動を
通じて、SDGsの達成に貢献し、社会から信頼される企業
を目指します。

重点課題 目指す姿 取り組み 2020年度目標

① ユニバーサル
サービスの提供

お客さまの生活
を最優先し、社
会の重要なイン
フラである郵便
局ネットワーク
を基盤に、お客
さまの人生のあ
らゆるステージ
で必要とされる
商品・サービス
を提供する

・	郵便局ネットワークの維持とユニバー
サルサービスの提供

・	継続的な郵便局ネットワー
クによるユニバーサルサー
ビスの提供

（地域社会と共に）
② 健康的な暮らしの

促進
③ 次世代育成
④ 地域社会の
　発展・活性化

誰もが安心して
健やかに暮らせ
る、安全で豊か
な社会、そして、
それを未来へと
引き継いでいく
持続可能な社会
をつくる

・	郵便局のみまもりサービスの拡大
・	ラジオ体操の普及推進
・	かんぽプラチナライフサービスの	
推進
・	手紙振興
・	金融教育（小学校等への出前授業、	
ゆうちょアイデア貯金箱コンクール）
・	地方公共団体との連携強化

・	郵便局のみまもりサービス
等の推進継続

（地球と共に）
⑤ 温室効果ガス
　排出量の削減
⑥ 資源の有効利用

と廃棄物の削減

気候変動や地球
温暖化に配慮
し、企業活動を通
じて積極的に社
会に貢献する

・	緑地整備による地域コミュニティの	
再生
・	無通帳型総合口座の利用拡大に伴う環
境保全活動支援
・「ご契約のしおり・約款」のWeb版の	
提供に伴う寄付の実施

・	CO₂排出量2016年度比	
▲4.7万t
	（▲4.4%）減

（人と共に）
⑦ 人材の育成
⑧ 働き方改革

社員一人ひとり
が活き活きと能
力を十分に発揮
し活躍できる

・	キャリアパスに応じた研修（階層別、	
フロントラインリーダー研修等）
・	グループ合同研修（総合職転換者研修、
新任役員研修等）
・	女性活躍推進（女性の役職者登用等）
・	障がい者雇用の推進
・	性の多様性(LGBT)の理解促進
・	育児休業・介護休業取得推進
・	働き方改革（労働時間削減等）
・	従業員の健康保持・増進

・女性管理者比率
　日本郵便：10%以上
　ゆうちょ銀行：14%以上
　	かんぽ生命保険：14%以上
　日本郵政：11%以上
・	障がい者雇用率グループ目
標2.5％の達成維持

⑨ 公正な事業慣行

経営の透明性を
自ら求め、規律を
守り、社会と地域
の発展に貢献す
る

・	グループコンプライアンスの徹底
・	反社会的勢力との関係の遮断

・部内犯罪件数ゼロ
・	反社会的勢力との関係遮断
の継続
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日本郵政グループCSR基本方針

●ESG課題への対応
日本郵政グループは、企業としての持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、ESGの課題に配慮した長期的
視点での経営が重要であると認識し、2019年4月、日本郵政（株）の経営企画部にESG室を設置いたしました。

私たち日本郵政グループは、お客さまや地域社会のお役に立てる「トータル生活サポー
ト企業」を目指し、企業として持続的成長を確保するとともに、持続可能な社会・未来の創
造に貢献します。

私たちは、公正、透明かつ健全な経営を堅持することはもとより、郵便局ネットワークお
よび従業員を通じて、地域社会の重要なインフラとしての役目を誠実に果たすことで、安
心・安全で豊かな社会の実現に貢献します。

私たちは、郵便・貯金・保険のユニバーサルサービスをはじめとするあらゆる事業活動
を通じて、以下の各号にグループ一体となって取り組んでまいります。

経営会議

日本郵政

各社で方向性を確認・共有し
連携を図ります

郵便局など 支店など 支店など

日本郵便 ゆうちょ銀行 かんぽ生命保険

グループCSR連絡会
CSR委員会

グループとしての取り組みの方向性を審議します

●CSR推進体制

地域社会と共に

私たちは、ステークホルダー
とのコミュニケーションを通じ
て、地域社会における課題や要
請を理解し、最良のサービスを
提供することで、地域社会との
持続的な共生に努めます。

地球と共に

私たちは、気候変動による
影響に適応した事業運営に努
めるとともに、地球環境への
負荷低減に配慮した事業活動
および環境保全活動を積極的
に推進します。

人と共に

私たちは、グループの事業
活動に関わるすべての人々の
人権を尊重するとともに、安全
で働きやすい職場環境の確保
と、個々の従業員の自主性や
創造性を発揮できる豊かな職
場づくりを目指します。

1 2 3



51日本郵政グループ　統合報告書　2019

ビ
ジ
ョ
ン

中
期
戦
略

企
業
価
値
向
上

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

資
料
編

地域社会と共に

健やかで豊かな人生づくりのサポート

地域活性化ファンドへの参加

（株）かんぽ生命保険は、地域の皆さまの健康づくりに
お役立ていただけるよう、ＮＨＫおよび特定非営利活動法
人全国ラジオ体操連盟と共同でラジオ体操の普及推進
に努めています。

（株）ゆうちょ銀行は、地域金融機関さまとの連携を通じ
て、全国津々浦々のお客さまの大切な資金を地域に循環
させるために2016年度から積極的に地域活性化ファンド
への参加を推進しています。（詳しくは、Ｐ44をご覧ください）

➡社会に与えるインパクト
地域経済の活性化、地域金融機関との連携

　私たちは、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、地域社会における課題や要請
を理解し、最良のサービスを提供することで、地域社会との持続的な共生に努めます。

ラジオ体操の普及推進 ●1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭
ラジオ体操最大のイベントとして、テレビやラジオを通

じて1,000万人にも及ぶ人々に一斉にラジオ体操を行っ
ていただくという趣旨で、「1000万人ラジオ体操・みんな
の体操祭」を毎年１会場で実施しています。

●巡回ラジオ体操・みんなの体操会
毎年7月20日から8月31日までの43日間、全国43会
場で「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を開催して
います（「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」を含み
ます）。
また、毎年４月から10月末の日曜日や祝日を中心に、

「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を全国10会場
程度で開催しています（「夏期巡回ラジオ体操・みんなの
体操会」の期間を除きます）。

➡社会に与えるインパクト
お客さま等の健康増進

健康応援アプリ「すこやかんぽ」の提供
生命保険会社に求められる役割は、病気・ケガになった
際の保障を提供するという従来型サービスの提供から、
病気・ケガの予防又は健康を維持・増進させるサービスの
提供へと変化しています。（株）かんぽ生命保険としても、
こうした役割を担うため、健やかで豊かな人生づくりの支
援に積極的に取り組んでいく方針です。
その支援策の一つとして、手軽に健康づくりに取り組め
る健康応援アプリ「すこやかんぽ」を無料で提供しており
ます。

第57回1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭
（2018年8月5日・岡山県倉敷市）
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ご高齢のお客さまが安心して暮らせる社会へ

➡社会に与えるインパクト
ご高齢のお客さま等が安心して暮らせる社会づくり

➡社会に与えるインパクト
ご高齢のお客さまが安心して利用できるサービス提供

郵便局のみまもりサービス

かんぽプラチナライフサービス

日本郵便（株）は、地域と郵便局のつながりを大切にし、
共に発展することを目的として、全国約2万カ所の郵便局
で、「郵便局のみまもりサービス」を提供しています。

（株）かんぽ生命保険は、すべてのお客さまとの接点を
ご高齢のお客さまの目線で業務改革し、安心感、信頼感
のある「ご高齢のお客さまに優しい」サービスを提供する
ことで、今後拡大する高齢のお客さま層において、真に
お客さまから選ばれるよう、全社横断的な取り組みとして
「かんぽプラチナライフサービス」を推進しています。

ご高齢のお客さま向け情報誌
の発行

社員による資格取得の推進
（サービス介助士）

次世代モビリティを活用した物流効率化の取り組み
日本郵便（株）は、労働力が不足する中で、今後も安定
的で持続可能な郵便・物流サービスの提供を実現するた
め、ドローン、配送ロボット、自動運転等の新技術を活用し
た取り組みを行っています。

技術的な問題や法制度の整備等、今後対処すべきさま
ざまな課題はありますが、引き続き、取り組みを推進して
まいります。

2018年11月 小型無人航空機を用いた郵便局間輸送の開始
福島県南相馬市の小高郵便局から同県双葉郡浪江
町の浪江郵便局までの間（約９㎞）で、日本で初めて
補助者を配置せずにドローン（小型無人航空機）を
目視外飛行させる荷物輸送を開始しました。

2019年１月 配送ロボットの物流分野への活用実現に向けた実
証実験の実施
福島県南相馬市および双葉郡浪江町において、実
際の道路環境や配送環境に近い、自動車学校およ
び災害公営住宅での配送ロボットによる実験を行
い、ラストワンマイルにおける配送ロボットの可能
性を検証しました。

2019年３月 自動運転車による郵便物等輸送の実証実験の実施
東京国際郵便局から新東京郵便局までの間、郵便
物等の輸送を想定して自動運転を実施したほか、新
東京郵便局構内においては運転者が乗車しない自
動運転を実施しました。

➡社会に与えるインパクト
地域経済の活性化、イノベーションへの貢献、労働力
不足の解消

ドローン

自動運転車実証実験
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日本郵政グループの環境関連数値

気候変動への取り組み

地球と共に

物流における環境負荷低減の取り組み

日本郵政グループは、気候変動や地球温暖化に配慮
し、持続可能な社会を実現するため、事業から排出される
温室効果ガス※の削減に取り組んでいます。
今後も国内外の動向を踏まえ、2030年度グループ温
室効果ガス削減目標および2030年度目標達成に向けて
の2020年度までの中間ベンチマークを設定し、温室効
果ガスの削減に向けた取り組みを継続的に推進してまい
ります。

日本郵便（株）は、電気自動車（EV）の導入、再配達削減の取り組み等により物流における環境負荷低減に努めています。

※	グループが事業で排出する温室効果ガスは、CO₂を対象としています。

●EV車両への取り組み

2008年度 電気自動車の実証実験を開始。環境面、業務面での効果
と課題をさまざまな角度から検証し、車両メーカーに開
発協力を要請する等、本格導入に向けた準備を進める。

2013年度 電気自動車を試行的に導入し、環境面にもたらす効果や
業務上の実用性、効率性等、さまざまな角度から検証。
2018年度末現在、電気自動車導入数69両（集配用
車両）

2017年度 本田技研工業株式会社と、環境に配慮した電動二輪車
を用いた配達業務の実証実験等についての協業を検討

2019年度 11月以降400台切替え予定

2020年度 4月以降800台切替え予定

　私たちは、気候変動による影響に適応した事業運営に努めるとともに、地球環境への負荷低
減に配慮した事業活動および環境保全活動を積極的に推進します。

TCFD提言への賛同表明

EV車両の導入拡大

日本郵政（株）、（株）ゆうちょ銀行および（株）かんぽ生
命保険は、金融安定理事会（「FSB」）により設置された気
候関連財務情報開示タスクフォース（以下「TCFD」とい
う）の提言に賛同表明いたしました。
日本郵政グループは、日本郵政グループCSR基本方針
において「気候変動による影響に適応した事業運営に努め
るとともに、地球環境への負荷低減に配慮した事業活動
および環境保全活動を積極的に推進します。」と宣言する

日本郵便（株）では、2020年度末までに、東京都を中心
とした近距離エリアにおいて郵便物や荷物の配送時に使
用する軽四輪自動車1,200台を、ガソリン車から電気自
動車に切り替えることといたしました。

2016年度
（基準年）

中間ベンチマーク
2020年度　▲4.7万t-CO2（▲4.4％）

グループ目標
2030年度　▲16.9万t-CO₂（▲16％）※

●グループによる温室効果ガス削減

※	パリ協定を踏まえた日本の「地球温暖化対策計画」における温室効果ガス削減目標
（2013年度比26%削減）に対応しています。

とともに、日本郵政グループ中期経営計画2020において
もSDGsの達成に向けた取り組みの一環として温室効果
ガス排出量の削減を掲げるほか、グリーンボンドへの投資
など、持続可能な社会の構築への貢献を進めています。
これらに加え、今後はTCFDの提言を踏まえ、気候変動
が各社の事業に与える影響についての分析を深め、さら
なる情報開示に取り組んでまいります。
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資源の有効活用と廃棄物の削減

無通帳型総合口座による紙の削減
（株）ゆうちょ銀行は、2016年3月6日から、無通帳型総
合口座「ゆうちょダイレクト＋（プラス）」の取り扱いを開始
しました。
無通帳型総合口座「ゆうちょダイレクト＋（プラス）」は、
通帳を発行せず、現金の預け入れと払い出しはキャッシュ
カードで、入出金明細照会や現在高照会等はゆうちょダ
イレクト上でご利用いただけるサービスです。
本サービスのご利用が拡大することで、紙の使用量が
削減されることなどから、2017年度に本サービスの口座
数に応じた額を、環境保全活動と社会貢献の両面を有す
る活動に地域住民とともに取り組む全国13団体（特定非
営利活動法人、認定NPO法人）へ「ゆうちょ	エコ・コミュ
ニケーション」と題して寄附し、2018年1月〜12月の活
動に活用していただきました。

「ご契約のしおり・約款」のWeb閲覧提供による
環境保全への貢献
（株）かんぽ生命保険は、2014年10月2日から、「ご契
約のしおり・約款」のWeb閲覧による提供を開始してい
ます。
従来、「ご契約のしおり・約款」はすべてのお客さまに冊
子で提供していましたが、「Web閲覧」も選択可能とする
ことにより、お客さまが希望すれば、冊子の受領に代え
て、かんぽ生命保険Webサイト上でPDF版の「ご契約の
しおり・約款」を確認することが可能になりました。お客さ
まに「ご契約のしおり・約款」のWeb閲覧をご利用いただ
くことにより、従来の冊子が不要となるため、紙の使用量
を削減することができます。
2018年7月には、2016年10月から2017年9月の1年
間に「ご契約のしおり・約款」電子版をご利用いただいた
お客さまの数に応じて、森林の育成に取り組む環境保護
団体（合計33団体）に対して総額3,300万円の寄附を行
いました。

●ゆうパックサービスの改善

配達予告メールの
拡充

ゆうびん	IDを利用されるお客さまへのメール通知サービスを拡充し、荷送人さまから日本郵便（株）に提供されたお届け先情報
と、荷受人さまの中でゆうびん	ID	を取得しているお客さまの登録情報をマッチングして、「お届け予定通知」または「ご不在通知」
のメールを荷受人さまに送信します。

指定場所配達 
サービスの拡充

荷送人さまが差し出されたゆうパックの「お届け予定通知」または「ご不在通知」等のメールを受け取ったお客さまが指定した場所
にお届けすることができます。
＜受け取り可能な場所＞・玄関前　・宅配ボックス　・郵便受箱　・メーターボックス　・物置　・車庫

その他の取り組み Yper（イーパー）株式会社と共同で東京都杉並区の1,000世帯を対象に置き配バッグ「OKIPPA」の実証実験を実施いたしまし
た。約1カ月の実験期間中で最終的に再配達が約61％削減されました。

➡社会に与えるインパクト
気候変動・地球温暖化の抑制

再配達削減の取り組み
日本郵便（株）は、「身近で差し出し、身近で受け取り」の
コンセプトのもと、ゆうパックのサービス改善を進めてお
り、お客さまへの利便性向上を図るとともに、再配達で発
生するCO₂排出量削減に努めています。
2019年3月には、ゆうびんIDをご利用されるお客さま
への「メール通知サービス」や「指定場所配達サービス」
を拡充しました。その他、受取等ロッカー「はこぽす」等受
け取りチャネルの拡充等に努めています。
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本社ビルLEED-CI（2009年版）ゴールド認証の取得

ＥＳＧ投資方針

➡社会に与えるインパクト
紙使用量の削減、ワークスタイル改革

会議室にモニターを常設し
紙の資料を削減

打合せスペースを確保しコミュニケーション
を促進

ペーパーレス化の推進

日本郵政（株）では、大手町プレイスウェストタワーへの
本社移転にあたり、建築物の環境性能に対する格付け制
度の国際標準であるLEED-CIにおいてゴールド認証を取
得いたしました。

（株）ゆうちょ銀行は、国際分散投資を進める責任ある
機関投資家として、ESG投資方針を策定・開示していま
す。ESG投資方針の詳細につきましては、（株）ゆうちょ銀
行Webサイトをご覧ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_esg.html

日本郵政グループは、本社ビル移転前からペーパー
レス化を推進してきましたが、本社移転を機に、その取り
組みをさらに強化し、打合せスペース及び会議室にモニ
ターを設置し、経営会議をはじめとした各種会議のペー
パーレス化に取り組んでいます。また、オフィスの改善に
より、紙の削減だけでなく、社員の働き方そのものの見直
しにつなげていくことを目指しています。

ＥＳＧ投資活動
（株）かんぽ生命保険は、すべてのステークホルダーの
皆さまに対する社会的責任を果たすという観点から、社
会が抱えるESG（環境・社会・ガバナンス）課題の解決に向
けた取り組みを推進し、企業価値の持続的向上と社会の
発展に積極的にチャレンジしています。
資産運用においては、持続可能な社会の実現と長期的
な投資成果の向上・リスク低減を目指して、ESGの諸要素
を投資判断の際に考慮しています。

■ ESG要素の投資プロセスへの組み込み
国内株式の自家運用における取り組み
財務情報に加えて、ESG要素を組み込んだESGインテグレーションを

実施しており、以下の2つのファンドを運用しています。
•	企業のESGに対する取り組みを総合的に評価し、中長期的に企業価
値の向上が期待できる高配当企業に投資するファンド。
•	SDGsの目標達成や課題解決に資する企業の技術力や事業基盤の
「業績への貢献度」や「成長性」を評価し、ESGを成長機会として捉え
ている企業に投資するファンド。

債券等の自家運用における取り組み
ESG要素を考慮する手法として、テーマ型投資を用いています。テー

マ型投資を行う際には、広くSDGｓの目標達成や課題解決に貢献できるよ
うなテーマを選択し、ESG課題の解決に有用なプロジェクトに投資を行っ
ています。

主なテーマ型投資事例
•	太陽光発電事業への投資
•	「ジェンダーの平等」をテーマとするソーシャルボンドへの投資
•	Climate	Awareness	Bond(気候変動への認知度を高める債券)へ
の投資

外部委託運用における取り組み
運用受託機関やファンドマネージャーの選定時、およびファンドマネー

ジャーとの面談時等に、	ESGの取り組み内容を確認しています。

■スチュワードシップ活動
投資先企業との建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）にお

いて、投資先企業とのリレーション構築を図り、投資先企業の状況を的確
に把握するように努めています。
（株）かんぽ生命保険のスチュワードシップ活動の詳細につきましては、

（株）かんぽ生命保険Webサイトをご覧ください。
https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/assets/

pdf/stewardship_taio.pdf

■ 国連責任投資原則（国連PRI原則）への署名
日本郵政グループでは、かんぽ生命保険が、ESGを考慮した投資の発

展、持続可能な社会の形成を実現させるために、2017年10月に国連PRI原
則に署名しました。かんぽ生命保険は同原則に則って、機関投資家としての
社会的責任を果たしており、その取り
組み状況は国連PRIホームページ内で
PRI	Transparency	Reportとして報
告してまいります。

本件認証はオフィス入居者によるLEED認証取得とし
ては日本最大規模であり、世界レベルの環境性能を備え
たオフィススペースの建設を実現いたしました。

（株）かんぽ生命保険は、長期的な資産の運用を行う機
関投資家として、ESG投資方針に沿った資産運用を行っ
ています。ESG投資方針の詳細につきましては、（株）かん
ぽ生命保険Webサイトをご覧ください。
https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/csr/esg/index.html
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日本郵政グループ人権方針の策定
日本郵政グループは、持続可能な社会の実現に向け
て、グループの事業活動に関わる全ての人々の人権尊重
が不可欠であると認識しています。
そのため、2019年4月に、国連「ビジネスと人権に関
する指導原則」などに基づき、「日本郵政グループ人権方

針」を制定しました。日本郵政グループは、グループ全体
で人権尊重の取り組みを推進してまいります。

➡社会に与えるインパクト
人権尊重、差別の解消

➡社会に与えるインパクト
人権尊重、差別の解消

事業活動を通じた様々な取り組み

差別禁止・人権尊重に関する取り組み
日本郵政グループのグループ行動憲章では、多様なス
テークホルダーとの対話を重視し、持続的な共生を目指
すとともに、人権を尊重し、安全で働きやすい職場環境を
確保することを掲げています。
その実践の一環として、人権啓発およびハラスメントに
関する実例を扱った管理者研修や冊子の配布等を行って
いるほか、社内外にハラスメントに関する相談窓口を設

置し、相談は匿名でも受け付けるなど、相談者のプライバ
シーを守って対応しております。

人と共に
　私たちは、グループの事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重するとともに、安全で働
きやすい職場環境の確保と、個々の従業員の自主性や創造性を発揮できる豊かな職場づくり
を目指します。

ダイバーシティマネジメントの推進

●管理者に占める女性割合目標<2021年4月1日までに>

日本郵便（株） （株）ゆうちょ銀行 （株）かんぽ生命保険 日本郵政（株）

10%以上 14%以上 14%以上 11%以上

女性管理者登用目標
日本郵政グループは、女性従業員が個性や能力を十分
に発揮し活躍できるよう、また、働きやすく働き甲斐があ
り働き続けられる職場環境整備など、さまざまな取り組
みを実施しています。
日本郵政グループ各社では、管理者に占める女性割
合について以下のとおり目標を掲げ、女性の管理職昇
進意欲の向上に向けた研修、女性のキャリア形成支援、
長時間労働抑制に向けた働き方改革の実施など、取り
組みを進めています。

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
行動宣言への賛同
日本郵政グループ各社社長は、内閣府男女共同参画
局が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダー
の会」行動宣言に賛同し、行動宣言の3項目「自ら行動し、
発信する」「現状を打破する」「ネットワーキングを進める」
に沿って、輝く女性の活躍を積極的に推進していきます。
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➡社会に与えるインパクト
多様な発想の活用による組織イノベーション創出、
障がい者の雇用機会の創出	
高齢社会への対応、従業員の働きがい向上

高年齢層の活躍推進
日本郵政グループは、今後、少子高齢化による労働人
口が減少する一方、高齢者がますます活躍する社会の到
来に向け、2020年度に満60歳に到達する社員から65歳
定年制を導入いたします。日本郵政グループは、高年齢
層社員の活躍する環境を整えてまいります。

➡社会に与えるインパクト
働きがいやクオリティ・オブ・ライフの向上

働きがいのある職場づくり

労働時間の適正管理

健康経営の取り組み

グループ各社では、各事業場における労働時間の適正
管理に取り組むとともに、業務の効率化や職場風土改革
による時間外労働削減に向けた各種取り組みを実施して
います。

育児・介護・病気等支援施策
育児・介護については、妊娠から出産、育児、また家族
の介護が必要な時期に、男女とも離職することなく働き
続けられるよう、法を上回る制度の整備や各種支援施策
の実施を行っています。
また、病気等への対策については、万一病気になった場
合でも安心して治療に専念できるよう、病気休暇や休職
制度の充実、不妊治療のための休暇制度創設など、ワー
ク・ライフ・バランスへの取り組みを実施しています。

従業員一人ひとりが持てる能力を存分に発揮し、いき
いきと働くためには、心身の健康が大切だと考えていま
す。そこで、グループ各社では「従業員とその家族の健
康、幸せ」、「さらなる生産性向上による社会への貢献」を
実現するため、従業員と会社が一体となって「長時間労
働の抑制」、「生活習慣病の予防・改善に向けた保健指導」、
「メンタルヘルスケア」などの健康保持・増進施策に取り
組んでいます。
またグループ各社では、ストレスチェックを、実施義
務対象である50人以上の事業所だけでなく、全国に約
19,000ある50人未満の事業所の約10万人の従業員に
も実施し、メンタルヘルス不調の早期発見や職場環境の
改善に活かしています。

障がい者雇用の推進
日本郵政グループは、障がいのある方に適切な就業機
会を提供することが、企業としての社会的責務であると
の認識のもと、障がい者雇用の推進に積極的に取り組ん
でおり、2019年4月現在、障がい者雇用率は法定雇用率
（2.2%）を上回る2.29%となっています。さまざまな職
場で障がいのある方が活躍しています。
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人材の育成

期待役割を果たす人材の育成 グループ企業価値向上に貢献できる人材の育成
グループ各社では、キャリアパスに応じて期待役割を
果たす人材の育成のため、実際の職場での仕事を通して
指導・育成を行う「OJT」、職場を離れた研修・セミナーに
参加して行う「Off-JT」（昇進時に階層別に実施する研修
やフロントラインのリーダー等への研修など役職に応じ
た研修、営業力など特定の能力・スキルを高めるための
研修等）により従業員の育成を行っています。併せて、資
格取得の支援など従業員の「自己啓発」に対する支援を
行っています。
さらに、本社スタッフを中心に経営スキルの向上を目
指した研修を実施するなど、期待役割を果たす人材の育
成に取り組んでいます。

グループ一体的な事業運営およびグループ全体とし
て最適な人員配置を行うため、グループ間の人事交流を
積極的に実施しています。
また、グループとしての競争力向上を図る視点から、グ
ループ一体感の醸成・シナジーの発揮に資するための研
修を郵政大学校において実施しています。新任役員を対
象とした研修のほか、総合職採用者への採用時合同研修
やフロントラインから本社総合職にコース転換した者へ
の研修など、グループ各社の役員・従業員に対する合同
研修を行っています。

人事担当役員のコメント

日本郵政グループは、郵便局を通じて、郵便・貯金・
保険の三事業を一体的に提供することにより、様々
なライフスタイルに対応した商品・サービスの提供
を行ってきました。グループの更なる発展のため、今
後も、グループ各社の社員がそれぞれ協力してシナ
ジーを発揮させていく必要があると考えています。
このような考え方のもと、日本郵政グループでは、
グループ一体的な事業運営及びグループ全体として
最適な人員配置を行うため、グループ間の人事交流
を積極的に実施しているほか、グループ各社の役員・
社員が合同で研修を行うなど、グループ一体感の醸
成に努めています。
人力依存度の高い郵政事業にとって、社員は事業
活動を行う上での源泉であり、一人ひとりが健康で活
力あふれて働ける環境を作っていくことが重要です。

社員の能力を最大限引き出すために、現在、時間外労
働の縮減、育児・介護・病気等への積極的な支援、ダイ
バーシティマネジメントの推進、期間雇用社員の処遇
向上等、働き方改革に関する様々な取り組みを進めて
います。
とりわけ、社員と会社が一体となって健康保持・増進
に取り組む健康経営を進めているほか、育児・介護・病
気等について、仕事と生活を両立できる職場の実現を
目指し、各種支援施策の充実を行い、経験を積んだ有
為な人材の流出防止に努めています。
また、期間雇用社員の処遇向上については、非正規
社員の処遇改善が社会全体の課題として求められて
いるなか、グループの事業運営に不可欠で重要な戦
力である期間雇用社員の処遇改善を行うことは、グ
ループの成長・発展に資すると考え、働き方改革関連
法（パートタイム・有期雇用労働法）の施行（2020年
4月）に先立ち、同一労働同一賃金の観点も踏まえ、
様々な処遇向上施策を展開しています。
引き続き、郵政グループで働く全ての社員に対し、
活き活きと力を発揮できる環境づくりや人材育成
支援など、働きがいのある職場づくりに取り組み、グ
ループの成長・発展に努めて参ります。

日本郵政株式会社
専務執行役
衣川 和秀
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スポーツを通じた社会貢献サステナビリティ

東京2020オリンピック・パラリンピックへの協賛

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のオフィシャル郵便パートナーとして、地域に根差した全国約
2万4,000の郵便局ネットワークや40万人を超える社員を活用することにより、東京2020の日本全国での盛り
上げに貢献しています。

〜協賛への想い〜「東京から日本のオリンピック・パラリンピックへ」

一般社団法人日本車いすテニス協会への協賛・
大谷桃子選手との所属契約

（株）かんぽ生命保険は、車いすテニスの発展・普及に寄与
したいという思いから、車いすテニスの体験会や若手選手を
対象とした強化合宿、国内の大会等に協賛しています。また、
2019年度は大谷桃子選手と所属契約を締結しています。

（株）かんぽ生命保険所属の大谷桃子選手

一般社団法人日本ゴールボール協会
への協賛

日本ゴールボール協会が運営する各種大会や体験会
等への社員ボランティア派遣など、日本ゴールボール協
会が行う活動を積極的にサポートすることを通じて、障が
い者スポーツの普及・発展に貢献しています。

ラグビー日本代表への協賛
 

3×3 バスケットボール
日本代表等への協賛

日本郵政（株）は、日本バスケット協会の郵便・宅配・物品
輸送カテゴリーのパートナーとして、3×3日本代表の活動
やJBA主催試合の支援等を通じ、3×3種目の普及・浸透に

貢献しています。

©️JBA

ラグビー日本代表のオフィシャルサポーターとして、ラ
グビー日本代表の支援を行っています。日本全国でのラ
グビーの普及浸透に貢献しています。

©️JRFU,2018

©️RyoICHIKAWA/JGBA

日本郵便は、東京2020オリンピック・パラリンピックのオフィシャルパートナー（郵便）です。



社外取締役人数

●コーポレートガバナンス体制図

女性役員人数

外国人役員数

社内取締役　　　社外取締役　　　社内取締役（非業務執行）　　　委員長 ◆

グループ協定 グループ運営に関する契約

株主総会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

執行役

執行部門
代表執行役社長 経営会議

投資委員会

取締役会
社内（６名）

社外（9名）

9名
（定数15）

3名
（定数15）

1名
（定数15）

◆

◆

◆

コンプライアンス委員会／CSR委員会／情報開示委員会
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サステナビリティ 日本郵政グループのコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

グループ運営態勢

取締役会の特徴

日本郵政（株）は、日本郵政グループの持続的な成長と
中長期的な企業価値の創出のため、次の考え方を基本と
してグループのコーポレートガバナンス体制を構築して
まいります。
1.�郵便局ネットワークを通じてグループの主要3事業の
ユニバーサルサービスを提供することにより、安定的
な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい
利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供
を追求し続けます。
2.�株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株
主のみなさまの権利および平等性が適切に確保され
るよう配慮してまいります。
3.�お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーのみ
なさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を
目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な
情報の開示・提供に努めます。

4.�経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのス
テークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締
役会による実効性の高い監督のもと、迅速・果断な意
思決定・業務執行を行ってまいります。
また、日本郵政（株）は、グループの持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上のため、コーポレートガバナン
スに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する
「日本郵政株式会社コーポレートガバナンスに関する基
本方針」を定め、コーポレートガバナンス体制を構築して
おります。

日本郵政（株）は、上記の基本的な考え方のもと、引き
続き、業務の適正を確保するためグループ全体の内部統
制の強化を推進し、コーポレートガバナンスのさらなる強
化に向け、取り組んでまいります。

日本郵政（株）は、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行お
よび（株）かんぽ生命保険とグループ協定等を締結し、グ
ループ共通の理念、方針、その他のグループ運営に係る
基本的事項について合意しており、これによりグループ
各社が相互に連携・協力し、シナジー効果を発揮する体制
を構築しております。
また、日本郵便（株）に対しては、グループ運営を適切・
円滑に行うために必要な事項や、法令等に基づく管理等
が必要な事項について、事前承認または報告を求めるこ
ととしています。一方、金融２社（（株）ゆうちょ銀行および

（株）かんぽ生命保険）に対しては、金融２社の独立性を
確保する観点から、事前協議または報告を求めることと
し、グループ一体としての経営の推進、ガバナンスの確保
を図っております。
さらに、日本郵政グループ協定に基づき、効率的かつ
効果的なグループ運営を推進するため、グループ経営に
関する重要事項を課題ごとに議論し、グループ会社の経
営陣の認識の共有を図る場としてグループ運営会議を
設置しております。

特徴① 特徴② 特徴③ 特徴④

指名委員会等
設置会社

社外取締役が
過半数

ボードダイバーシティの
実践

取締役会
実効性評価の実施

2015年11月の上場以来、指名
委員会等設置会社の体制を維
持。指名・報酬・監査委員会は、
委員3名以上で、その過半数は
独立役員によって構成しており
ます。

取締役会は、15名の取締役で
構成され（定款で定める20名以
内）、その過半数の９名は独立
役員である社外取締役となって
おります。

取締役会は、豊富な知識・経験
と高い見識を有する多様な取
締役にて構成します。

取締役会は、毎年、各取締役に
対して、取締役会等に関する意
見を確認するなどして、取締役
会全体の実効性等について分
析・評価を行い、その結果の概
要を開示することで、取締役会
の運営の改善等に活用しており
ます。

※詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.japanpost.jp/corporate/management/governance/



社外取締役人数

●コーポレートガバナンス体制図

女性役員人数

外国人役員数

社内取締役　　　社外取締役　　　社内取締役（非業務執行）　　　委員長 ◆

グループ協定 グループ運営に関する契約

株主総会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

執行役

執行部門
代表執行役社長 経営会議

投資委員会

取締役会
社内（６名）

社外（9名）

9名
（定数15）

3名
（定数15）

1名
（定数15）

◆

◆

◆

コンプライアンス委員会／CSR委員会／情報開示委員会
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会議体の概要
日本郵政（株）は、指名委員会等設置会社を選択しております。

役割および構成 運営状況 2018年度開催回数
(平均出席率)

取
締
役
会

取締役15名(うち社外取締役９名)で構成し、
経営の基本方針等、法令で定められた事項の
ほか、特に重要な業務執行に関する事項等を
決定するとともに、取締役および執行役の職
務の執行の監督を行っております。

2018年度においては、グループ中期経営計画の策定やコーポレートガバナンスに関する
基本方針の改定に関する事項等について議論を行うとともに、「内部統制システム」の運用
状況、グループの業績・重要課題、リスク管理、コンプライアンスおよび内部監査の状況等
について報告を受けました。

12回
（97％）

指
名
委
員
会

取締役３名(うち社外取締役２名)で構成し、株
主総会に提出する取締役の選任および解任
に関する議案の内容を決定しております。な
お、日本郵政株式会社法の規定により、日本
郵政（株）の取締役の選任および解任の決議
は、総務大臣の認可を受けなければ、その効
力を生じないこととされております。

2018年度においては、取締役候補者の決定を行うとともに、取締役兼代表執行役のサク
セッションプランを聴取し、計画の内容について審議しました。そのほか、役員の選解任基
準の検証・議論等を行いました。 3回

（100％）

報
酬
委
員
会

取締役３名(うち社外取締役２名)で構成し、取
締役および執行役の個人別の報酬等の内容
に係る決定に関する方針を定め、同方針に基
づき、個人別の報酬等の内容を決定しており
ます。

2018年度においては、取締役および執行役の個人別報酬ならびに執行役の業績連動報酬
について決定したほか、日本郵政（株）の役員報酬制度についての検証・議論を行いました。 3回

（100％）

監
査
委
員
会

取締役５名(うち社外取締役４名)で構成
し、取締役および執行役の職務執行の監
査、計算書類等に係る会計監査人の監査の
方法・結果の相当性の監査、監査報告の作
成等を行い、また、株主総会に提出する会
計監査人の選任・解任・不再任に関する議
案の内容を決定することとしております。

2018年度においては、監査方針・監査計画を定め、会計監査人・内部監査部門等と
連携するとともに、経営会議等の重要会議に出席するなどの方法により監査を実施し
ました。取締役会決議に基づき整備されている内部統制システムについては、取締
役・執行役等からその構築・運用の状況について定期的に報告を受け、コンプライア
ンス部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門など内部統制機能を所管する部門か
らも定期的に報告を受けました。
子会社については、子会社の取締役、監査委員、監査役と情報の交換等を図り、必要
に応じ、事業の報告を受けました。
更に、監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施している
かを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況の報告、会社計算
規則第131条に基づく通知等を受けるなどして、計算書類等について検討しました。

20回
（99％）

※取締役会の員数は、定款で定める20名以内の適切な人数とし、原則として、その過半数は、独立役員により構成されるものとします。
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取締役会の実効性評価

社外取締役の独立性基準

取締役の研鑽・社外取締役へのサポート体制

評価の方法 
日本郵政（株）取締役会は取締役へのアンケートおよび
社外取締役ミーティングでの意見等を踏まえ、2018年
度の取締役会の実効性に関する評価を行いました。

評価結果の概要等
取締役会においては、多様な経験や専門性を備えたメ
ンバーにより、それぞれの知見や経験等を生かした建設
的な議論が活発に行われており、取締役会は総じて十分
に機能していると評価しております。
前年度の評価においては、持株会社の取締役会とし
て、グループ全体の経営の方向性、中長期的な成長戦
略、その他重要な課題について、より十分な時間をかけ
て議論すべきであり、改善の余地があるとの課題が挙げ

られました。
その後、これらの課題に取り組んでまいりましたが、今
回の評価においては、重要な課題について時間をかけた
議論が行われるようになったものの、さらに各取締役が
事業を取り巻く環境に関する共通理解を持った上で、中
長期的なビジョンや戦略の方向付けについて議論を深め
ていくことが必要との課題が挙げられました。
さらに、経営上の重要事項については、取締役会にお
いて継続的なモニタリングやフォローアップが必要との
意見も出されました。
今後、幅広い視野から、中長期的なスパンで事業の方
向性についての議論を深め、グループガバナンスの視点
に立って、持株会社の取締役会としての実効性をより高
めてまいります。

社外取締役９名は全員、日本郵政（株）が定める「日本郵
政株式会社独立役員指定基準」を充足しており、東京証
券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそ

れのない社外取締役であると判断し、独立役員として指
定しております。

日本郵政株式会社独立役員指定基準
当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東
京証券取引所の定める独立役員を指定する。
１．�過去に当社グループの業務執行者であった者
２．�当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行
者等

３．�当社グループの主要な取引先である者又はその業務執
行者等

４．�当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財
産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法
律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属して
いた者）

５．�当社の主要株主（法人（国を除く。）である場合には、当該
法人の業務執行者等）

６．�次に掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は二親
等内の親族

　（１）前記１から５までに掲げる者
　（２）当社の子会社の業務執行者�
７．�当社グループの業務執行者等が社外役員に就任している
当該他の会社の業務執行者等

８．�当社グループから多額の寄付を受けている者（当該寄付
を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該
団体の業務執行者等又はそれに相当する者）�

※詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.japanpost.jp/group/governance/pdf/02_08.pdf

取締役の研鑽
日本郵政（株）は、取締役に対し、その期待される役割・
責務が適切に果たされるよう、日本郵政グループの施設
等の視察等の施策を実施するなど、日本郵政グループの
事業内容、課題、経営戦略等についての理解を深め、必要
な知識を習得するための機会を設けております。

社外取締役へのサポート体制
日本郵政（株）は、取締役会の実効的かつ円滑な運営
の確保、特に社外取締役による監督の実効性を高めるた

め、社外取締役に対して、時間的余裕をもった年間スケ
ジュールの調整、必要に応じた情報の的確な提供、議案
の内容等の十分な事前説明ならびに事前の検討時間お
よび取締役会における質疑時間の確保に配慮した運営
体制を整備しております。また、取締役会における審議ま
たは報告プロセスの効率化、取締役会で決議された事項
についての進捗状況の確認等、取締役会を効果的かつ
効率的に実施するための運営支援ならびに社外取締役
との連絡・調整等のため、取締役会事務局を設置してお
ります。
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取締役の選任方針
取締役候補者の規模・構成
指名委員会は、取締役会全体のバランスに配慮しつ
つ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指
名することとしています。取締役候補者の員数は、定款で
定める20名以内の適切な人数とし、原則として、その過
半数は、独立性を有する社外取締役候補者により構成す
ることとしています。

社内取締役
指名委員会は、以下の条件を満たす者を日本郵政（株）
の社内取締役候補者として指名することとしています。
（１）�日本郵政（株）の業務に関し専門知識を有すること
（２）経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること
（３）指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること

（４）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
（５）�社内取締役としての職務を遂行するにあたり健康上

の支障がないこと

社外取締役
指名委員会は、以下の条件を満たす者を日本郵政（株）
の社外取締役候補者として指名することとしています。
（１）�経営、経理・財務、法律、行政、社会文化等の専門分野

に関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を
上げていること

（２）�取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること
（３）�社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上

あるいは業務上の支障がないこと�

社外取締役の指名理由については、下記の通りとなります。

氏名 取締役会

三村 明夫
三村明夫氏は、新日鐵住金株式会社（現日本製鉄株式会社）において、代表取締役社長、会長等を歴任し、長年にわ
たり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督と
チェック機能を期待できるためであります。

八木 柾
八木柾氏は、一般社団法人共同通信社において、名古屋支社長、常務監事等を歴任し、広く政治、経済等、企業経営を
取り巻く事象についての深い知見を有しており、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待でき
るためであります。

石原 邦夫
石原邦夫氏は、東京海上日動火災保険株式会社等において、取締役社長、会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の
経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期
待できるためであります。

チャールズ・
ディトマース・レイク

二世 

チャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、アフラック生命保険会社代表取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会
社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能
を期待できるためであります。

広野 道子
広野道子氏は、21LADY株式会社等において、代表取締役社長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携ってお
り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるためで
あります。

岡本 毅
岡本毅氏は、東京ガス株式会社において、代表取締役社長、会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携ってお
り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるためで
あります。

肥塚 見春
肥塚見春氏は、株式会社髙島屋等において、代表取締役専務等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、
その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるためであ
ります。

青沼 隆之

青沼隆之氏は、名古屋高等検察庁検事長を務めるなど長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の
専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるためであります。なお、同氏は、過去に社外
役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務
を適切に遂行いただけると判断いたしました。

秋山 咲恵
秋山咲恵氏は、株式会社サキコーポレーションにおいて、代表取締役社長として長年にわたり株式会社の経営に携っ
ており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できるた
めであります。
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役員報酬制度

報酬体系
1.�取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての
報酬を支給します。
2.�当社の取締役が受ける報酬については、経営等に対
する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確
定金額報酬を支給するものとします。
3.�当社の執行役が受ける報酬については、職責に応じ
た基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報
酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全
なインセンティブとして機能する仕組みとします。
また、当社の取締役又は執行役であってグループ会

社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼職する
場合は、当該取締役又は執行役が主たる業務執行を行
う会社においてその報酬を支給します。

業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及
び当該業績連動報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬につ
いては、執行役の職責に応じた基本ポイント及び職務の
遂行状況等に基づく個人評価ポイントに、当事業年度の
会社業績（経営計画の達成状況等）に応じて変動する係
数を乗じて、付与ポイントを算定しております。
執行役の個人評価については、当該執行役が担当す
る業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定
しております。
会社業績に係る指標については、経営の達成度につ
いて総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテ
ゴリーから指標を設定することとし、日本郵政（株）の事
業形態・内容に適したものとして、収益性指標である「親
会社株主に帰属する連結当期純利益」、効率性指標であ
る「連結経常利益率」及び株主還元指標である「1株当た
り配当額」をその指標としております。

会社業績に係る指標 目標 2018年度実績
親会社株主に帰属する

連結当期純利益 330,000百万円以上 479,419百万円

連結経常利益率 5.344％以上 6.503％
1株当たり配当額 50円以上 50円

なお、業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の
決定方針は定めておりません。

日本郵政（株）の取締役及び執行役の報酬等につきま
しては、報酬委員会が以下のとおり「取締役及び執行役
の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を定

めており、当該方針に則って報酬等の額を決定しており
ます。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員の員数（人）

固定報酬 業績連動型株式報酬
取締役（社外取締役を除く。）  27  27  −  1

執行役 768 627 141 26
社外役員  84  84  − 11

（注）�1.�取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
� 2.��取締役3名は、主要な連結子会社の取締役及び執行役(員)を兼務しており、主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、日本郵政（株）

取締役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る3名の報酬総額は123百万円となります。
� 3.��執行役7名は、主要な連結子会社の取締役又は執行役(員)を兼務し、うち6名は主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、日本郵政

（株）執行役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る6名の報酬総額は167百万円となります。
� 4.�業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
� 5.�役員退職慰労金、役員賞与の支給はありません。
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政策保有株式

主な規制等

政策保有株式の保有方針　
1.�当社は、業務提携の強化等純投資以外の観点から、当
社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判
断される上場企業の株式等（以下「政策保有株式」とい
います。）を取得し保有することができるものとします。
2.�当社が保有する政策保有株式について、中長期的な経
済合理性や将来の見通し等を勘案の上、その保有の狙
い・合理性について取締役会において毎年度検証する
とともに、検証の内容を開示します。
3.�政策保有株式の議決権行使について、その議案が当社
の保有方針に適合するかどうかに加え、当該企業の効
率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待
できるかどうかなどを個別に精査したうえで、議案への
賛否を判断します。

政策保有株式の保有の合理性を検証する方法、取締役
会等の検証内容結果
日本郵政（株）が保有する政策保有株式の検証に当
たっては、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を勘
案の上、その保有の狙い・合理性について取締役会にお
いて毎年度検証するとともに、検証の内容を開示するこ
ととしております。
2019年6月の取締役会において、上記主旨に則り、検
証した結果、日本郵政（株）の保有する政策保有株式1銘
柄について、継続保有が適当であることを確認いたしま
した。

日本郵政グループは業務を行うにあたり、以下のよう
な各種の法的規制等の適用を受けております。
① 郵便法等に基づく規制
郵便法上、郵便事業は当社の連結子会社である日本郵便が独占的に行う
こととされておりますが、郵便約款の変更や業務委託の認可制、全国一律
料金制度、定形郵便物の料金制限、郵便料金の届出制(第三種郵便物及
び第四種郵便物については認可制)といった、本事業特有の規制又は他
の事業や他社とは異なる規制を受けております。

② 銀行法及び保険業法に基づく規制
当社グループの銀行業及び生命保険業においては、これらの事業に一
般的に適用される銀行法及び保険業法といった金融業規制を受けてお
ります。

(a) ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険に対する規制
銀行業を営む当社の連結子会社であるゆうちょ銀行及び生命保険業を営
む当社の連結子会社であるかんぽ生命保険(両社について、以下「金融２
社」と総称します。)は、それぞれ銀行法及び保険業法に基づき、金融庁の
監督を受けており、内閣総理大臣からの委任を受けた金融庁長官による、
法令違反等による免許取消し並びに業務の健全性かつ適切な運営を確
保する等のために必要があると認めるときの業務停止及び立入検査等を
含む広範な監督に服しております。
ゆうちょ銀行は、銀行法及び関連業規制に基づき、法令により定められた
業務以外の業務を営むことができず、また、自己資本の充実度合いを計
る基準である自己資本比率について、自己資本比率(国内基準)を4.0％以
上に維持すること等が必要とされています。また、かんぽ生命保険は、保
険業法及び関連業規制に基づき、法令に基づき定められた業務以外の業
務を行うことができず、また、大災害や株価の大暴落など、通常の予測を

超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判
断する指標の一つであるソルベンシー・マージン比率を200％以上に維
持すること等が必要とされています。2019年３月31日現在、ゆうちょ銀
行の連結自己資本比率は15.80％、かんぽ生命保険の連結ソルベンシー・
マージン比率は1,189.8％であり、いずれも法令上の規制比率に比べ相
当程度高い水準を確保しております。

(b) 日本郵便に対する規制
日本郵便は、当社グループの金融窓口事業に関連して、ゆうちょ銀行を所
属銀行とする銀行代理業者として、また、かんぽ生命保険を所属保険会社
等とする生命保険募集人として、銀行法及び保険業法に基づき、金融庁の
監督に服しております。
また、日本郵便は、銀行代理業者として、内閣総理大臣の承認を得ない限
り、法令により定められた業務以外の業務を営むことができず、また、分
別管理義務、銀行代理業務を行う際の顧客への説明義務、断定的判断の
提供等の一定の禁止行為等の規制を受けております。また、生命保険募
集人として、顧客に対する説明義務、虚偽説明等の一定の禁止行為等の
規制を受けております。

(c) 当社に対する規制
当社自身も銀行持株会社及び保険持株会社として、銀行法及び保険業法
に基づき金融庁の監督に服するとともに、当社の連結自己資本比率(国
内基準)を4.0％以上に維持すること及び当社の連結ソルベンシー・マー
ジン比率を200％以上に維持すること等が必要とされるほか、顧客の利
益保護のための体制の整備や事業年度毎の規制当局に対する業務報告
書等の提出の義務等を負っております。なお、2019年３月31日現在、当
社の連結自己資本比率は17.73％、連結ソルベンシー・マージン比率は
670.7％であり、いずれも法令上の規制比率に比べ相当程度高い水準を
確保しております。�

(d) 事業の前提となる許認可
当社グループは、主として以下のような許認可等を受けております。

許認可等の名称 根拠条文 会社名 有効期限 許認可等の取消事由等
銀行持株会社の認可 銀行法第52条の17第１項 日本郵政株式会社 なし 同法第52条の34第１項
保険持株会社の認可 保険業法第271条の18第１項 日本郵政株式会社 なし 同法第271条の30第１項
銀行代理業の許可 銀行法第52条の36第１項 日本郵便株式会社 なし 同法第52条の56第１項
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許認可等の名称 根拠条文 会社名 有効期限 許認可等の取消事由等
生命保険募集人の登録 保険業法第276条 日本郵便株式会社 なし 同法第307条第１項

銀行業の免許 銀行法第４条第１項 株式会社ゆうちょ銀行 なし 同法第26条第１項、第27条、第28条
生命保険業の免許 保険業法第３条第４項 株式会社かんぽ生命保険 なし 同法第132条第１項、第133条、第134条

③ 当社グループ固有に適用される規制等
当社及び日本郵便は、郵政民営化法等に基づき、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び
債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が、利用者本位の簡
便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに、将来にわたりあま
ねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持
する法律上の義務を負っています(かかる義務に基づき郵便局ネットワークを通じて行
われる役務提供を、以下「ユニバーサルサービス」といいます。)。
ユニバーサルサービスについては、2013年10月に、総務大臣が「郵政事業のユニ
バーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方」について、その諮
問機関である情報通信審議会郵政政策部会に諮問を行い、同審議会において、2015
年９月28日に答申が出されました。
答申において、ユニバーサルサービスの確保について、短期的には、「日本郵政及び
日本郵便は自らの経営努力により現在のサービスの範囲・水準の維持が求められる」、
「また、国は、ユニバーサルサービス確保に向けたインセンティブとなるような方策に
ついて検討することが必要である」、中長期的には、「郵政事業を取り巻く環境の変化
やこれに応じた国民・利用者が郵政事業に期待するサービスの範囲・水準の変化も踏
まえて、ユニバーサルサービスの確保の方策やコスト負担の在り方について継続的に
検討していくことが必要」とされています。
答申を受けて実施される政府の施策の内容によっては、当社グループの事業、業績及
び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、情報通信審議会は郵政事業のユニバーサルサービスコストの試算を行っており
ますが、審議会が独自に試算したものであり、当社グループが作成したものではあり
ません。
また、当社及び日本郵便は、それぞれ日本郵政株式会社法及び日本郵便株式会社法
に基づき、新規業務、株式の募集、取締役の選解任(当社のみ)、事業計画の策定、定款
の変更、合併、会社分割、解散等を行う場合には、総務大臣の認可(ただし、日本郵便の
新規業務については総務大臣への届出)が必要とされています。また、金融２社は、銀
行法又は保険業法に基づく規制に加え、同種の業務を営む事業者との対等な競争条
件を確保するため、郵政民営化法に基づき、新規業務、子会社対象金融機関等(ゆう
ちょ銀行)・子会社対象会社(かんぽ生命保険)の保有、合併、会社分割、事業の譲渡・譲
受け等を行う場合には、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要とされているほか、
ゆうちょ銀行においては銀行を、かんぽ生命保険においては保険会社等を子会社とし
て保有することはできません。さらに、銀行業における預入限度額規制、生命保険業に
おける加入限度額規制が課される等、同業他社とは異なる規制が課されております。
�
(参考) ゆうちょ銀行における預入限度額
ゆうちょ銀行は、郵政民営化法により、当座預金に相当する振替貯金を除き、原則とし
て一の預金者から、受入れをすることができる預金等の額が制限されております。（法
第107条、郵政民営化法施行令第2条）
イ．通常貯金、定額貯金、定期貯金等（ロ.を除く。）・・・あわせて1,300万円
ロ．財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円
ただし、イ．及びロ．の限度額には、郵政民営化前に預入した郵便貯金（郵政管理・支援
機構に引き継がれたもの）も含まれます。
なお、2019年3月13日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基
づき、同政令の施行日である2019年4月1日から預入限度額が下記のとおり変更とな
りました。また、預金保険制度による貯金の保護の範囲については変更ありません。
イ．通常貯金・・・1,300万円
ロ．定期性貯金(定額貯金及び定期貯金等。郵政民営化前に預入した郵便貯金（郵政管
理・支援機構に引き継がれたもの)を含み、ハ．を除く。)・・・1,300万円
ハ．財形定額貯金、財形年金定額貯金、財形住宅定額貯金・・・あわせて550万円

(参考) かんぽ生命保険における加入限度額
かんぽ生命保険の保険契約については、郵政民営化法及び関連法令により、被保険者
１人について加入できる保険金額などの限度(加入限度額)が定められております。(法
第137条、郵政民営化法施行令第６条、第７条及び第８条)
なお、被保険者が郵政民営化前の簡易生命保険契約に加入している場合には、加入限
度額は、以下の金額から簡易生命保険契約の保険金額等を差し引いた額となります。
イ. 基本契約の保険金額の加入限度額
ⅰ� 被保険者が満15歳以下のとき　700万円
ⅱ� 被保険者が満16歳以上のとき　1,000万円(特定養老保険の保険金額は500万
円、被保険者が満55歳以上の場合の特別養老保険の保険金額は、加入している普通
定期保険とあわせて800万円)
ただし、被保険者が満20歳以上55歳以下の場合は、一定の条件(加入後４年以上経過

した保険契約がある場合など)のもとに、累計で2,000万円まで
ロ. 年金額(介護割増年金額を除きます。)の加入限度額
年額90万円(初年度の基本年金額)(夫婦年金保険及び夫婦年金保険付夫婦保険の配
偶者である被保険者に係る額を除きます。)
ハ. 特約保険金額の加入限度額
ⅰ　疾病にかかったこと、傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の
状態、傷害を受けたことを直接の原因とする死亡及びこれらに類するものに対する保
障・・・あわせて1,000万円
ⅱ　上記に掲げるものに関し、治療を受けたことに対する保障・・・1,000万円
（注）特約の保険金額は、当該特約を付加する基本契約の保険金額の範囲内が限度と
なります。ただし、2019年4月から販売を開始している引受基準緩和型無配当総合医
療特約の保険金額については、当該特約を付加する基本契約の加入年齢等が5倍型
又は2倍型に加入できる加入年齢等の範囲内であるときは、基本契約の保険金額の5
倍又は2倍が限度となります。先進医療特約の保険金額については、当該特約を付加
する基本契約の保険金額を超えることができ、一律300万円となっております。
ニ.�払込保険料総額の加入限度額
財形積立貯蓄保険及び財形住宅貯蓄保険・・・あわせて550万円(財形商品について
は、他に、関連法令による払込保険料総額等の制限があります。)

④  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の概要
及び金融２社との業務委託契約への影響

2018年12月１日、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正す
る法律が施行されました。これにより、2019年４月１日に独立行政法人郵便貯金・簡易
生命保険管理機構の名称が「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネット
ワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」といいます。)」に変更されることとなり、ま
た、郵政管理・支援機構の目的として、「郵便局ネットワークの維持の支援のための交
付金を交付することにより、郵政事業に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もっ
て利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与すること」が追加されることとなり
ました。
郵便局ネットワーク維持に要する費用は、従来、日本郵便と関連銀行・関連保険会社と
の間の契約に基づく委託手数料により賄われていましたが、当該費用のうち、日本郵
便が負担すべき額を除く基礎的費用は、本法に基づき、2020年３月期から、ゆうちょ
銀行及びかんぽ生命保険からの拠出金を原資として郵政管理・支援機構から日本郵
便に交付される交付金で賄われることとなります。
当該基礎的費用の算定方法は、直近の郵便局ネットワークの維持の状況を基礎とした
次の費用の合計額となります。�
ア　あまねく全国において郵便局でユニバーサルサービスが利用できるようにするこ
とを確保するものとなるように郵便局ネットワークを最小限度の規模の郵便局により
構成するものとした場合における人件費、賃借料、工事費その他の郵便局の維持に要
する費用、現金の輸送及び管理に要する費用、並びに固定資産税及び事業所税�
イ　簡易郵便局で郵政事業に係る基本的な役務が利用できるようにすることを確保
するための最小限度の委託に要する費用�
当該基礎的費用及び交付金・拠出金の算定等に係る郵政管理・支援機構の事務経費
は、郵便窓口業務、銀行窓口業務又は保険窓口業務において見込まれる利用者による
郵便局ネットワークの利用の度合等に応じて按分され、銀行窓口業務に係る按分額を
ゆうちょ銀行が、保険窓口業務に係る按分額をかんぽ生命保険が拠出金として拠出す
ることとなり、拠出金の額は郵政管理・支援機構が年度ごとに算定し、総務大臣の認可
を受けることとされております。なお、2020年３月期にゆうちょ銀行が支払う拠出金
の額は2,378億円、かんぽ生命保険が支払う拠出金の額は575億円です。
また、2020年３月期から、郵便局ネットワークの維持に要する基礎的費用は、日本郵便
が負担すべき額を除き、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険からの拠出金を原資として
郵政管理・支援機構から日本郵便に交付される交付金で賄われることとなり、これを
契機にゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険が業務委託契約等に基づいて日本郵便に支
払っている委託手数料についても2020年３月期から見直しを行っております。銀行代
理業務手数料は、郵便局ネットワーク維持に係る「窓口基本手数料」を廃止するなど、保
険代理業務手数料は、保有契約件数等に応じて支払われる「維持・集金手数料」のうち、
郵便局数等に応じて支払われる手数料を対象に減額するなどの見直しを行いました。

⑤  ＷＴＯ(World Trade Organization：世界貿易機関)による政府調達ルール
公社を承継した機関として、当社、日本郵便、金融２社が政府調達協定その他の国際約
束の適用を受ける物品等を調達する場合には、国際約束に定める手続の遵守が求め
られます。



第14回　定時株主総会

2018年度個人投資家向け説明会

2018年度決算説明会・スモールミーティング
（機関投資家・アナリスト向け）

機関投資家・アナリストとの対話回数
（2018年度）

国内外のIRカンファレンスへの参加回数
（2018年度）

開催日時：2019年6月19日
ご出席者数：918人

開催回数：23回
ご参加者数：約1,460人

開催回数：7回

対話回数：約200回
（うち海外投資家との個別面談 約120回）

参加回数：6回

●IR年間スケジュール

●2018年度の活動実績

●株主総利回りの推移（2018年4月～2019年3月）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

期末決算発表 第1四半期決算発表 第2四半期決算発表 第3四半期決算発表

株主総会 統合報告書発行 中間ディスクロージャー誌発行
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0.7
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※ 2016年3月31日の終値を1とした配当込株価（配当再投資）

̶̶ 日本郵政（配当込み）
̶̶ T O P I X（配当込み）
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株主との対話

適切な情報開示

日本郵政グループは、持続的成長と中長期的な企業価
値の向上に資するため、株主、投資家等の皆さまに対し
て、正確かつ公平に、情報を開示するとともに、建設的な

対話に努め、対話を通じていただいたご要望などを経営
陣が共有し、経営改善に活かしております。

金融商品取引法その他の関係法令および東京証券取
引所が定める有価証券上場規程等に基づく開示につい
ては、「EDINET」、「TDnet」、当社Webサイト等定められ

た手段を通じて行っています。また、前記の方法により開
示した情報以外の情報の開示については、当社Webサイ
トに掲載すること等により行っています。

2019年6月19日�第14回定時株主総会 2019年5月22日�2018年度決算説明会

〈株主総利回り（2016年3月末日基準）〉
日本郵政（配当込み） TOPIX（配当込み）

2017年3月末 ▲3.7％ 14.7％
2018年3月末 ▲7.6％ 32.9％
2019年3月末 ▲3.3％ 26.2％

●2018年度の活動実績

第14回　定時株主総会 開催日時：2019年6月19日
ご出席者数：918人

2018年度個人投資家向け説明会 開催回数：23回
ご参加者数：約1,460人

2018年度決算説明会・スモールミーティング（機関投資家・アナリスト向け） 開催回数：7回

機関投資家・アナリストとの対話回数（2018年度） 対話回数：約200回
（うち海外投資家との個別面談�約120回）

国内外のIRカンファレンスへの参加回数（2018年度） 参加回数：6回
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サステナビリティ 取締役の紹介

長
なが

門
と

 正
まさ

貢
つぐ

取締役兼代表執行役社長
指名委員　報酬委員
持株数　3,800株
取締役在任年数　4年
取締役会出席状況　11／12回
（91.7%）
指名委員会出席状況　3／3回
（100%）
報酬委員会出席状況　3／3回
（100%）

池
いけ

田
だ

 憲
のり

人
と

取締役
持株数　1,100株
取締役在任年数　3年
取締役会出席状況　12／12回
（100％）

植
うえ

平
ひら

 光
みつ

彦
ひこ

取締役
持株数　700株
取締役在任年数　2年
取締役会出席状況　
11／12回（91.7％）

鈴
すず

木
き

 康
やす

雄
お

取締役兼代表執行役上級
副社長
内部統制総括担当
持株数　8,800株
取締役在任年数　6年
取締役会出席状況　12／12回
（100％）

横
よこ

山
やま

 邦
くに

男
お

取締役
持株数　2,300株
取締役在任年数　3年
取締役会出席状況　12／12回
（100％）

向
むか

井
い

 理
り

希
き

取締役
監査委員（常勤）
持株数　1,500株
取締役在任年数　2年
取締役会出席状況　12／12回
（100%）
監査委員会出席状況　20／20回
（100%）

三
み

村
むら

 明
あき

夫
お

社外取締役
指名委員長
持株数　−株
取締役在任年数　6年
取締役会出席状況　10／12回
（83.3%）
指名委員会出席状況　3／3回
（100%）

重要な兼職の状況
日本郵便（株）取締役、（株）ゆうちょ銀行取締役、（株）
かんぽ生命保険取締役
略歴
2000年6月	（株）日本興行銀行執行役員　2001年6月	
同社常務執行役員　2002年4月	（株）みずほ銀行常務
執行役員　2003年4月	（株）みずほコーポレート銀行
常務執行役員　2006年6月	富士重工業（株）専務執行	
役員　2007年6月	 同社取締役兼専務執行役員　
2010年6月	同社代表取締役副社長　2011年6月	シ
ティバンク銀行（株）取締役副会長　2012年1月	同社
取締役会長　2015年5月	（株）ゆうちょ銀行取締役兼
代表執行役社長　2015年6月	日本郵政（株）取締役　
2016年4月	同社取締役兼代表執行役社長（現任）	日本
郵便（株）取締役（現任）	（株）ゆうちょ銀行取締役（現任）
　2016年6月	（株）かんぽ生命保険取締役（現任）

重要な兼職の状況
（株）ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長、
（株）ファンケル社外取締役
略歴
1996年6月	（株）横浜銀行取締役　2001年4月	同
社代表取締役　2003年6月	同社取締役	横浜キャピ
タル（株）代表取締役会長　2003年12月	（株）足利
銀行頭取（代表取締役）　2004年6月	同社頭取（代
表執行役）　2008年9月	Ａ.Ｔ.カーニー特別顧問　
2012年2月	（株）東日本大震災事業者再生支援機構
代表取締役社長　2016年4月	（株）ゆうちょ銀行代
表執行役社長　2016年6月	同社取締役兼代表執行
役社長（現任）	日本郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
（株）かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長
略歴
2012年6月	東京海上ホールディングス（株）執行役
員　2013年6月	（株）かんぽ生命保険常務執行役　
2015年6月	同社専務執行役　2017年6月	同社取
締役兼代表執行役社長（現任）	日本郵政（株）取締役
（現任）

重要な兼職の状況
日本郵便（株）取締役
略歴
2005年5月	総務省郵政行政局長　2006年7月	同
省情報通信政策局長　2007年7月	同省総務審議官
（郵政・通信担当）　2009年7月	 同省総務事務次官
　2010年1月	同省顧問　2010年10月	（株）損害保
険ジャパン顧問　2013年6月	日本郵政（株）取締役
兼代表執行役副社長	日本郵便（株）取締役（現任）　
2015年6月	日本郵政（株）取締役兼代表執行役上級
副社長（現任）

重要な兼職の状況
日本郵便（株）代表取締役社長兼執行役員社長
略歴
2006年2月	日本郵政（株）執行役員　2007年10月	
同社専務執行役　2009年10月	（株）三井住友銀行
執行役員　2011年4月	同行常務執行役員　2013
年5月	三井住友アセットマネジメント（株）副社長執行
役員　2013年6月	同社取締役副社長兼副社長執行	
役員　2014年4月	 同社代表取締役社長兼CEO	
2016年6月	日本郵便（株）代表取締役社長兼執行役
員社長（現任）	日本郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
なし
略歴
2007年4月	日本郵政公社執行役員　2007年10月	
（株）ゆうちょ銀行常務執行役　2017年6月	日本郵
政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
日本製鉄（株）社友名誉会長、日本商工会議所会頭、東
京商工会議所会頭、（株）日本政策投資銀行社外取締
役、（株）INCJ社外取締役、東京海上ホールディングス
（株）社外取締役、（株）日清製粉グループ本社社外取
締役
略歴
1993年6月	新日本製鐵（株）（現日本製鉄（株））取締
役　1997年4月	同社常務取締役　2000年4月	同
社代表取締役副社長　2003年4月	同社代表取締役
社長　2008年4月	同社代表取締役会長　2012年
10月 新日鐵住金（株）（現日本製鉄（株））取締役相談
役　2013年6月	日本郵政（株）取締役（現任）	新日
鐵住金（株）（現日本製鉄（株））相談役　2013年11月	
同社相談役名誉会長　2018年6月	同社社友名誉会
長　2019年4月	日本製鉄（株）社友名誉会長（現任）

八
や

木
ぎ

　柾
ただし

社外取締役　
監査委員長
報酬委員
持株数　5,400株
取締役在任年数　6年
取締役会出席状況　12／12回（100%）
監査委員会出席状況　20／20回
（100%）
報酬委員会出席状況　3／3回（100%）

重要な兼職の状況
（株）共同通信社顧問
略歴
2008年1月	社団法人共同通信社（現一般社団法人
共同通信社）名古屋支社長（理事待遇）　2010年6月	
同社常務監事　2012年6月	同社特別顧問　2013
年6月	 日本郵政（株）取締役（現任）	（株）共同通信
会館監査役　2015年6月	（株）共同通信社監査役　
2016年6月	（株）共同通信社顧問（現任）
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チャールズ・
ディトマース・
レイク二世
社外取締役
持株数　―株
社外取締役在任年数　3年
取締役会出席状況　
12／12回（100％）

肥
こえ

塚
づか

 見
み

春
はる

社外取締役
監査委員
持株数　400株
取締役在任年数　1年
取締役会出席状況　10／10回
（100%）
監査委員会出席状況　15／15回
（100%）

秋
あき

山
やま

 咲
さき

恵
え

社外取締役
監査委員
持株数　—株

青
あお

沼
ぬま

 隆
たか

之
ゆき

社外取締役
監査委員
持株数　—株

石
いし

原
はら

 邦
くに

夫
お

社外取締役
指名委員
持株数　6,200株
取締役在任年数　4年
取締役会出席状況　12／12回
（100%）
指名委員会出席状況　3／3回
（100%）

広
ひろ

野
の

 道
みち

子
こ

（藤
ふじ

井
い

	道
みち

子
こ

）
社外取締役
持株数　2,300株
社外取締役在任年数　3年
取締役会出席状況　
12／12回（100％）

岡
おか

本
もと

　毅
つよし

社外取締役
報酬委員長
持株数　600株
取締役在任年数　1年
取締役会出席状況　10／10回
（100%）
報酬委員会出席状況　2／2回
（100%）

重要な兼職の状況
アフラック生命保険（株）代表取締役会長、アフラック・
インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社
長、東京エレクトロン（株）社外取締役
略歴
1992年8月	米国通商代表部（USTR）日本部長　1993年7月	同
代表部日本部長兼次席通商代表付法律顧問　1995年1月	デュー
イ・バレンタイン法律事務所米国弁護士　1999年6月	アメリカン
ファミリー　ライフ　アシュアランス　カンパニー　オブ　コロン
バス（アメリカンファミリー生命保険会社）日本支社執行役員・法律
顧問　2001年7月	同社副社長　2003年1月	同社日本における
代表者・社長　2005年4月	同社日本における代表者・副会長
2008年7月	 同社日本における代表者・会長　2014年1月	アフ
ラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長（現
任）　2016年6月	日本郵政（株）取締役（現任）　2018年4月	アフ
ラック生命保険（株）代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
（株）髙島屋顧問、（株）岡山髙島屋取締役、Dear	
Mayuko（株）顧問､南海電気鉄道（株）社外取締役
略歴
2007年5月	（株）髙島屋執行役員　2009年3月	同
社上席執行役員　2010年2月	（株）岡山髙島屋代表	
取締役社長　2013年5月	（株）髙島屋取締役　
2013年9月	同社代表取締役専務	（株）岡山髙島屋
取締役（現任）　2016年3月	（株）髙島屋取締役　
2016年5月	同社顧問（現任）　2016年10月	 Dear	
Mayuko（株）代表取締役社長　2018年3月	同社顧
問（現任）　2018年6月	日本郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
（株）サキコーポレーションファウンダー（顧問）、ソニー
（株）社外取締役､オリックス（株）社外取締役
略歴
1994年4月	（株）サキコーポレーション設立　代表取
締役社長　2018年9月	同社ファウンダー（顧問）（現
任）　2019年6月	日本郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
弁護士、ユニー・ファミリーマートホールディングス
（株）社外監査役
略歴
2005年4月	 大阪地方検察庁公判部長　2010年1
月	最高検察庁検事　2010年12月	法務省保護局長
　2014年7月	東京地方検察庁検事正　2015年12
月	最高検察庁次長検事　2016年9月	名古屋高等
検察庁検事長　2018年2月	シティユーワ法律事務
所弁護士（現任）　2019年6月	日本郵政（株）取締役
（現任)

重要な兼職の状況
東京海上日動火災保険（株）相談役、東京急行電鉄
（株）社外監査役、（株）ニコン社外取締役
略歴
1995年6月	東京海上火災保険（株）取締役　1998
年6月	 同社常務取締役　2000年6月	 同社専務取
締役　2001年6月	 同社取締役社長　2002年4月	
（株）ミレアホールディングス取締役社長　2004年 
10月	 東京海上日動火災保険（株）取締役社長　
2007年6月	同社取締役会長	（株）ミレアホールディ
ングス取締役会長　2008年7月	 東京海上ホール
ディングス（株）取締役会長　2013年6月	東京海上
日動火災保険（株）相談役（現任）　2015年6月	日本
郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
なし
略歴
1997年5月　（株）ポッカクリエイト専務取締役　
1998年7月	（株）エムヴィシー上級副社長　1998年 
7月	 タリーズコーヒージャパン（株）取締役副社長
　2000年3月	 21LADY（株）設立　代表取締役社長
（現任）　2002年6月	（株）洋菓子のヒロタ代表取締
役　2010年3月	（株）イルムスジャパン代表取締役
社長　2011年11月	（株）洋菓子のヒロタ代表取締
役会長兼社長　2014年6月	日本郵便（株）社外取締
役　2016年6月	日本郵政（株）取締役（現任）

重要な兼職の状況
東京ガス（株）相談役、旭化成（株）社外取締役､三菱地
所（株）社外取締役
略歴
2002年6月	 東京ガス（株）執行役員　2004年4月	
同社常務執行役員　2004年6月	同社取締役常務執
行役員　2007年4月	同社代表取締役副社長執行役
員　2010年4月	 同社代表取締役社長執行役員　
2014年4月	同社取締役会長　2016年6月	（株）ゆう
ちょ銀行社外取締役　2018年4月	東京ガス（株）取
締役相談役　2018年6月	日本郵政（株）取締役（現
任）　2018年7月	東京ガス（株）相談役（現任）
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取締役会の現状について、どのようにお考
えでしょうか。

日本郵政株式会社は、指名委員会等設置会社として独
立社外取締役が取締役の過半数を占める取締役会構成
となっており、業務執行については、執行役社長以下で実
施し、取締役会は業務執行の監督を行う、という役割分担
です。
したがって、取締役会に上がってくる案件は、基本的に
は執行部で十分検討されたものですが、社外取締役に期
待されている役割は、それぞれの持つ専門分野での知見
や経験を踏まえて、重要な案件の審議を行い、また客観
的な立場から業務執行全般を監督することです。

当社取締役会においては、審議の活発化のために、社
外取締役が意見を述べやすい雰囲気が確保されていま
すし、取締役懇談会も一定の機能を果たしていると思い
ます。また、社外取締役からの質問や、取締役会実効性評
価で出された意見についても、真摯に対応されていると
感じています。
ガバナンスには「これさえやっておけばOK」という絶対
的な正解はありませんので、絶えず工夫を重ねて実効性
を確保することが重要です。当社が置かれている経営環
境や課題を踏まえて、今後も不断の努力を続けてほしい
と思いますし、私自身も社外取締役として、引き続きそれ
に貢献していきたいと考えています。

日本製鉄株式会社社友名誉会長
日本商工会議所会頭

社外取締役

三村　明夫
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日本郵政グループの現状（特徴、強み等）
についてどのようにお考えか、お聞かせく
ださい。

まず足元の日本が置かれている状況は、アベノミクス
によって長らく続いたデフレからようやく脱し、経済は正
常化しつつあります。一方で、経済全体としては供給力不
足の中で、人手不足が最大の課題となっています。また、
金融緩和が長く続く中で、金融機関の経営も厳しくなっ
ているのが実態だと思います。さらに中長期的には、人口
減少の中でも生産性向上、地方創生、社会保障の持続性
確保を実現していかなければなりません。
こうした中で、日本郵政グループの果たすべき役割は
極めて大きいと考えています。そもそも郵政事業は、明
治4年の郵便業務の開始以来、我が国の最重要インフラ
の一つとして、郵便・貯金・保険の充実したサービスの提
供を通じて、豊かな国民生活や地域社会の実現に貢献し
てきました。
その過程で全国に整備された郵便局を通じたネット
ワークとそれに対する信頼は、日本郵政の持つ最大の資
産であり、今後は、これらを有効に活用して、公共性と収
益性の両立、人手不足の中での生産性向上、他ステーク
ホルダーと連携した価値創造や地方創生等の課題に取り
組んでいくことが問われていると思います。

日本郵政グループが企業価値を高めてい
くために、どのようなことが必要だとお考
えでしょうか。

日本郵政グループの持つ、全国に張り巡らされた郵便
局のネットワーク、顧客基盤、人材、土地等の持てる資産
と強みをフル活用し、それぞれの事業において、世の中
の課題を解決しつつ、それを自らの収益基盤とする取り
組みが必要だと思います。
とりわけ生産性の向上については、AI、IT、IoT等のデ
ジタル技術や自動運転等、最新技術の具体的なシーズが
出てきている一方で、民間企業においても人手不足の中
でどうやって事業の持続可能性を維持していくのか、また
地方においても人口減少の中で必要なサービスをどう維
持していくのか、といったニーズが高まっています。
私も参画している未来投資会議などでの検討を経て、

政府も規制緩和などでこうした動きを後押ししており、東
京オリンピック・パラリンピックの開催される2020年を主
なターゲット・イヤーとして、各分野で実証実験等の具体
的な取り組みが多数始まっています。
日本郵政グループとしても、既に自動運転や配送ロボッ

ト等の活用の試みを開始していますが、より本格的な社
会実装に向け、さらに積極的に取り組んでいくべきだと
思います。また、事業ごとに互いの強みを持ち寄り、相互
補完的な役割を発揮できる社外のパートナーとの連携を
強化していくことも重要です。

指名委員長として、取締役選任について 
どのようにお考えか、お聞かせください。

その時々の事業特性・経営環境・経営課題などを踏ま
え、最適な経営者を選任することは、どの会社にとっても
最も重要な事項です。日本郵政では、社内取締役・社外
取締役ともに、あるべき人材像について取締役候補者指
名基準を定めた上で、具体的な人選については、年2〜3
回開催される指名委員会において審議の上、決議してい
ます。
社内取締役については、幅広い事業分野を有する日本
郵政の取締役としてふさわしい人物を計画的に育成して
いくことが重要であり、指名委員である執行役社長と社
外取締役が真摯に意見を交わしつつ、中長期的な視野で
育成・選任にあたるべきだと考えています。
社外取締役についても、取締役会等を通じた監督責任
が果たせるよう、多様な分野の専門性と優れた識見を持
ち寄り、率直で闊達な意見交換ができることが重要です。
社外取締役の一つの役割は、情報量では執行部門にかな
いませんから、あまり枝葉の議論に終始するのではなく、
いわゆる「社内の常識」とは異なる視点から、議案の本質
を突くような「良い質問」を投げかけ、経営に気づきを与
えることです。
今後も、執行部門や他の社外取締役と意見交換しなが

ら、当社に最適な取締役および取締役会のあり方につい
て、率直に意見を申し上げたいと思います。



監査委員会
リスク管理統括部

日本郵政株式会社

取締役会

経営会議代表執行役社長
個別リスク管理部署

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

日本郵便株式会社

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

株式会社ゆうちょ銀行

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

株式会社かんぽ生命保険

グループリスク管理

●日本郵政グループにおけるリスク管理の枠組み
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サステナビリティ 日本郵政グループのリスク管理

　日本郵政（株）は、持株会社としてグループのリスクを適切に管理することが経営の重要課題
のひとつであると認識し、グループリスク管理における基本方針を定めて、グループ各社の共
通の認識のもと、グループとしてのリスク管理態勢を整備しています。
　特にグループ各社間のリスク伝播を遮断させることに重点を置くとともに、（株）ゆうちょ銀
行、（株）かんぽ生命保険の金融二社に対しては、独立した金融機関として十分なリスク管理態
勢を構築し、自律的なリスク管理が実施されていることを確認しています。

グループリスク管理における基本方針として、リスク
管理の基本原則、グループ各社が管理対象とすべきリス
ク区分などリスク管理にあたって遵守すべき基本事項を
定め、グループのリスク管理を実施しています。
グループ会社の取締役または執行役は、リスク管理の
重要性について認識し、リスク管理の方針について社員
に通知しリスク管理態勢の整備及びその適正な運用に
努める役割を担っております。
また、グループ全体のリスクを統括して管理する部署
として「リスク管理統括部」を設置し、グループ各社のリ
スク管理に関する事項の報告を受け、または協議を行う
ことを通じて、グループ全体のリスクを的確に把握する
態勢を構築しています。
グループ各社のリスク管理の状況は、定期的に取締役
会及び経営会議にリスクを担当する執行役が報告する
とともに、経営会議ではグループリスク管理の方針やグ
ループリスク管理態勢などの協議を行っています。また、

取締役会は、業務執行を行う執行役に対する適切な監督
を行っております。
リスク管理にかかわる組織、役員・社員の権限・責任に
ついては、利益相反関係が生じないように留意し、適切
な相互牽制機能が発揮できる態勢を整備しています。
（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険における市場
リスク・信用リスクなどの金融事業特有のリスクについて
は、それぞれの会社において計量化するリスクを特定し、
客観性・適切性を確保した統一的な尺度であるVaR（バ
リュー・アット・リスク）※などにより計測しています。
日本郵政（株）は、個々の会社ごとに計測されたリスク
量が各社の資本量に対して適正な範囲に収まることを
確認することによりリスク量を管理しています。
また、通常のリスク計測では捉えられないリスクを把
握するために各社が行うストレステストの実施状況を確
認し、取締役会及び経営会議に報告しています。加えて、
日本郵政（株）及び日本郵政グループは、バーゼル規制

グループのリスク管理態勢



監査委員会
リスク管理統括部

日本郵政株式会社

取締役会

経営会議代表執行役社長
個別リスク管理部署

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

日本郵便株式会社

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

株式会社ゆうちょ銀行

リスク管理統括部署

個別リスク管理部署

株式会社かんぽ生命保険

グループリスク管理

●日本郵政グループにおけるリスク管理の枠組み
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グループ各社においては、リスク管理を経営上の重要
課題と認識し、それぞれ、グループリスク管理の基本方
針に基づき、各々の事業内容に沿ったリスクを特定のう
え、リスクの特性に応じた管理態勢を整備し、自律的な

リスク管理を実施しています。各社ともリスク管理を統
括する部署を設置・設定し、個別リスクの管理部署ととも
に、牽制機能を確保した態勢を構築しています。

グループ各社のリスク管理態勢

をはじめとする国内外の金融規制に従い自己資本比率
やソルベンシー・マージン比率等による管理を行うとと
もに、規制当局からの求めに応じたレポートの提出等、必
要な対応、開示を行っております。
さらに、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行及び（株）かん

ぽ生命保険の各社の業務に係るオペレーショナルリスク
管理の状況については、定期的にモニタリングを行うなど
適切な把握に努め、グループとして連携を強化しつつ再
発防止を図るなどリスク管理の強化に取り組んでいます。
※	VaR（Value	at	Risk）：保有する資産・負債に一定の確率のもとで起こり得る最大の
損失額を把握するための統計的手法	

リスク区分 定　　　義

保険引受リスク
経済情勢や保険事故の発生率などが保
険料設定時の予測に反して変動するこ
とにより、損失を被るリスク

信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化などによ
り、資産（オフ・バランス資産を含む）
の価値が減少ないし消失し、損失を被
るリスク

市場リスク

金利、為替、株式などのさまざまな市
場のリスク・ファクターの変動により、
資産・負債（オフ・バランスを含む）
の価値が変動し損失を被るリスク、資
産・負債から生み出される収益が変動
し損失を被るリスク。なお、市場リス
クは次の３種類のリスクからなる。

①金利リスク

金利変動に伴い損失を被るリスクで、
資産と負債の金利または期間のミス
マッチが存在しているなかで金利が変
動することにより、利益が低下ないし
損失を被るリスク

②価格変動リスク 有価証券などの価格の変動に伴って資
産価格が減少するリスク

③為替リスク

外貨建資産 ･ 負債についてネット ･
ベースで資産超または負債超ポジショ
ンが造成されていた場合に、為替の価
格が当初予定されていた価格と相違す
ることによって損失が発生するリスク

資産運用リスク

保有する資産・負債（オフ・バランス
を含む）の価値が変動し、損失を被る
リスク。なお、資産運用リスクは次の
信用リスク、市場リスクおよび不動産
投資リスクからなる。

①信用リスク 上記「信用リスク」に同じ

②市場リスク 上記「市場リスク」に同じ

③不動産投資リスク

賃貸料などの変動などを要因として不
動産に係る収益が減少する、または市
況の変化などを要因として不動産価格
自体が減少し、損失を被るリスク

リスク区分 定　　　義

流動性リスク

①財務内容の悪化などにより必要な資
金確保が困難になる、または通常よ
りも著しく高い金利での資金調達も
しくは著しく低い価格での取引を余
儀なくされることにより損失を被る
リスク（資金繰りリスク）
②市場の混乱などにより市場において
取引ができなかったり、通常よりも
著しく不利な価格での取引を余儀な
くされることにより損失を被るリス
ク (市場流動性リスク )

オペレーショナル
リスク

業務の過程、役員・社員などの活動も
しくはシステムが不適切であることま
たは外生的な事象により損失を被るリ
スク。なお、グループ会社共通で対象
とすべきオペレーショナルリスクは、
①事務リスク、②システムリスク、③
情報資産リスクとする。

①事務リスク
役員・社員などが正確な事務を怠る、
あるいは事故・不正などを起こすこと
により損失を被るリスク

②システムリスク

コンピュータシステムのダウンまた
は誤作動など、システムの不備などに
伴い損失を被るリスク、さらにコン
ピュータが不正に使用されることに
より損失を被るリスク

③情報資産リスク

システム障害や不適正な事務処理な
どによる情報の喪失、改ざん、不正使
用または外部への漏洩などにより損
失を被るリスク

●グループリスクの区分と定義



日本郵便（株） （株）ゆうちょ銀行 （株）かんぽ生命保険

コンプライアンス統括部

グループ会社のコンプライアンス態勢整備の支援

日本郵政株式会社

取締役会

日本郵政グループ協定等

代表執行役社長

監査委員会

コンプライアンス委員会経営会議

●日本郵政グループにおけるコンプライアンスの枠組み

コンプライアンス
統括部署

コンプライアンス
統括部署

日本郵便（株）と
各委託元会社
との連携

コンプライアンス
統括部署
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サステナビリティ 日本郵政グループのコンプライアンス

　日本郵政グループは、コンプライアンスが経営の最重要課題のひとつであると認識してお
り、コンプライアンスを徹底します。特に、料金不適正収納や郵便物等の放棄・隠匿などの不祥
事再発防止やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策等については、最重要課題のひと
つとして取り組みを一層推進・管理してまいります。
　グループ各社は事業の公共的特性に配慮した実効性のあるコンプライアンス態勢の整備に
努めています。

コンプライアンスについては、グループ共通の態勢と
して各社ともコンプライアンス部門が一元的に管理する
こととしています。
コンプライアンスに係る方針、態勢、具体的運用、諸問
題への対応について検討するため、各社とも経営会議の
諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、同委
員会において審議した重要な事項は、コンプライアンス
担当役員が経営会議、取締役会等へ報告しています。

また、コンプライアンス担当役員のもとにコンプライ
アンス推進施策の企画立案、推進管理などを行うコンプ
ライアンス統括部署を設けています。
グループ全体については、日本郵政（株）がグループ
協定等に基づき、コンプライアンス態勢の整備を支援す
ることにより、グループ全体としてコンプライアンス機能
の維持･向上を図っています。

グループのコンプライアンス態勢
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日本郵政グループ各社は以下のとおりコンプライアン
ス態勢を構築するとともに、コンプライアンス推進の取

り組みを実践することにより、コンプライアンス態勢が
有効に機能する仕組みをとっています。

グループ各社のコンプライアンス態勢

1.コンプライアンス態勢

近年のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防
止に向けた内外の要請の高まりも踏まえ、グループ各社
においては、各社間で適切に連携の上、グループ一体と
してマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を実

施するための態勢を整備し、それぞれの事業の特性を踏
まえて、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に
取り組んでいます。

3.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への取り組み

●コンプライアンス・ラインの整備
グループ各社においては、コンプライアンスの推進を
図るため、業務推進部門から独立したコンプライアンス
統括部署を設置し、コンプライアンス統括部署などにそ
の具体的な推進を担う「コンプライアンス・オフィサー」を
配置し、また本社各部署や支社・郵便局・支店などにコン
プライアンスの推進に責任を持つ「コンプライアンス責
任者」を配置することにより、コンプライアンス･ラインを
整備しています。

●コンプライアンス違反への対応
グループ各社においては、贈答の授受、飲食の接待な
どの贈収賄等の不祥事を含めたコンプライアンス違反及

びその疑いがある事実が発覚した場合、事実関係、発生
原因などの調査・解明を行い、再発防止策を推進します。

●内部通報制度の浸透
グループ各社においては、コンプライアンス違反の発
生、その拡大の未然防止及び早期解決を図るため、社員
などを対象とした内部通報窓口を各社のコンプライアン
ス統括部署及び社外の弁護士事務所に設けています。
内部通報制度の運用にあたっては、通報者に対する不
利益な取り扱いを禁止するなど通報者保護を徹底すると
ともに、匿名での通報も受け付けるなど内部通報をしや
すい環境整備に取り組んでいます。

2.コンプライアンスの推進
●コンプライアンス・プログラムの策定
グループ各社においては、毎年度、コンプライアンス推
進の具体的な実践計画である「コンプライアンス･プログ
ラム」を策定し、その取り組み状況を定期的に確認してい
ます。

●コンプライアンス項目の取り組み
グループ各社においては、重点的にコンプライアンス
の推進を行うものとして贈答の授受、飲食の接待などの
贈収賄等の不祥事防止を含めたコンプライアンス項目
を定め、コンプライアンス項目ごとに責任を持ってその
推進を行う責任部署を定めたうえで、取り組むこととし
ています。また、コンプライアンス統括部署は責任部署
のコンプライアンス推進を統括し、コンプライアンスに
関して会社全体の一元的推進管理を行います。

●コンプライアンス・マニュアルなどの作成、配付
グループ各社においては、コンプライアンスを実現す
るための具体的な手引書として、コンプライアンス態勢
やコンプライアンス項目などを解説した「コンプライア
ンス・マニュアル」、及びマニュアルの要点を解説した「コ
ンプライアンス・ハンドブック」を作成・配付し、役員及び
社員への研修に活用するなどしてコンプライアンス意識
の向上に取り組んでいます。

●コンプライアンス研修の実施
グループ各社においては、法令などの理解促進とコ
ンプライアンス意識の向上のため、集合研修やDVD、e
ラーニング等によりコンプライアンス項目に係る各種研
修を、実施しています。
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サステナビリティ 日本郵政グループの内部監査

日本郵政グループでは、業務の健全かつ適切な運営を確保し、お客さまの信頼に応えるため、
グループ各社において実効性のある内部監査態勢を整備しています。

1.各社の内部監査態勢の概要

日本郵政グループでは、内部監査態勢を構築・整備す
るための基本的事項をグループ協定等に定めています。
グループ各社は、この協定等に基づき、それぞれが行

う事業の特性、リスクの種類と程度に対応した実効性の
ある内部監査態勢を整備しています。
持株会社である日本郵政（株）の監査部門は、グルー

プ全体の内部監査態勢向上の観点から、日本郵便（株）、
（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険の監査部門に
対して、監査規程、監査計画、内部監査態勢の評価・検証
と指導・助言を行っています。
また、必要な場合には、改善のための勧告、直接監査な
どを行うこととしています。

グループ各社では、業務を担当する部門から独立した
組織として監査部門を設置し、経営活動の実行状況や相

互けん制が機能しているかといった内部管理態勢を検証
しています。

2.実効性のある内部監査の実施
グループ各社の監査部門は、内部監査の対象となる
拠点・部署、あるいは業務が有するリスクの種類と程度を
評価し、それに応じて監査の頻度や監査項目などを定め
る「リスクベースの内部監査」を行うなど、内部監査の実
施に当たっては、内部監査人協会（ＩＩＡ）の「内部監査の専
門職的実施の国際基準」等に則り監査を行っています。

また、日常的に各種会議への出席、内部管理資料の収
集などのオフサイト・モニタリング活動を行うほか、社内
外のセミナー等を通じて監査法人や専門家の知見を取
り入れるなど、監査品質向上に取り組み、効率的で実効
性のある内部監査の実施に努めています。

3.内部監査結果の報告と業務改善
グループ各社の監査部門は、内部監査の結果を業務
執行部門に通知するとともに、取締役会、代表執行役、監
査委員会、監査役会などに報告しています。
また、各社の監査部門は、監査指摘事項の是正改善状

況を定期的に取りまとめて、代表執行役などに報告し、
各社における業務改善が確実に図られるように努めて
います。

グループの内部監査態勢

グループ各社の内部監査態勢
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日本郵政グループのITガバナンス

ＩＴ技術の革新と広がりは、企業価値を大きく左右する要素となるとともに、経営上の大きなリ
スクとして認識されています。日本郵政グループでは、こうした環境に適切に対応するために、
実効性の高いＩＴガバナンス態勢を確立しています。

日本郵政グループでは、ITガバナンス態勢を構築・整
備するための基本的事項を、日本郵政グループ協定等
で定めています。
グループ各社は、この協定等に基づき、IT戦略の策定・

実行を通じて生産性の向上、経営の効率化や情報技術
の利用に伴い生じるリスクを極小化し、グループの経営
の健全性を確保することにより、企業価値の最大化を図
るためのITガバナンスを実現しています。

日本郵政グループでは、グループ全体のIT
ガバナンス全般に関する情報共有、総合調整
を目的として、グループ各社のCIO等を構成員
とするJPグループ情報システム検討会議を設
置し、主に右の検討事項および報告事項を議
案として、実効性のあるITガバナンスを実施し
ています。

日本郵政グループでは、以下の3つのIT戦略を掲げ、
お客さまニーズをはじめとする事業環境の変化に対応
し、ITを活用したビジネス変革の推進に努めています。

1.	将来にわたる成長に向けた新たな事業展開を支える
ITの推進
　−	社会・お客さまのニーズの変化に対応し、生活をトー
タルにサポートする商品・サービスを提供

2.	働き方改革・生産性向上の推進　

　−	最新技術を積極的に取り入れ、社員の力を最大限に
発揮できるIT環境を整備

　−	業務と技術に精通し、次の世代のシステムを支える
IT人材を育成

3.	持続的成長を支える経営基盤の強化
　−	グループでITインフラを段階的に集約し、グループ
のITコストを削減

　−	サイバーセキュリティを強化し、ITサービスを安定的
に提供

グループのITガバナンス態勢

実効性のあるITガバナンスの実施

グループ経営を支えるIT戦略

・ＪＰグループ全体のITガバナンスに関する方針・方策の検討
・	主要な情報システム開発についての方向性検討や影響確認、
開発スケジュールの調整
・	グループ全体およびグループ４社のITガバナンス活動状況
・	主要な情報システムの運用状況の報告・情報共有
・	その他、検討会議メンバーが必要と認める事項

●日本郵政グループにおけるITガバナンスの体制図

グループ全体のITガバナンス全般に関する情報共有、総合調整

情報システム担当役員

情報システム担当役員情報システム担当役員 情報システム担当役員

JPグループ情報システム検討会議

日本郵政（株）

日本郵便（株） （株）ゆうちょ銀行 （株）かんぽ生命保険

サステナビリティ
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サステナビリティ

サイバー攻撃が日々高度化・巧妙化していることに鑑み、日本郵政グループではサイバー攻撃
の脅威を重大なリスクとして捉え、リスクに対応できる態勢を整備しています。
サイバー攻撃等に起因する情報の流出・紛失などの被害から、重要な情報を守り、安全に管理
することに取り組んでいます。

持株会社である日本郵政（株）のガバナンスの下で、グ
ループのサイバーセキュリティ管理態勢の整備を行って
います。
日本郵政グループ主要4社のサイバーセキュリティ担
当役員から構成されるグループサイバーセキュリティ委
員会を設置し、グループのサイバーセキュリティ戦略策
定のほか、グループ各社のサイバーセキュリティ対策の

取組状況の把握・評価を行っています。
日本郵政（株）のサイバーセキュリティ担当役員が、グ
ループのサイバーセキュリティに関し、グループガバナ
ンスを統括する体制としています。
サイバーセキュリティの取組状況について、定期的に
経営に報告しています。

グループサイバーセキュリティ体制

日本郵政のサイバーセキュリティ対策の取り組み

サイバーセキュリティ対策

多層防御
社外からのマルウェア攻撃や内部からの不正な情報持ち出しのリスクを低減するため、不正アクセスや不正プログラム
に対する検知・防御の仕組みを複数導入し、多段階の対策(多層防御)を行っています。
防御の有効性について、第三者による評価を定期的に行っています。

インシデント対応
体制

CSIRTを中心とした対応体制を整備しており、サイバー攻撃などが発生した時に原因の把握を迅速に行い、被害を最小
化すると同時に、経営に対し迅速に報告します。
平時よりセキュリティ・インシデントを想定した対応訓練を実施しており、インシデント対応体制が有効に機能するか点
検するとともに、CSIRT要員ほか社員のインシデント対応能力向上に努めています。　

教育・訓練 役員・社員を対象にサイバーセキュリティに関する教育・訓練を行っており、役員・社員のセキュリティ意識向上に努めて
います。

外部連携 JPCERT/CC、日本CSIRT協議会、警視庁等の外部組織と連携して攻撃情報や対策動向の共有等を行っており、日々高
度化するサイバー攻撃に迅速に対応できるよう努めています。

グループサイバー
セキュリティ担当役員(委員長)

グループサイバーセキュリティ委員会

サイバー
セキュリティ
担当役員

CSIRT

日本郵政（株）
サイバー
セキュリティ
担当役員

CSIRT

日本郵便（株）
サイバー
セキュリティ
担当役員

CSIRT

（株）ゆうちょ銀行
サイバー
セキュリティ
担当役員

CSIRT

（株）かんぽ生命保険
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運輸安全への取り組みサステナビリティ

車両を運転する社員への安全教育

日本郵便は、経営トップ自ら安全衛生の確保が事業経
営の根幹であることを深く認識し、社員が安心して働け
る健全な職場の実現に向け、一丸となって取り組んでい
ます。
「安全衛生に関するマネジメント体制の維持・改善・向

上」、「法令及び社内規程の遵守」、「集配、渉外活動中及
び局内作業の安全衛生確保に向けた取組強化」、「安全
衛生確保に関する全社員に対する教育の実施及び効果
検証・改善」の四つを安全衛生に関する基本方針として
掲げています。

郵便局を出発する前に、日頃、通行している道路や交差
点の写真等を使用して、どのような危険が潜んでいるか
をイメージする「危険予知トレーニング（SKYT）」を行って
危険感受性を高めています。
また、乗務する車両に応じて、二輪車は積載荷量に応じ
たバランス感覚を得るために一定の幅の板の上を真っ直
ぐに走行する訓練、四輪車は車両感覚を得るために車両
の幅に引かれた二本線に沿って走行、停止する訓練を実
施しています。
定期的に指導役の社員が、二輪車の後方から伴走し、
また、四輪車の助手席に同乗することにより、車両を運転
する社員の運転状況の確認・指導を行っています。さら
に四輪車には、加速度センサーが付いたドライブレコー
ダーを装備し、走行時のデータを活用した事故防止のた
めの指導を行っています。

運輸安全への基本的考え方

運輸安全への取り組み

日常訓練の模様

安全運転指導員の配置
日本郵便では、集配を受け持つ郵便局に安全運転技
術指導を担う安全運転指導員を配置しています。
安全運転指導員のレベルアップを図るため、二輪車お
よび四輪車の高度な運転技能・知識・指導力を競う「安全
運転コンテスト」を開催しています。（2018年度は二輪
車63名、四輪車65名の合計128名が参加）

安全運転コンテスト

●運輸安全に係る目標値及び実績値

目標 重大事故発生件数　０件
達成状況 2016年度　5件（死傷事故4件、車両故障1件）
 2017年度　２件（死傷事故1件、車両故障1件）
 2018年度　1件（健康起因事故1件）
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サステナビリティ ステークホルダーとの対話

日本郵政グループのステークホルダー

主な取り組み　お客さまとの対話

日本郵政グループでは、お客さま満足の向上のため、郵便局等を通じた「対応スキルの向上」や「お客さまから感謝・賞
賛をいただいた好事例の情報共有」などに取り組んでいます。

お客さま満足向上に向けた取り組み

●「お客さま満足度No.1」応対コンテスト全国大会の様子 ●特殊詐欺による被害を未然に防止

郵便局等の窓口においては、昨今の社会問題と
なっている振り込め詐欺被害を未然に防止し、感
謝状をいただきました。



不満 1.3％

非常に不満 0.5％

やや不満 2.6％
（満足：79.5%　不満：4.4%）　

非常に満足 5.3％

満足 36.5％ やや満足 37.7％ どちらともいえない
16.1％

●グループ総合満足度

あなたは、郵便局等に関して、総合的※にどの程度満足していますか。
※窓口・電話対応や郵便局等で取り扱っている商品・サービスの種類の多さや内容、営業曜日・時間、設備面を総称して「総合的」といいます。

➡51ページへ

●株主総会
●個人投資家向け説明会
●決算説明会、スモールミーティング
●機関投資家・アナリストとの対話
●ステークホルダーダイアログ
●IRカンファレンス
●統合報告書・CSRレポート

➡67ページへ

●地方公共団体との連携
●防災協定
●地域見守り活動
●郵便局等職場見学・体験
●次世代育成支援
●ボランティア活動

●社員との対話
●アンケート
●研修
●グループ社内報
●従業員向けポータルサイト
●ES調査
●カウンセリング

●郵便局等窓口、配達員、
  渉外社員およびコールセンター
●Webサイト・ソーシャルメディア等
●顧客満足度調査
●統合報告書・CSRレポート
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日本郵政グループは、お客さま本位の業務運営の更なる推進に向け、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を制
定(（株）かんぽ生命保険：2017年4月、（株）ゆうちょ銀行：2017年6月、日本郵政（株）・日本郵便（株）：2018年3月）しました。
日本郵政グループでは、「郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、民間企業としての創造性、効率性を最大限発揮し
つつ、お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの生活を支援し、お客さまと社員の幸せを目指します。また、経
営の透明性を自ら求め、規律を守り、社会と地域の発展に貢献します。」との経営理念を掲げ、お客さま本位の業務運営に
取り組んでいます。

お客さま本位の業務運営

お客さまからみた商品・サービスの状況を的確に把握し、新たなニーズなどに対応するため、お客さまの満足度や利用
意向などの評価について調査を実施しています。
日本郵政グループでは、より一層のお客さま満足の向上のため、今後とも定点観測を行うとともに、このグループ顧客
満足度調査で得られた結果を経営に活かしてまいります。

グループ顧客満足度調査

※詳しくは、弊社Ｗｅｂサイト（https://www.japanpost.jp/corporate/values/fiduciary.html）をご参照ください。

※グループの各サービスに関する調査結果は、https://www.japanpost.jp/group/pdf/cs2018.pdfをご参照ください。

●お客さまの声をもとにした改善事例

会社 お客さまの声 改善内容

日本郵便（株）
地方版の年賀はがきを毎年楽しみにしていたの
で復活してほしい。

地域の公式マスコットキャラクターなどが描かれた19種類の寄附金
付絵入り年賀葉書（地方版）を地域限定で発行しました。（2018年11
月1日〜）

（株）ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行ATMの利用できる時間を延ばして
ほしい。

ゆうちょ銀行ATMの入金のご利用時間を延長し、入出金のご利用時
間を同じ時間としました。

（株）かんぽ生命保険
高齢なので、他の家族に連絡が行くようにして
ほしい。

「ご家族登録制度」を新たに導入しました。登録されたご家族に対し
て、契約者さまと同範囲で契約内容を開示できるようにし、ご家族に
よる保険契約の維持・管理のサポートがしやすくなるようにしました。
（2018年4月〜）

日本郵政グループでは、お客さまの声を集
約・分析し、必要な改善を行い、お客さまにご満
足いただける商品・サービスなどの提供に取り
組んでいます。

「お客さまの声」を経営に活かす取り組み ●お客さまの声を経営に活かす取り組み〜体制図〜

経営会議等

経営会議等

ＣＳ委員会等（商品・サービス改善、業務改善、従業員指導）

「お客さまの声」の集約・分析

グループ顧客満足度調査日本郵政（株）

日本郵便（株）

（株）ゆうちょ銀行

（株）かんぽ生命保険

お客さま

連携

各種提案・課題の抽出

報告・協議

モニタリング改善・指導報告

郵便局等 コールセンター Webサイト お手紙
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発行可能株式総数 18,000,000,000株

発行済株式数 4,500,000,000株

株主数 623,985名

株主の氏名または名称
当社への出資状況

持株数 持株比率

財務大臣 2,559,524,700株 63.29％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 93,685,200株 2.31％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 65,445,700株 1.61％

日本郵政社員持株会 60,379,100株 1.49％

STATE STREET BANK WEST CLIENT － TREATY 505234 33,702,449株 0.83％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 30,736,700株 0.76％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 27,873,000株 0.68％

JP MORGAN CHASE BANK 385151 26,023,166株 0.64％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 21,216,261株 0.52％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 20,427,400株 0.50％
※当社は自己株式として456,139,201株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※持株比率につきましては、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております｡

　該当事項はありません。

2,106名（2019年3月31日　現在）
　注：･従業員数は、日本郵政（株）から他社への出向者を含まず、他社から日本郵政（株）への出向者を含んでおります。･

また、臨時従業員（無期転換制度に基づく無期雇用転換者（アソシエイト社員）を含む。）は含んでおりません。

名 称
英 文 会 社 名
本 社 所 在 地
電 話 番 号
資 本 金
設 立 年 月 日
設 置 根 拠 法
事 業 内 容

日本郵政株式会社
JAPAN･POST･HOLDINGS･Co.,･Ltd.
〒100-8791･東京都千代田区大手町二丁目3番1号
03-3477-0111（日本郵政グループ代表番号）
3兆5,000億円
2006年1月23日
日本郵政株式会社法（平成17年10月21日法律第98号）
グループの経営戦略策定

（2019年3月31日　現在）

❶ 会社概要

❷ 株式について

❸ 従業員数

1. 株式数

2. 大株主の状況

3. 新株予約権等に関する事項

1.･日本郵政株式会社の概要
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委　員･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）

3. 指名委員会

委員長･ 岡本　　毅（おかもと　つよし）
委　員･ 八木　　柾（やぎ　ただし）
委　員･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）

5. 報酬委員会

4. 監査委員会
委員長･ 八木　　柾（やぎ　ただし）
委　員･ 肥塚　見春（こえづか　みはる）
委　員･ 青沼　隆之（あおぬま　たかゆき）
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専務執行役･ 市倉　　昇（いちくら　のぼる）
専務執行役･ 衣川　和秀（きぬがわ　かずひで）
専務執行役･ 池田　篤彦（いけだ　あつひこ）
専務執行役･ 稲澤　　徹（いなさわ　とおる）
常務執行役･ 福本　謙二（ふくもと　けんじ）
常務執行役･ 奥　　公彦（おく　きみひこ）
常務執行役･ 宮㟢　良治（みやざき　よしはる）
常務執行役･ 河本　泰彰（かわもと　ひろあき）
常務執行役･ 小方　憲治（おがた　けんじ）
常務執行役･ 古里　弘幸（ふるさと　ひろゆき）
常務執行役･ 小塚　健一（こづか　けんいち）
常務執行役･ 諫山　　親（いさやま　ちかし）

常務執行役･ 根岸　一行（ねぎし　かずゆき）
常務執行役･ 田中　　進（たなか　すすむ）
常務執行役･ 加藤　進康（かとう　のぶやす）
執行役･ 櫻井　　誠（さくらい　まこと）
執行役･ 正村　　勉（しょうむら　つとむ）
執行役･ 泉　真美子（いずみ　まみこ）
執行役･ 木下　範子（きのした　のりこ）
執行役･ 志摩　俊臣（しま　としたか）
執行役･ 大高　光三（おおたか　こうぞう）
執行役･ 鶴田　信夫（つるだ　のぶお）
執行役･ 風祭　　亮（かざまつり　まこと）
執行役･ 目黒　健司（めぐろ　けんじ）
執行役･ 浅井　智範（あさい　とものり）
執行役･ 荒若　　仁（あらわか　ひとし）

2. 執行役 （上記「1.･取締役」との兼務者を除く）

1. 取締役
取締役兼代表執行役社長･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）･ ※･日本郵便（株）取締役･

（株）ゆうちょ銀行取締役･
（株）かんぽ生命保険取締役

取締役兼代表執行役上級副社長･ 鈴木　康雄（すずき　やすお）･ ※日本郵便（株）取締役

取締役･ 池田　憲人（いけだ　のりと）･ ※（株）ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長

取締役･ 横山　邦男（よこやま　くにお）･ ※日本郵便（株）代表取締役社長兼執行役員社長

取締役･ 植平　光彦（うえひら　みつひこ）･ ※（株）かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長

取締役･ 向井　理希（むかい　りき）･
取締役（社外役員）･ 三村　明夫（みむら　あきお）･ ※日本製鉄（株）社友名誉会長

取締役（社外役員）･ 八木　　柾（やぎ　ただし）･ ※（株）共同通信社顧問

取締役（社外役員）･ 石原　邦夫（いしはら　くにお）･ ※東京海上日動火災保険（株）相談役

取締役（社外役員）･ チャールズ・ディトマース・レイク二世･ ※･アフラック生命保険（株）代表取締役会長
取締役（社外役員）･ 広野　道子（ひろの　みちこ）
取締役（社外役員）･ 岡本　　毅（おかもと　つよし）･ ※東京ガス（株）相談役

取締役（社外役員）･ 肥塚　見春（こえづか　みはる）･ ※･（株）髙島屋顧問

取締役（社外役員）･ 青沼　隆之（あおぬま　たかゆき）･ ※･弁護士

取締役（社外役員）･ 秋山　咲恵（あきやま　さきえ）･ ※･（株）サキコーポレーション･ファウンダー（顧問）

❹ 役員一覧
（2019年7月5日　現在）
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（2019年4月1日　現在）

株主総会

取締役会

監査委員会

指名委員会

報酬委員会

お客さま満足推進部

リスク管理統括部

IR室

監査部監査部門

コンプライアンス部門 コンプライアンス統括部

渉外室

経営企画部門

法務部

経理・財務部門 経理・財務部

総務・人事部門 総務部

システム部門

不動産部門 グループ不動産統括部

施設部 施設センター（7）

IFRS準備室

内部統制推進室

社史編纂室

調達室

危機管理室

システム管理室

グループサイバーセキュリティ室

厚生室

グループ事業戦略室

ESG室

コンプライアンス調査室

逓信病院（3）事業部門

宿泊事業部 宿泊施設（53）

経営企画部

病院管理部

監査委員会
事務局

情報開示委員会

専門委員会

コンプライアンス委員会

執行役社長

秘書室

広報部

グループIT統括部

人事部

経営会議

投資委員会

CSR委員会

情報セキュリティ室

郵政大学校

共通事務管理事務所

オリンピック・パラリンピック室

❺ 会社組織図
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属性 会　社　名 所　在　地 資本金 主要な事業の内容 設立年月日 議決権の 
所有割合

連
結
子
会
社

日本郵便（株） 東京都千代田区 400,000
百万円 郵便･物流事業、金融窓口事業 2007年10月1日 100.0%

日本郵便輸送（株） 東京都港区 18,250
百万円

郵便・物流事業（貨物自動車運
送事業） 2007年11月30日 100.0%

(100.0%)

日本郵便メンテナンス（株） 東京都江東区 50百万円
郵便・物流事業（自動車整備事
業、機械保守事業、商品販売事
業、車両保守管理業務）

1991年3月31日 100.0%
(100.0%)

JPサンキュウグローバルロジス
ティクス（株） 東京都中央区 300百万円 郵便・物流事業（国際航空貨物運

送に関する貨物利用運送事業） 2008年7月1日 60.0%
(60.0%)

JPビズメール（株） 東京都足立区 100百万円 郵便・物流事業（郵便物の作成
及び差出） 2006年2月1日 58.5%

(58.5%)

（株）JPメディアダイレクト 東京都港区 300百万円
郵便・物流事業（ダイレクト
メールの企画、開発、販売事業、
商品発送代行事業）

2008年2月29日 51.0%
(51.0%)

東京米油（株） 東京都目黒区 22百万円 郵便・物流事業（石油販売事業） 1949年3月10日 79.8%
(79.8%)

（株）郵便局物販サービス 東京都江東区 100百万円 金融窓口事業（物販事業、物販
業務受託事業） 2007年9月11日 100.0%

(100.0%)

JPビルマネジメント（株） 東京都千代田区 150百万円 金融窓口事業（賃貸用建物の運
営管理） 2011年4月1日 100.0%

(100.0%)

JPコミュニケーションズ（株） 東京都港区 350百万円 金融窓口事業（郵便局等における
広告の掲出等に関する業務） 2014年8月8日 100.0%

(100.0%)
日本郵便オフィスサポート（株） 東京都港区 100百万円 金融窓口事業（物品販売事業、

施設管理事業及び受託業務） 1971年3月16日 100.0%
(100.0%)

JP損保サービス（株） 東京都千代田区 20百万円
金融窓口事業（各種損害保険及
び自動車損害賠償責任保険の
代理店事業）

1950年8月7日 70.0%
(70.0%)

（株）JP三越マーチャンダイジング 東京都江東区 50百万円 金融窓口事業（通信販売業、卸
売業等） 2014年4月1日 60.0%

(60.0%)

（株）ゆうゆうギフト 神奈川県横浜市
西区 20百万円

金融窓口事業（カタログ販売業
務、通信販売業務及び酒類の販
売媒介）

1996年4月23日 51.0%
(51.0%)

JP東京特選会（株） 東京都台東区 30百万円 金融窓口事業（カタログ販売業
務、通信販売業務） 2015年3月2日 51.0%

(51.0%)

Toll　Holdings　Limited 豪州メルボルン 2,978
百万豪ドル

国際物流事業（エクスプレス事業、
フォワーディング事業、ロジス
ティクス事業）

1986年6月20日 100.0%
(100.0%)

ＪＰトールロジスティクス（株） 東京都千代田区 100百万円 国際物流事業（フォワーディング
事業、ロジスティクス事業） 2009年9月16日 100.0%

(100.0%)
トールエクスプレスジャパン
（株） 大阪府茨木市 10百万円 国際物流事業（エクスプレス事業） 2002年1月29日 100.0%

(100.0%)

（株）ゆうちょ銀行 東京都千代田区 3,500,000
百万円 銀行業 2006年9月1日 89.0%

JPインベストメント（株） 東京都千代田区 750百万円 銀行業（有価証券等に関する投
資運用業務） 2018年2月9日

75.0%
(75.0%)
［25.0％］

（株）かんぽ生命保険 東京都千代田区 500,000
百万円 生命保険業 2006年9月1日 89.0%

かんぽシステム
ソリューションズ（株） 東京都品川区 500百万円

生命保険業（情報システムの設
計、開発、保守及び運用業務の
受託）

1985年3月8日 100.0%
(100.0%)

日本郵政スタッフ（株） 東京都港区 640百万円 その他（人材派遣業、請負業） 2007年7月3日 100.0%
ゆうせいチャレンジド（株） 東京都世田谷区 5百万円 その他（ビル清掃業） 2007年11月20日 100.0%

JPホテルサービス（株） 埼玉県さいたま市
中央区 39百万円 その他（ホテルの運営受託） 1996年12月25日 100.0%

日本郵政インフォメーション
テクノロジー（株） 東京都新宿区 3,150

百万円
その他（通信ネットワークの維
持・管理） 1987年1月30日 100.0%

日本郵政キャピタル（株） 東京都千代田区 1,500
百万円

その他（投資業務、経営及び財
務に関するコンサルティング
業務）

2017年11月1日 100.0%

日本郵政不動産（株） 東京都千代田区 1,500
百万円

その他（不動産の所有、貸借及び
管理、宅地・商業用地等の開発） 2018年4月2日 100.0%

（株）システムトラスト研究所 東京都品川区 99百万円 その他（各種事業システム及び基盤技
術のコンサルティング・企画・開発） 1989年8月1日 100.0%

(100.0%)

JPツーウェイコンタクト（株） 大阪府大阪市
西区 182百万円 その他（テレマーケティングサー

ビス） 1988年4月18日 82.9%
(82.9%)

他　235社

❻ 日本郵政（株）の主要な関係会社
（2019年3月31日　現在）



88

属性 会　社　名 所　在　地 資本金 主要な事業の内容 設立年月日 議決権の 
所有割合

持
分
法
適
用
関
連
会
社

セゾン投信（株） 東京都豊島区 1,000
百万円

金融窓口事業（第二種金融商品
取引業務及び投信運用業務等） 2006年6月12日 40.0%

(40.0%)

（株）ジェイエイフーズおおいた 大分県杵築市 493百万円 金融窓口事業（果実・野菜農産
物の加工及び販売等） 1991年12月2日 20.0%

(20.0%)

リンベル（株） 東京都中央区 354百万円 金融窓口事業（カタログギフト
の企画・制作・販売等） 1987年7月3日 20.0%

(20.0%)

JP投信（株） 東京都中央区 500百万円 銀行業（投資運用業、第二種金
融商品取引業） 2015年8月18日 50.0%

(50.0%)

SDPセンター（株） 東京都中央区 2,000
百万円

銀行業（住宅ローン等の事務代
行業） 1980年5月28日 45.0%

(45.0%)

日本ATMビジネスサービス
（株） 東京都港区 100百万円

銀行業（現金自動入出金機等の
現金装填及び回収並びに管理
業務）

2012年8月30日 35.0%
(35.0%)

他　16社
注1：｢主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称のほか、（　）内に該当する会社が営む事業の概要を記載しております。
注2：上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険であります。
注3：上記関係会社のうち、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険は有価証券報告書を提出しております。
注4：･｢議決権の所有割合（％）」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、［　］内は「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があるこ

とにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有
割合（外書き）であります。

注5：･2019年4月、当社は、かんぽ生命保険普通株式の第2次売出しを実施いたしました。本売出し及びかんぽ生命保険による自己株式取得の実施により、当社に
おけるかんぽ生命保険の議決権の所有割合は、約64％となりました。

注6：･上記関係会社のうち、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く）の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えている会社は、日本郵便、ゆうちょ
銀行及びかんぽ生命保険であり、日本郵便の主要な損益情報等については、以下のとおりであります。なお、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険については、
有価証券報告書提出会社であるため記載を省略しております。

名称 主要な損益情報等（百万円）
営業収益 経常利益 当期純利益 純資産額 総資産額

日本郵便 3,119,646 177,105 133,581 706,102 4,695,990
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資料編

発行済株式数 10,000,000株

日本郵政株式会社

当社への出資状況

持株数 持株比率

10,000,000株 100%

1. 株式数 2. 株主の氏名または名称

192,889名（2019年3月31日　現在）
　注：･従業員数は、日本郵便（株）から他社への出向者を含まず、他社から日本郵便（株）への出向者を含んでおります。･

また、臨時従業員（無期転換制度に基づく無期雇用転換者（アソシエイト社員）を含む。）は含んでおりません。

名 　 　 　 称
英 文 会 社 名
本 社 所 在 地
電 話 番 号
資　 本　 金
設 立 年 月 日
設 置 根 拠 法
事 業 内 容

日本郵便株式会社
JAPAN･POST･Co.,･Ltd.
〒100-8792　東京都千代田区大手町二丁目3番1号
03-3477-0111（日本郵政グループ代表番号）
4,000億円
2007年10月1日
日本郵便株式会社法（平成17年10月21日法律第100号）
郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、
前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、ロジスティク
ス事業、不動産業、物販業　など

「日本郵便は、全国津々浦々の郵便局と配達網等、その機能と資源を最大限に活用して、地域のニーズにあったサー
ビスを安全、確実、迅速に提供し、人々の生活を生涯にわたって支援することで、触れ合いあふれる豊かな暮らし
の実現に貢献します。」

・郵便、貯金、保険の郵政の基幹サービスを将来にわたりあまねく全国で提供します。
・社会の変化に的確に対応し生活を豊かにする革新的なサービス提供に挑戦します。
・企業ガバナンスを確立し、コンプライアンスを徹底することにより、企業としての社会的責任を果たします。
・お客さまから愛され、地域から信頼、尊敬されるよう、社員一人ひとりが成長し続けます。

経営理念

❶ 会社概要

❷ 経営理念

❸ 株式について

❹ 従業員数

2.･日本郵便株式会社の概要

（2019年3月31日　現在）
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取締役会長･ 髙橋　　亨（たかはし　とおる）
代表取締役社長兼執行役員社長･ 横山　邦男（よこやま　くにお）･ ※日本郵政（株）取締役

代表取締役副社長兼執行役員上級副社長･ 米澤　友宏（よねざわ　ともひろ）
取締役副社長兼執行役員副社長･ 諫山　　親（いさやま　ちかし）･ ※日本郵政（株）常務執行役

取締役･ 鈴木　康雄（すずき　やすお）･ ※日本郵政（株）取締役兼代表執行役上級副社長

取締役･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）･ ※日本郵政（株）取締役兼代表執行役社長

取締役（社外役員）･ 田中　里沙（たなか　りさ）･ ※･事業構想大学院大学学長、･
（株）宣伝会議取締役メディア・情報統括

取締役（社外役員）･ 佐々木かをり（ささき　かをり）･ ※（株）イー・ウーマン代表取締役社長

取締役（社外役員）･ 杉山　美邦（すぎやま　よしくに）･ ※（株）よみうりランド代表取締役社長

取締役（社外役員）･ 諏訪　貴子（すわ　たかこ）･ ※ダイヤ精機（株）代表取締役

取締役（社外役員）･ 髙部　豊彦（たかべ　とよひこ）･ ※（元）東日本電信電話（株）代表取締役社長

取締役（社外役員）･ 軒名　　彰（のきな　あきら）･ ※北洋証券（株）代表取締役会長

1. 取締役

執行役員副社長･ 大澤　　誠（おおさわ　まこと）
専務執行役員･ 小野　種紀（おの　たねき）
専務執行役員･ 鈴木　義伯（すずき　よしのり）
専務執行役員･ 樋口　良行（ひぐち　よしゆき）
常務執行役員･ 立林　　理（たてばやし　さとる）
常務執行役員･ 若櫻　徳男（わかさ　のりお）
常務執行役員･ ･宮㟢　良治（みやざき　よしはる）･

※日本郵政（株）常務執行役

常務執行役員･ 東小薗　聡（ひがしこぞの　さとし）
常務執行役員･ 佐野　公紀（さの　きみかず）
常務執行役員･ 金子　道夫（かねこ　みちお）
常務執行役員･ ･根岸　一行（ねぎし　かずゆき）･

※日本郵政（株）常務執行役

常務執行役員･ 山㟢　雅明（やまざき　まさあき）

3. 執行役員
執行役員･ ･荒若　　仁（あらわか　ひとし）･

※日本郵政（株）執行役

執行役員･ 目時　政彦（めとき　まさひこ）
執行役員･ 淵江　　淳（ふちえ　あつし）
執行役員･ 浅見加奈子（あさみ　かなこ）
執行役員･ 上尾崎幸治（かみおざき　こうじ）
執行役員･ 山崎　勝代（やまざき　かつよ）
執行役員･ 西口　彰人（にしぐち　あきひと）
執行役員･ 安田　裕明（やすだ　ひろあき）
執行役員･ 髙橋　康弘（たかはし　やすひろ）
執行役員･ 長谷川　篤（はせがわ　あつし）
執行役員･ 小池　信也（こいけ　しんや）
執行役員･ 小川　真郷（おがわ　まさと）
執行役員･ 出西　信治（でにし　しんじ）
執行役員･ 中井　克紀（なかい　かつのり）
執行役員･ 行木　　司（なみき　つかさ）
執行役員･ 浦瀬　孝之（うらせ　たかゆき）
執行役員･ 五十畑昭彦（いそはた　あきひこ）

2. 監査役
監査役･ 山本　満幸（やまもと　みつゆき）
監査役･ 髙野　紀元（たかの　としゆき）

監査役･ 幣原　　廣（しではら　ひろし）
監査役･ 小黒　祐康（おぐろ　まさやす）

❺ 役員一覧
（2019年7月1日　現在）
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テナント営業室

国際郵便業務品質管理センター（1）

郵便審査事務センター（1）

物流センター（4）
ゆうパック決済センター（1）

東京ロジスティクスセンター（1）

経営企画部

検査室

総務部

人事部

経理・財務部
調達部

オペレーション改革部

法務部

管財室
チャネル企画部

郵便・物流営業部 郵便・物流法人営業室

郵便・物流業務統括部

郵便・物流施設室
国際事業部
改革推進部

トータル生活サポート事業部

事業開発推進室
デジタルビジネス戦略部

金融営業部
金融業務部

不動産部

国際物流戦略部

支社（13）

監査室（50）

お客様サービス相談センター（2）

給与・厚生事務センター（1）

研修センター（8）

後納債権管理センター（1）

会計センター（1）

IT企画部 第1システム開発室

システム運用サービス室

第2システム開発室

簡易郵便局企画室

切手・葉書室

集配企画室

要員企画室

募集管理統括室

地方創生室

事業運営室

経営管理室

株主総会

取締役会
会長

専門委員会

コンプライアンス委員会
リスク管理委員会

社長

経営会議

監査役会
監査役室

資金管理センター（2）

CS推進委員会
CSR委員会
調達委員会

調査室

広報室

リスク管理統括・危機管理・
震災復興対策室

安全推進室

社会貢献・CS推進室

人材研修育成室

ダイバーシティ推進室

監査部

物販ビジネス部

輸送部

コンプライアンス統括部 コンプライアンス指導室

コンプライアンス調査室

情報管理室

コンプライアンス室（13）

郵便・物流事業企画部

簡易郵便局（4,214（注））

郵便局
（20,153（注））

部会
地区連絡会

（注）直営郵便局および簡易郵便局の数は、2019年3月31日現在です。

❻ 会社組織図
（2019年4月1日　現在）
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資料編

名 称
英 文 会 社 名
本 社 所 在 地
電 話 番 号
資 本 金
設 立 年 月 日

事 業 内 容
金融機関コード

株式会社ゆうちょ銀行
JAPAN･POST･BANK･Co.,･Ltd.
〒100-8793　東京都千代田区大手町二丁目3番1号
03-3477-0111（日本郵政グループ代表番号）
3兆5,000億円
2006年9月1日
2007年10月1日に「株式会社ゆうちょ」から「株式会社ゆうちょ銀行」に商号変更
銀行業
9900

2. 大株主の状況
順位 株主の氏名または名称 持株数（千株） 持株比率（%）
1 日本郵政株式会社 3,337,032 88.99
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 28,077 0.74
3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,968 0.61
4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 10,968 0.29
5 STATE･STREET･BANK･WEST･CLIENT･-･TREATY･505234 10,084 0.26
6 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 8,250 0.22
7 ゆうちょ銀行社員持株会 8,102 0.21
8 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 7,258 0.19
9 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2） 6,790 0.18
10 JP･MORGAN･CHASE･BANK･385151 6,495 0.17

注1:（株）ゆうちょ銀行は自己株式として750,524千株（発行済株式数に占める持株数の割合16.67%）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、自己株式には、株式給付信託が保有する（株）ゆうちょ銀行株式（683千株）を含めておりません。

注2:･持株比率は、自己株式（750,524千株）を除いて算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

❶ 会社概要

お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します。
「信頼」　法令等を遵守し、お客さまを始め、市場、株主、社員との信頼、社会への貢献を大切にします･
「変革」　お客さまの声・環境の変化に応じ、経営・業務の変革に真摯に取り組んでいきます･
「効率」　お客さま志向の商品・サービスを追求し、スピードと効率性の向上に努めます･
「専門性」　お客さまの期待に応えるサービスを目指し、不断に専門性の向上を図ります･

経営理念

❷ 経営理念

発行済株式数　 4,500,000,000株

1. 株式数
（2019年3月31日　現在）

❸ 株式について

12,800人（2019年3月31日　現在）
　注：･従業員数は、（株）ゆうちょ銀行から他社への出向者を含まず、他社から（株）ゆうちょ銀行への出向者を含んでおります。･

また、臨時従業員（無期転換制度に基づく無期雇用転換者（アソシエイト社員）を含む。）は含んでおりません。

❹ 従業員数

3.･株式会社ゆうちょ銀行の概要
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取締役兼代表執行役社長………池田　憲人（いけだ　のりと）･ ※日本郵政（株）取締役

取締役兼代表執行役副社長……田中　　進（たなか　すすむ）･ ※日本郵政（株）常務執行役

取締役……………………………長門　正貢（ながと　まさつぐ）･ ※日本郵政(株)取締役兼代表執行役社長

取締役……………………………中里　良一（なかざと　りょういち）･
取締役（社外役員）･………………有田　知德（ありた　ともよし）･ ※弁護士

取締役（社外役員）･………………野原佐和子（のはら　さわこ）･ ※（株）イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長

取締役（社外役員）･………………町田　　徹（まちだ　てつ）･ ※経済ジャーナリスト

取締役（社外役員）･………………明石　伸子（あかし　のぶこ）･ ※NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長

取締役（社外役員）･………………池田　克朗（いけだ　かつあき）･ ※元MS&ADインシュアランスグループホールディングス（株）監査役

取締役（社外役員）･………………中鉢　良治（ちゅうばち　りょうじ）･ ※国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長

取締役（社外役員）･………………竹内　敬介（たけうち　けいすけ）･ ※元日揮株式会社相談役

取締役（社外役員）･………………海輪　　誠（かいわ　まこと）･ ※東北電力株式会社取締役会長

取締役（社外役員）･………………粟飯原理咲（あいはら　りさ）･ ※アイランド株式会社代表取締役社長

1. 取締役
（2019年7月1日　現在）

委員長･ 有田　知德（ありた　ともよし）
委員･ 中里　良一（なかざと　りょういち）
委員･ 野原佐和子（のはら　さわこ）
委員･ 町田　　徹（まちだ　てつ）
委員･ 池田　克朗（いけだ　かつあき）

4. 監査委員会

委員長･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）
委員･ 有田　知德（ありた　ともよし）
委員･ 中鉢　良治（ちゅうばち　りょうじ）
委員･ 海輪　　誠（かいわ　まこと）

3. 指名委員会
委員長･ 中鉢　良治（ちゅうばち　りょうじ）
委員･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）
委員･ 池田　克朗（いけだ　かつあき）
委員･ 竹内　敬介（たけうち　けいすけ）

5. 報酬委員会

執行役副社長･ 萩野　善教（はぎの　よしのり）
執行役副社長･ 田原　邦男（たはら　くにお）
専務執行役･ 村島　正浩（むらしま　まさひろ）
専務執行役･ 志々見寛一（ししみ　ひろいち）
専務執行役･ 矢野　晴巳（やの　はるみ）
常務執行役･ 西森　正広（にしもり　まさひろ）
常務執行役･ 小野寺敦子（おのでら　あつこ）
常務執行役･ 玉置　正人（たまき　まさと）
常務執行役･ 小藤田　実（ことうだ　みのる）
常務執行役･ 矢㟢　敏幸（やざき　としゆき）
常務執行役･ 田中　隆幸（たなか　たかゆき）

2. 執行役 （上記「1. 取締役」との兼務者を除く）

執　行　役･ 牧野　洋子（まきの　ようこ）
執　行　役･ 天羽　邦彦（あまは　くにひこ）
執　行　役･ 新村　　真（しんむら　まこと）
執　行　役･ 尾形　　哲（おがた　さとる）
執　行　役･ 大野　利治（おおの　としはる）
執　行　役･ 櫻井　重行（さくらい　しげゆき）
執　行　役･ 奈倉　　忍（なぐら　しのぶ）
執　行　役･ 福岡　伸博（ふくおか　のぶひろ）
執　行　役･ 山田亮太郎（やまだ　りょうたろう）
執　行　役･ 月岡　治親（つきおか　はるちか）
執　行　役･ 中尾　英樹（なかお　ひでき）
執　行　役･ 岸　　悦子（きし　えつこ）

❺ 役員一覧



94

（2019年7月1日　現在）

株主総会

取締役会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

専門委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ALM委員会

情報開示委員会

監査委員会
事務局

代表執行役社長

経営会議 内部統制会議

監査企画部監査部門

コンプライアンス部門 コンプライアンス統括部

マネー・ローンダリング対策部

リスク管理部門 リスク管理統括部

審査部

貯金事務センター（11）

印鑑票管理センター（1）

事務部門
事務統括部

事務企画部

事務支援部

市場部門 市場統括部

総合委託運用部

クレジット投資部

債券投資部

株式投資部

プライベートエクイティ投資部

不動産投資部

資金管理部

市場管理部

エリア本部（13）
営業所（234）

パートナー
センター（50）

営業部門 クレジット管理センター（1）
営業統括部

営業第一部

営業第二部

投資信託事業部

地域金融法人部

営業第三部

営業事務部

ローン営業部

法人営業部

CSR委員会

コーポレートスタッフ部門

IT戦略部

総務部

財務部

調査部

IR部

人事部

法務部

ダイバーシティ推進部

広報部

お客さまサービス推進部

経営企画部

ALM企画部

システム部門
システム統括部

システム開発第一部

システム開発第二部

システムサービス部

貯金事務計算センター（2）

ATM事業部

ATM管理センター（2）

❻ 会社組織図
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資料編

名 称
英文会社名
本社所在地
電 話 番 号
資 本 金
設立年月日

事 業 内 容

株式会社かんぽ生命保険
JAPAN･POST･INSURANCE･Co.,Ltd.　
〒100-8794　東京都千代田区大手町二丁目3番1号
03-3477-0111（日本郵政グループ代表番号）
5,000億円
2006年9月1日
2007年10月1日に「株式会社かんぽ」から「株式会社かんぽ生命保険」に商号変更
生命保険業

❶ 会社概要

経営理念
いつでもそばにいる。どこにいても支える。
すべての人生を、守り続けたい。

経営方針
かんぽ生命保険は、お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社を目指します。
1.･お客さま一人ひとりの人生によりそい、分かりやすい商品と質の高いサービスを提供します。
2.･お客さまにより良いサービスを提供するため、お客さまと接する社員が力を発揮する態勢を整備します。
3.･社員一人ひとりが成長でき、明るく生き生きと活躍できる環境をつくります。
4.･･コーポレート・ガバナンスの確立による健全な経営を行い、常に新しい価値を創造することで、持続的な成長を
生み出します。

5.･健康促進、環境保護、地域と社会の発展に積極的に貢献します。
6.･すべてのステークホルダーと密接なコミュニケーションを図ります。

❷ 経営理念・経営方針

1. 株式数
発行済株式総数 600,000,000株

注：･2019年5月15日開催の（株）かんぽ生命保険取締役会の決議に基づき、2019年5月31日付けで株式の消却を行い、発行済株式が37,400,000株減少しています。

2. 大株主の状況
株主の氏名または名称

当社への出資状況
持株数 持株比率

日本郵政株式会社 534,000,000株 89.00％
THE･BANK･OF･NEW･YORK･－･JASDECNON･－･TREATY･ACCOUNT 4,483,478株 0.75％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,585,700株 0.60％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,579,200株 0.60％
かんぽ生命保険社員持株会 2,252,000株 0.38％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,787,200株 0.30％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 1,460,900株 0.24％
JP･MORGAN･CHASE･BANK･385151 993,780株 0.17％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 970,000株 0.16％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2） 913,100株 0.15％
注1：持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入し小数点第2位まで表示しております。
注2：･株式の第2次売出しおよび自己株式の取得（2019年4月）により、（株）かんぽ生命保険発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する日本郵政（株）の所有割合は

従来の89％から64％程度まで低下しています。

❸ 株式について

4.･株式会社かんぽ生命保険の概要

（2019年3月31日　現在）
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7,617名（2019年3月31日　現在）
注：･従業員数は、（株）かんぽ生命保険から他社への出向者を含まず、他社から（株）かんぽ生命保険への出向者を含んでおります。･
また、臨時従業員（無期転換制度に基づく無期雇用転換者（アソシエイト社員）を含む。）は含んでおりません。

取締役兼代表執行役社長･ 植平　光彦（うえひら　みつひこ）･ ※日本郵政（株）取締役

取締役兼代表執行役副社長･ 堀金　正章（ほりがね　まさあき）
取締役･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）･ ※日本郵政（株）取締役兼代表執行役社長

取締役（社外役員）･ 鈴木　雅子（すずき　まさこ）･ ※（株）パソナグループ特別顧問

取締役（社外役員）･ 斎藤　　保（さいとう　たもつ）･ ※（株）IHI代表取締役会長

取締役（社外役員）･ 尾㟢　道明（おざき　みちあき）･ ※弁護士

取締役（社外役員）･ 山田メユミ（やまだ　めゆみ）･ ※（株）アイスタイル取締役

取締役（社外役員）･ 小室　淑恵（こむろ　よしえ）･ ※（株）ワーク・ライフバランス代表取締役社長

取締役（社外役員）･ 原田　一之（はらだ　かずゆき）･ ※京浜急行電鉄（株）代表取締役社長

取締役（社外役員）･ 佐竹　　彰（さたけ　あきら）

1. 取締役

代表執行役･ 千田　哲也（せんだ　てつや）副社長
専務執行役･ 堀家　吉人（ほりいえ　よしと）
常務執行役･ 立花　　淳（たちばな　あつし）
常務執行役･ ･加藤　進康（かとう　のぶやす）･

※日本郵政（株）常務執行役

常務執行役･ 廣中　恭明（ひろなか　やすあき）
常務執行役･ 奈良　知明（なら　ともあき）
常務執行役･ 内木場信篤（うちこば　のぶあつ）
常務執行役･ 鈴川　泰三（すずかわ　やすみ）
常務執行役･ 宮西　嘉樹（みやにし　よしき）
常務執行役･ 松田　紀子（まつだ　みちこ）
常務執行役･ 小野木喜惠子（おのき　きえこ）
常務執行役･ 古家　潤子（こいえ　じゅんこ）
常務執行役･ 田中　元則（たなか　もとのり）

執行役･ 大西　　徹（おおにし　とおる）
執行役･ 阪本　秀一（さかもと　ひでかず）
執行役･ 横山　政道（よこやま　まさみち）
執行役･ 飯田　隆士（いいだ　たかし）
執行役･ 藤井　慎介（ふじい　しんすけ）
執行役･ 藤森　敬裕（ふじもり　のりひろ）
執行役･ 齋藤　　肇（さいとう　はじめ）
執行役･ 宮本　　進（みやもと　すすむ）
執行役･ 室　　隆志（むろ　たかし）
執行役･ 春名　貴之（はるな　たかゆき）
執行役･ 久米　　毅（くめ　たけし）

2. 執行役 （上記「1. 取締役」との兼務者を除く）

委員長･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）
委員･ 斎藤　　保（さいとう　たもつ）
委員･ 原田　一之（はらだ　かずゆき）

3. 指名委員会
委員長･ 尾㟢　道明（おざき　みちあき）
委員･ 鈴木　雅子（すずき　まさこ）
委員･ 山田メユミ（やまだ　めゆみ）
委員･ 佐竹　　彰（さたけ　あきら）

4. 監査委員会

委員長･ 斎藤　　保（さいとう　たもつ）
委員･ 長門　正貢（ながと　まさつぐ）
委員･ 原田　一之（はらだ　かずゆき）

5. 報酬委員会

❹ 従業員数

❺ 役員一覧
（2019年7月1日　現在）
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エリア本部（13箇所）
支店（82箇所）

株主総会

取締役会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

専門委員会

収益管理委員会

リスク管理委員会

コンプライアンス委員会

お客さまサービス向上委員会

商品開発委員会

事務・システム改革委員会

働き方改革委員会

情報セキュリティ委員会

情報開示委員会

監査委員会
事務局

代表執行役社長

経営会議

査定審査会

保険計理人

保険計理人室

コンプライアンス統括部

リスク管理統括部

募集管理統括部

お客さまサービス統括部

事務企画部

新契約部

契約サービス部

支払部

保険金部

人事部

人材開発部

総務部

秘書部

文書法務部

広報部

デジタルサービス推進部

資金会計部

主計部

商品開発部

営業企画部

営業指導育成部

運用企画部

市場運用部

運用開発部

運用審査部

融資部

情報セキュリティ統括室

エリアコンプライアンス室（13箇所）

お客さまサービス室（5箇所）

査定品質改善室

システム企画部 情報管理センター

営業推進部

法人営業開発部

営業システム企画室

オルタナティブ投資室

プラチナライフサービス推進室

システム管理部

調査室

関連事業室

IR室

企画室

経理室

不動産企画室

ダイバーシティ推進室

経営企画部

保険事務監査室

コールセンター

事務サービスセンター（5箇所）

事務サービス推進室

ダイレクトサービス推進室

新契約サービスセンター（5箇所）

契約サービスセンター（5箇所）

支払サービスセンター（5箇所）

内部監査部

保険金サービスセンター（5箇所）

❻ 会社組織図
（2019年4月1日　現在）
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日本郵政グループ（連結）� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

経常収益 14,258,842 14,257,541 13,326,534 12,920,375 12,774,999

経常利益 1,115,823 966,240 795,237 916,144 830,696

当期純利益 482,682 425,972 △ 28,976 460,623 479,419

包括利益 2,212,035 △ 177,994 8,867 118,564 291,836

純資産額 15,301,561 15,176,088 14,954,581 14,743,234 14,788,654

総資産額 295,849,794 291,947,080 293,162,545 290,640,154 286,170,709

連結自己資本比率（国内基準） 40.40％ 27.47% 23.80％ 19.11％ 17.73%

連結ソルベンシー・マージン比率 1,621.1％ 1,087.4% 922.0％ 722.7％ 670.7%
（注1）2015年度以降の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値を記載しております。
（注2）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの

自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）に基づき算出しております。
(注3）「連結ソルベンシー･マージン比率」は、保険業法施行規則第210条の11の3、第210条の11の4及び平成23年金融庁告示第23号の規定に基づき算出してお

ります。

日本郵政株式会社（単体）� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

営業収益 251,919 309,975 303,808 280,850 274,551

営業利益 147,187 231,417 226,964 218,727 213,623

経常利益 149,298 232,919 228,831 219,729 215,900

当期純利益 131,181 94,311 207,015 196,232 220,791

純資産額 8,744,456 8,057,703 8,057,856 7,950,122 7,940,442

総資産額 9,107,178 8,418,459 8,261,109 8,127,442 8,079,602

日本郵便株式会社（連結）� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

営業収益 − 3,638,847 3,758,970 3,881,943 3,960,669

営業利益 − 39,105 53,430 86,564 182,021

経常利益 − 42,336 52,221 85,459 179,865

当期純利益 − 47,247 △ 385,235 58,476 126,614

純資産額 − 1,244,984 794,244 831,253 915,130

総資産額 − 5,651,387 5,091,375 5,098,926 5,182,809
（注1）2015年度から連結により数値を記載することにしたため、単体で数値を掲載していた2014年度の数値は「−」により表記しております（各セグメントも同様）。
（注2）営業外収益、営業外費用に含まれていた郵便局等の賃貸取引について、2016年度より営業収益、営業原価並びに販売費及び一般管理費に含めて表示する

方法に変更したため、2015年度は表示方法の変更に伴う組替え後の数値により記載しております。
（注3）「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値を記載しております。
（注4）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 （企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を2018年度の期首から適用しており、2017年度の関連する主要な

経営指標等について組替えを行っております。     

5. 主要な経営指標等の推移
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［郵便・物流事業セグメント（連結）］� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

営業収益 − 1,929,444 1,929,928 2,022,526 2,114,950

営業利益 − 10,323 12,053 41,903 121,388
（注）営業外収益、営業外費用に含まれていた郵便局等の賃貸取引について、2016年度より営業収益、営業原価並びに販売費及び一般管理費に含めて表示する方

法に変更したため、2015年度は表示方法の変更に伴う組替え後の数値により記載しております。

［金融窓口事業セグメント（連結）］� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

営業収益 − 1,360,344 1,386,456 1,358,798 1,362,579

営業利益 − 39,299 63,334 39,771 59,619
（注）営業外収益、営業外費用に含まれていた郵便局等の賃貸取引について、2016年度より営業収益、営業原価並びに販売費及び一般管理費に含めて表示する方

法に変更したため、2015年度は表示方法の変更に伴う組替え後の数値により記載しております。

［国際物流事業セグメント（連結）］� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

営業収益 − 544,062 644,416 704,302 700,650

営業利益 − 17,231 5,642 10,254 10,300
（注）国際物流事業セグメントの営業利益は、営業利益ベースの数値（EBIT）を記載しております。

株式会社ゆうちょ銀行（連結）� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

経常収益 − − − 2,044,940 1,845,413

経常利益 − − − 499,654 373,978

当期純利益 − − − 352,775 266,189

純資産額 − − − 11,521,680 11,362,365

総資産額 − − − 210,629,821 208,974,134

連結自己資本比率（国内基準） − − − 17.43％ 15.80%
（注1）2017年度から連結決算を実施したため、単体で数値を掲載していた2016年度以前の数値は「−」により表記しております。
（注2）「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値を記載しております。
（注3）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを

判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）に基づき算出しております。

株式会社かんぽ生命保険（連結）� （単位：百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

経常収益 − 9,605,743 8,659,444 7,952,951 7,916,655

経常利益 − 411,504 279,755 309,233 264,870

当期純利益 − 84,897 88,596 104,487 120,480

純資産額 − 1,882,982 1,853,203 2,003,126 2,135,137

総資産額 − 81,545,182 80,336,760 76,831,261 73,905,017

連結ソルベンシー・マージン比率 − 1,570.3% 1,290.6％ 1,131.8％ 1,189.8%
（注1）2015年度から連結により数値を記載することにしたため、単体で数値を掲載していた2014年度の数値は「−」により表記しております。
（注2）「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」の数値を記載しております。
（注3）「連結ソルベンシー・マージン比率」は、保険業法施行規則第86条の2、第88条及び平成23年金融庁告示第23号の規定に基づき算出しております。



100

資料編

科　　目 2017年度
（2018年3月31日）

2018年度
（2019年3月31日）

〈資産の部〉
現金預け金  50,782,381  52,244,467
コールローン 745,000 550,000
買現先勘定 − 8,368,139
債券貸借取引支払保証金 11,520,376 2,792,202
買入金銭債権 454,635 650,638
商品有価証券 32 2
金銭の信託  7,056,398  6,778,335
有価証券 199,363,017 195,647,107
貸出金  13,772,684  12,083,499
外国為替 87,487 80,396
その他資産  2,365,569  2,419,069
有形固定資産 3,154,613  3,155,062

建物 1,195,097 1,172,950
土地 1,544,016 1,538,589
建設仮勘定 83,165 113,808
その他の有形固定資産 332,333 329,714

無形固定資産 329,880 321,964
ソフトウエア 309,572 299,378
のれん 2,885 2,718
その他の無形固定資産 17,421 19,867

退職給付に係る資産 43,694 50,214
繰延税金資産 970,601 1,035,930
貸倒引当金 △ 6,217 △ 6,323

資産の部合計 290,640,154 286,170,709

科　　目 2017年度
（2018年3月31日）

2018年度
（2019年3月31日）

〈負債の部〉
貯金 178,489,035 179,625,834
売現先勘定 1,985,285 11,569,371
保険契約準備金 69,948,383 67,093,751

支払備金 548,196 519,568
責任準備金 67,777,297 65,060,549
契約者配当準備金 1,622,889 1,513,634

債券貸借取引受入担保金 17,475,671 5,896,268
コマーシャル・ペーパー 191,481 28,029
外国為替 309 628
社債 − 100,000
その他負債 3,350,756 2,755,370
賞与引当金 126,869 122,665
退職給付に係る負債 2,256,418 2,236,273
従業員株式給付引当金 809 839
役員株式給付引当金 727 1,033
睡眠貯金払戻損失引当金 86,114 88,332
特別法上の準備金 916,743 897,492

価格変動準備金 916,743 897,492
繰延税金負債 1,068,313 966,160
負債の部合計 275,896,920 271,382,054

〈純資産の部〉
資本金 3,500,000 3,500,000
資本剰余金 4,135,462 4,135,429
利益剰余金 3,551,054 3,799,974
自己株式 △ 831,945 △ 831,887
株主資本合計 10,354,570 10,603,516
その他有価証券評価差額金 2,688,219 2,580,765
繰延ヘッジ損益 2,784 △ 55,415
為替換算調整勘定 △ 85,870 △ 89,350
退職給付に係る調整累計額 294,238 253,992
その他の包括利益累計額合計 2,899,371 2,689,992
非支配株主持分 1,489,292 1,495,145
純資産の部合計 14,743,234 14,788,654
負債及び純資産の部合計 290,640,154 286,170,709

（単位：百万円）

当社の銀行法第52条の28第１項の規定により作成
した書面については、会社法第396条第１項により、
有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

当社の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本
等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連
結附属明細表については、金融商品取引法第193条の

２第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の
監査を受けております。

後掲の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包
括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
キャッシュ・フロー計算書は、上記の連結財務諸表に
基づいて作成しております。

6. 日本郵政グループ連結財務データ

連結貸借対照表
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科　　目 2017年度
（2017年4月１日から2018年3月31日まで）

2018年度
（2018年4月１日から2019年3月31日まで）

経常収益 12,920,375 12,774,999
郵便事業収益 2,676,204 2,767,219
銀行事業収益 2,042,980 1,843,742
生命保険事業収益 7,952,894 7,916,596
その他経常収益 248,296 247,440

経常費用 12,004,230 11,944,302
業務費 8,971,688 9,014,985
人件費 2,629,701 2,613,671
減価償却費 279,165 269,382
その他経常費用 123,674 46,263

経常利益 916,144 830,696
特別利益 92,141 29,410

固定資産処分益 88,182 7,230
負ののれん発生益 568 −
特別法上の準備金戻入額 − 19,251

価格変動準備金戻入額 − 19,251
移転補償金 190 2,345
受取補償金 176 −
受取和解金 1,001 −
事業譲渡益 2,005 −
その他の特別利益 15 583

特別損失 181,358 52,811
固定資産処分損 4,762 8,310
減損損失 17,964 12,927
特別法上の準備金繰入額 128,031 −

価格変動準備金繰入額 128,031 −
老朽化対策工事に係る損失 25,213 18,315
その他の特別損失 5,387 13,258

契約者配当準備金繰入額 117,792 111,806
税金等調整前当期純利益 709,134 695,487
法人税、住民税及び事業税 357,503 255,828
法人税等調整額 △ 160,395 △ 82,829
法人税等合計 197,107 172,999
当期純利益 512,027 522,488
非支配株主に帰属する当期純利益 51,404 43,069
親会社株主に帰属する当期純利益 460,623 479,419

科　　目 2017年度
（2017年4月１日から2018年3月31日まで）

2018年度
（2018年4月１日から2019年3月31日まで）

当期純利益 512,027 522,488
その他の包括利益 △ 393,462 △ 230,651

その他有価証券評価差額金 △ 468,530 △ 120,913
繰延ヘッジ損益 119,718 △ 65,392
為替換算調整勘定 △ 5,111 △ 3,888
退職給付に係る調整額 △ 39,544 △ 40,455
持分法適用会社に対する持分相当額 5 △ 2

包括利益 118,564 291,836
（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 105,804 270,054
　非支配株主に係る包括利益 12,759 21,782

（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結損益計算書

連結包括利益計算書

連結損益計算書及び連結包括利益計算書
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（単位：百万円）2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

科　　目
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 3,105,162 △ 103,790 △ 80,730 333,571 3,254,213 1,502,815 14,954,581
当期変動額

剰余金の配当 △ 204,013
親会社株主に帰属する
当期純利益 460,623

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 47

自己株式の取得 △ 99,999
自己株式の処分 46
連結範囲の変動 314
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 416,943 106,575 △ 5,140 △ 39,333 △ 354,842 △ 13,522 △ 368,365

当期変動額合計 △ 416,943 106,575 △ 5,140 △ 39,333 △ 354,842 △ 13,522 △ 211,347
当期末残高 2,688,219 2,784 △ 85,870 294,238 2,899,371 1,489,292 14,743,234

科　　目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,500,000 4,135,414 3,294,130 △ 731,992 10,197,552
当期変動額

剰余金の配当 △ 204,013 △ 204,013
親会社株主に帰属する
当期純利益 460,623 460,623

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 47 47

自己株式の取得 △ 99,999 △ 99,999
自己株式の処分 46 46
連結範囲の変動 314 314
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − 47 256,923 △ 99,953 157,018
当期末残高 3,500,000 4,135,462 3,551,054 △ 831,945 10,354,570

連結株主資本等変動計算書
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科　　目
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 2,688,219 2,784 △ 85,870 294,238 2,899,371 1,489,292 14,743,234
当期変動額

剰余金の配当 △ 230,500
親会社株主に帰属する
当期純利益 479,419

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △ 32

自己株式の取得 −
自己株式の処分 58
連結範囲の変動 −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 107,454 △ 58,199 △ 3,479 △ 40,245 △ 209,379 5,853 △ 203,525

当期変動額合計 △ 107,454 △ 58,199 △ 3,479 △ 40,245 △ 209,379 5,853 45,419
当期末残高 2,580,765 △ 55,415 △ 89,350 253,992 2,689,992 1,495,145 14,788,654

科　　目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,500,000 4,135,462 3,551,054 △ 831,945 10,354,570
当期変動額

剰余金の配当 △ 230,500 △ 230,500
親会社株主に帰属する
当期純利益 479,419 479,419

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △ 32 △ 32

自己株式の取得 −
自己株式の処分 58 58
連結範囲の変動 −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − △ 32 248,919 58 248,945
当期末残高 3,500,000 4,135,429 3,799,974 △ 831,887 10,603,516

（単位：百万円）2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
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科　　目
2017年度

2017年4月１日から
2018年3月31日まで

2018年度
2018年4月１日から
2019年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 709,134 695,487
減価償却費 279,165 269,382
減損損失 17,964 12,927
のれん償却額 167 287
持分法による投資損益（△は益） △ 348 △ 699
負ののれん発生益 △ 568 −
支払備金の増減額（△は減少） △ 29,180 △ 28,628
責任準備金の増減額（△は減少） △ 2,397,936 △ 2,716,748
契約者配当準備金積立利息繰入額 7 7
契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） 117,792 111,806
貸倒引当金の増減（△） △ 1,491 170
賞与引当金の増減額（△は減少） 25,138 △ 4,728
退職給付に係る資産及び負債の増減額 △ 30,736 △ 26,564
従業員株式給付引当金の
増減額（△は減少） 809 30

役員株式給付引当金の増
減額（△は減少） 473 306

睡眠貯金払戻損失引当金
の増減額（△は減少） 84,018 2,218

価格変動準備金の増減額（△は減少） 128,031 △ 19,251
受取利息及び受取配当金 △ 1,153,170 △ 1,086,614
支払利息 6,409 7,536
資金運用収益 △ 1,502,747 △ 1,357,775
資金調達費用 331,781 347,157
有価証券関係損益（△） 62,931 50,858
金銭の信託の運用損益（△は運用益） △ 146,122 △ 156,619
為替差損益（△は益） 14,473 △ 578,515
固定資産処分損益（△は益） △ 83,462 1,089
貸出金の純増（△）減 △ 2,083,094 846,288
貯金の純増減（△） 484,716 1,136,799
借用金の純増減（△） 2,400 1,500
コールローン等の純増（△）減 △ 36,222 △ 8,300,349
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 494,752 8,224,153
コールマネー等の純増減（△） 978,911 9,584,086
コマーシャル・ペーパーの純増減（△） 151,156 △ 163,451
債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 117,829 △ 11,338,666
外国為替（資産）の純増（△）減 △ 8,840 7,090
外国為替（負債）の純増減（△） △ 97 318
資金運用による収入 1,556,245 1,372,572
資金調達による支出 △ 823,888 △ 781,463
その他 △ 234,571 △ 302,883
小計 △ 2,968,166 △ 4,190,883
利息及び配当金の受取額 1,179,552 1,170,653
利息の支払額 △ 5,589 △ 6,574
契約者配当金の支払額 △ 267,178 △ 220,769
法人税等の支払額又は
還付額（△は支払） △ 277,031 △ 367,228

その他 1,018 5,001
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,337,394 △ 3,609,800

（単位：百万円）

科　　目
2017年度

2017年4月１日から
2018年3月31日まで

2018年度
2018年4月１日から
2019年3月31日まで

投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出 △ 8,090,000 △ 8,535,000
コールローンの償還による収入 7,975,000 8,650,000
買入金銭債権の取得による支出 △ 429,999 △ 1,319,999
買入金銭債権の売却・償還による収入 281,242 1,141,145
債券貸借取引支払保証金の
純増減額（△は増加） 224,499 504,020

債券貸借取引受入担保金の
純増減額（△は減少） △ 1,225,519 △ 240,736

有価証券の取得による支出 △ 29,433,620 △ 26,180,484
有価証券の売却による収入 4,623,202 4,011,552
有価証券の償還による収入 26,568,676 26,578,983
金銭の信託の増加による支出 △ 726,363 △ 810,563
金銭の信託の減少による収入 78,158 943,016
貸付けによる支出 △ 911,162 △ 891,512
貸付金の回収による収入 1,343,823 1,731,609
有形固定資産の取得による支出 △ 204,687 △ 221,079
有形固定資産の売却による収入 122,726 10,069
無形固定資産の取得による支出 △ 82,949 △ 83,146
連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出 △ 425 −

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入 − 30

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による支出 − △ 656

その他 △ 13,588 △ 101,204
投資活動によるキャッシュ・フロー 99,012 5,186,043

財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入 103,644 86,054
借入金の返済による支出 △ 64,360 △ 47,715
社債の発行による収入 − 99,398
自己株式の取得による支出 △ 99,999 −
子会社の自己株式の取得による支出 △ 449 △ 542
子会社の自己株式の処分による収入 25 54
配当金の支払額 △ 203,633 △ 230,383
非支配株主への配当金の支払額 △ 25,589 △ 25,150
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 △ 132 △ 4

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の売却による収入 − 8,647

その他 △ 1,545 △ 1,613
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 292,041 △ 111,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 944 774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,531,367 1,465,761
現金及び現金同等物の期首残高 53,225,675 50,694,528
連結の範囲の変更に伴う現金及び 
現金同等物の増減額（△は減少） 220 －

現金及び現金同等物の期末残高 50,694,528 52,160,289

連結キャッシュ・フロー計算書 
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リスク管理債権
（単位：百万円） 

2017年度
（2018年3月31日）

2018年度
（2019年3月31日）

破綻先債権 − −
延滞債権 0 −
3カ月以上延滞債権 − −
貸出条件緩和債権 − −

合計 0 −

1株当たり情報
2018年度（2018年4月１日から2019年3月31日まで）
１株当たり純資産額 3,287円 86銭
１株当たり当期純利益 118円 57銭

（注） 1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。

 2.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであり
ます。  
2018年度末（2019年3月31日）  
純資産の部の合計額 14,788,654百万円 
純資産の部の合計額から控除する金額 1,495,145　〃　 
　うち非支配株主持分 1,495,145　〃　 
普通株式に係る期末の純資産額 13,293,508　〃　 
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数 4,043,203千株

 3.  株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額
の算定上、期末の普通株式の数から控除する自己株式に含
めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除
した当該自己株式の2018年度末株式数は、656,800株で
あります。

 4.  1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであ
ります。  
2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
親会社株主に帰属する当期純利益 479,419百万円 
普通株主に帰属しない金額 −　 　〃　 
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益  
 479,419　〃　 
普通株式の期中平均株式数 4,043,196千株

 5.  株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり当期純利
益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己
株式に含めております。なお、1株当たり当期純利益の算
定上、控除した当該自己株式の2018年度における期中平
均株式数は、664,352株であります。

重要な後発事象
（子会社株式の売却）

当社は、当社が保有する連結子会社である株式会社かんぽ
生命保険の普通株式の一部につき、以下のとおり売却を実施
しました。
1. 株式売却の理由

郵政民営化法において、当社は、株式会社かんぽ生命保険
及び株式会社ゆうちょ銀行（以下「金融２社」）の株式について、
その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況とユ
ニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、
できる限り早期に処分するものとするとされています。この
趣旨に沿って、まずは、保有割合が50％程度となるまで段階
的に売却していく方針であります。

上記方針に従い、株式会社かんぽ生命保険の株価、当社の
資金需要、当社の連結業績への影響等を勘案した上で、株式
会社かんぽ生命保険の普通株式の一部の売出し（以下「本売出
し」）を実施しました。

また、これに先立ち、株式会社かんぽ生命保険が実施した
自己株式の取得に応じて、当社が保有する株式会社かんぽ生

主な注記事項
命保険の普通株式の一部を売却（以下「株式会社かんぽ生命保
険が実施した自己株式の取得に応じた売却」）しました。

2. 売却の時期
（1）本売出し

2019年４月23日
（2） 株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応

じた売却
2019年４月８日

3. 当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引内容
名称：株式会社かんぽ生命保険
事業内容：生命保険業
当社との取引内容：ブランド価値使用料の当社への支払等

4. 売却株式数及び売却価額
（1）本売出し

売却株式数：136,670,900株
売却価額　：322,347百万円

（2） 株式会社かんぽ生命保険が実施した自己株式の取得に応
じた売却

売却株式数：34,596,700株
売却価額　：92,476百万円

5. 売却による影響及び売却後の持分
売却による影響：本株式売却に伴い、翌連結会計年度にお

いて、資本剰余金が3,726百万円増加する見込みです。
売却後の持分：64.50％
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（セグメント情報）
１．報告セグメントの概要
　 　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成

単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者
が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期
的に検討を行う対象となっているものを一定の基準に従い
集約したものであります。

　 　当社グループは、業績の評価等を主として連結子会社別
（日本郵便株式会社は郵便・物流事業セグメント、金融窓
口事業セグメントに分類）に行っているため、これらを事

業セグメントの識別単位とし、このうち各事業セグメント
の経済的特徴、製品及びサービスを販売する市場及び顧客
の種類等において類似性が認められるものについて集約を
実施し、報告セグメントを決定しております。

　 　各報告セグメントは、日本郵便株式会社を中心とした「郵
便・物流事業」及び「金融窓口事業」、トール社を中心とし
た「国際物流事業」、株式会社ゆうちょ銀行を中心とした「銀
行業」、株式会社かんぽ生命保険を中心とした「生命保険業」
であります。

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計郵便・

物流事業
金融窓口

事業
国際物流

事業 銀行業 生命保険業 計

経常収益

外部顧客に対する経常収益 1,973,809 190,356 704,890 2,042,980 7,952,894 12,864,930 53,606 12,918,537

セグメント間の内部経常収益 51,727 1,170,319 ― 1,948 57 1,224,053 288,641 1,512,695

計 2,025,536 1,360,676 704,890 2,044,929 7,952,951 14,088,984 342,248 14,431,232

セグメント利益 43,736 40,983 6,544 499,642 309,233 900,141 220,154 1,120,295

セグメント資産 1,971,534 2,692,432 441,941 210,629,793 76,831,261 292,566,963 8,200,394 300,767,358

その他の項目

減価償却費 90,544 45,831 26,502 37,447 61,321 261,646 17,701 279,348

のれんの償却額 ― ― ― ― ― ― 167 167

受取利息、利息及び配当金収入
又は資金運用収益 18 249 594 1,502,747 1,152,306 2,655,916 1 2,655,917

支払利息又は資金調達費用 614 7 4,336 331,781 1,450 338,191 0 338,191

持分法投資利益 ― 194 70 83 ― 348 ― 348

特別利益 1,001 3,047 2,368 ― 86,053 92,471 2,144 94,616

固定資産処分益 0 2,842 1,482 ― 86,053 90,378 61 90,440

負ののれん発生益 ― ― 568 ― ― 568 ― 568

価格変動準備金戻入額 ― ― ― ― ― ― ― ―

特別損失 2,487 9,657 4,074 731 130,372 147,323 33,600 180,923

固定資産処分損 1,147 1,687 363 713 337 4,250 62 4,312

減損損失 1,317 7,970 408 17 2,003 11,716 6,256 17,973

価格変動準備金繰入額 ― ― ― ― 128,031 128,031 ― 128,031

老朽化対策工事に係る損失 ― ― ― ― ― ― 25,213 25,213

契約者配当準備金繰入額 ― ― ― ― 117,792 117,792 ― 117,792

税金費用 8,279 6,179 1,566 146,192 42,634 204,852 △ 7,745 197,107

持分法適用会社への投資額 ― 1,691 12,125 1,552 ― 15,369 ― 15,369

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額 84,615 24,618 50,902 58,835 34,637 253,609 21,622 275,231

（注）1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
（注）2 「その他」の区分には、報告セグメントに含まれていない宿泊事業、病院事業等が含まれております。また、「その他」の区分のセグメント利益には当社が計上

した関係会社受取配当金（198,891百万円）が含まれております。

セグメント情報等

2．報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
　 　2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
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　 　2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

3. 報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（1）報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

経常収益 2017年度 2018年度

報告セグメント計 14,088,984 13,946,414

「その他」の区分の経常収益 342,248 343,759

セグメント間取引消去 △ 1,512,695 △ 1,516,824

調整額 1,838 1,649

連結損益計算書の経常収益 12,920,375 12,774,999
（注）1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
（注）2 「調整額」は、国際物流事業セグメントの経常収益の算出方法と連結損益計算書の経常収益の算出方法の差異等によるものであります。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計郵便・

物流事業
金融窓口

事業
国際物流

事業 銀行業 生命保険業 計

経常収益

外部顧客に対する経常収益 2,069,865 190,539 701,256 1,843,742 7,916,596 12,722,000 51,348 12,773,349

セグメント間の内部経常収益 49,467 1,173,218 ― 1,668 59 1,224,413 292,410 1,516,824

計 2,119,332 1,363,757 701,256 1,845,411 7,916,655 13,946,414 343,759 14,290,173

セグメント利益 124,457 59,840 5,094 373,976 264,870 828,239 214,368 1,042,607

セグメント資産 2,051,470 2,665,917 467,359 208,974,103 73,905,017 288,063,868 8,162,382 296,226,251

その他の項目

減価償却費 88,337 44,987 27,486 33,693 58,076 252,581 17,014 269,596

のれんの償却額 ― ― ― ― ― ― 287 287

受取利息、利息及び配当金収入
又は資金運用収益 29 1 605 1,357,775 1,085,969 2,444,382 8 2,444,390

支払利息又は資金調達費用 593 4 5,871 347,157 1,064 354,691 2 354,694

持分法投資利益 ― 152 321 225 ― 699 ― 699

特別利益 370 2,222 7,041 ― 19,251 28,885 7,292 36,177

固定資産処分益 173 12 7,039 ― ― 7,225 6,769 13,994

負ののれん発生益 ― ― ― ― ― ― ― ―

価格変動準備金戻入額 ― ― ― ― 19,251 19,251 ― 19,251

特別損失 1,247 10,357 11,677 4,107 1,709 29,099 23,827 52,926

固定資産処分損 988 2,166 98 3,556 620 7,430 886 8,317

減損損失 214 7,354 1,327 550 1,088 10,535 2,392 12,928

価格変動準備金繰入額 ― ― ― ― ― ― ― ―

老朽化対策工事に係る損失 ― ― ― ― ― ― 18,315 18,315

契約者配当準備金繰入額 ― ― ― ― 111,806 111,806 ― 111,806

税金費用 28,711 9,418 2,159 104,090 50,125 194,506 △ 21,507 172,999

持分法適用会社への投資額 ― 1,831 10,927 1,568 ― 14,327 ― 14,327

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額 33,940 69,500 61,004 49,351 56,787 270,583 31,851 302,434

（注）1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
（注）2 「その他」の区分には、報告セグメントに含まれていない宿泊事業、病院事業等が含まれております。また、「その他」の区分のセグメント利益には当社が計上

した関係会社受取配当金（203,163百万円）が含まれております。
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（2）報告セグメントの利益又は損失の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

利益 2017年度 2018年度

報告セグメント計 900,141 828,239

「その他」の区分の利益 220,154 214,368

セグメント間取引消去 △ 199,813 △ 204,465

調整額 △ 4,337 △ 7,445

連結損益計算書の経常利益 916,144 830,696
（注）「調整額」は、国際物流事業セグメントのセグメント利益の算出方法と連結損益計算書の経常利益の算出方法の差異等によるものであります。

（単位：百万円）

（3）報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

（4）報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

資産 2017年度 2018年度

報告セグメント計 292,566,963 288,063,868

「その他」の区分の資産 8,200,394 8,162,382

セグメント間取引消去 △ 10,127,203 △ 10,055,542

連結貸借対照表の資産合計 290,640,154 286,170,709

（単位：百万円）

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度

減価償却費 261,646 252,581 17,701 17,014 △ 182 △ 214 279,165 269,382

のれんの償却額 ― ― 167 287 ― ― 167 287

受取利息、利息及び配当金収入
又は資金運用収益 2,655,916 2,444,382 1 8 ― ― 2,655,917 2,444,390

支払利息又は資金調達費用 338,191 354,691 0 2 ― ― 338,191 354,694

持分法投資利益 348 699 ― ― ― ― 348 699

特別利益 92,471 28,885 2,144 7,292 △ 2,475 △ 6,767 92,141 29,410

固定資産処分益 90,378 7,225 61 6,769 △ 2,258 △ 6,764 88,182 7,230

負ののれん発生益 568 ― ― ― ― ― 568 ―

価格変動準備金戻入額 ― 19,251 ― ― ― ― ― 19,251

特別損失 147,323 29,099 33,600 23,827 435 △ 114 181,358 52,811

固定資産処分損 4,250 7,430 62 886 449 △ 6 4,762 8,310

減損損失 11,716 10,535 6,256 2,392 △ 9 △ 0 17,964 12,927

価格変動準備金繰入額 128,031 ― ― ― ― ― 128,031 ―

老朽化対策工事に係る損失 ― ― 25,213 18,315 ― ― 25,213 18,315

契約者配当準備金繰入額 117,792 111,806 ― ― ― ― 117,792 111,806

税金費用 204,852 194,506 △ 7,745 △ 21,507 ― ― 197,107 172,999

持分法適用会社への投資額 15,369 14,327 ― ― ― ― 15,369 14,327

有形固定資産及び無形固定資産
の増加額 253,609 270,583 21,622 31,851 △ 5,062 △ 6,682 270,169 295,751

（単位：百万円）
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（関連情報）
2017年度（2017年４月１日から2018年3月31日まで）
1.  サービスごとの情報  

報告セグメントに係る情報と類似しているため本情報の記載は省略しております。

2.  地域ごとの情報
(1) 経常収益  

本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産  

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3.  主要な顧客ごとの情報  
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
1.  サービスごとの情報  

報告セグメントに係る情報と類似しているため本情報の記載は省略しております。

2.  地域ごとの情報
(1) 経常収益  

本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産  

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

3.  主要な顧客ごとの情報  
特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
　 「セグメント情報　2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」に記載のとおりです。

2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
　 「セグメント情報　2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」に記載のとおりです。

 
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計郵便・

物流事業
金融窓口

事業
国際物流

事業 銀行業 生命保険業 計

当期償却額 − − − − − − 167 167
当期末残高 − − − − − − 2,885 2,885

2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計郵便・

物流事業
金融窓口

事業
国際物流

事業 銀行業 生命保険業 計

当期償却額 − − − − − − 287 287
当期末残高 − − − − − − 2,718 2,718

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
　国際物流事業セグメントにおいて、トール社傘下の連結子会社による港湾運送事業の取得により、負ののれん発生益を計上しております。
　なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、568百万円であります。

2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
　該当ありません。

（関連当事者情報）
2017年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）
　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。
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自己資本の構成
　連結自己資本比率（国内基準）

自己資本の構成に関する開示事項

（単位：百万円）

自己資本充実の状況等について

項　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）経過措置に

よる不算入額
経過措置に

よる不算入額
コア資本に係る基礎項目

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 9,689,139 9,902,849

うち、資本金及び資本剰余金の額 7,653,156 7,653,103

うち、利益剰余金の額 3,007,643 3,193,040

うち、自己株式の額（△） 831,945 831,887

うち、社外流出予定額（△） 139,714 111,407

うち、上記以外に該当するものの額 − −

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額 146,846 161,715

うち、為替換算調整勘定 △ 85,870 △ 89,350

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 − −

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 217,324 242,596

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 338 314

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 338 314

うち、適格引当金コア資本算入額 − −
適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額 − −

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額 752,093 741,821

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 10,805,741 11,049,297

コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額
の合計額 93,859 22,743 118,078

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 2,885 − 2,718
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の
額 90,974 22,743 115,360

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 260 65 38

適格引当金不足額 − − −

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 − − −

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 − − −

退職給付に係る資産の額 24,250 6,062 34,836

自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 54 13 9

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 − − −

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 − − −



ビ
ジ
ョ
ン

中
期
戦
略

企
業
価
値
向
上

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

資
料
編

111日本郵政グループ　統合報告書　2019

（単位：百万円）

項　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）経過措置に

よる不算入額
経過措置に

よる不算入額
特定項目に係る十パーセント基準超過額 − − −

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するも
のの額 − − −

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額 − − −

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − − −

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 − − −
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するも
のの額 − − −

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連す
るものの額 − − −

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − − −

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 118,424 152,963

自己資本

自己資本の額　（（イ）−（ロ）） （ハ） 10,687,317 10,896,334

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額 52,361,109 58,099,111

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 17,503 −

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △ 11,380 −

うち、上記以外に該当するものの額 13 −

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 − −

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 3,552,526 3,354,318

信用リスク・アセット調整額 − −

オペレーショナル・リスク相当額調整額 − −

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 55,913,636 61,453,429

連結自己資本比率

連結自己資本比率　（（ハ）／（ニ）） 19.11% 17.73%
（注1） 「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号。以下「持株自己資本比率告示」といいます。）に基づき算出したものであり、国内基準を採用
した連結ベースの計数となっております。

（注2） 持株自己資本比率告示第15条第2項に基づき、株式会社かんぽ生命保険については連結の範囲に含めないものとしております。
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1. 連結の範囲に関する事項
　（1） 　持株自己資本比率告示第15条の規定により連結自己

資本比率を算出する対象となる会社の集団に属する会
社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該
相違点の生じた原因  
　「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社
が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照
らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかを
判断するための基準」（平成18年（2006年）3月27日金
融庁告示第20号。以下「持株自己資本比率告示」といい
ます。）第15条に基づき、連結自己資本比率を算出する
対象となる会社の集団（以下「持株会社グループ」といい
ます。）に属する連結子会社は、263社となっております。
主な子会社の名称等はP.87〜88をご参照ください。持
株自己資本比率告示第15条第3項の規定に基づき、保
険子会社である株式会社かんぽ生命保険は連結の範囲
に含めておりません。  
　一方、連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含ま
れる子会社としては、持株会社グループに属する連
結子会社に株式会社かんぽ生命保険を加えた264社と
なっております。  
　なお、株式会社かんぽ生命保険の業務内容については、
本誌P.36〜37、P.95〜97をご参照願います。

　（2） 　持株会社グループのうち、連結子会社の数並びに主
要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容  
　持株自己資本比率告示上の持株会社グループは、前
述のとおり当社と263社で構成されております。  
　また、主要な連結子会社は、日本郵便株式会社及び
株式会社ゆうちょ銀行です。主要な連結子会社の業務
の内容については、本誌P.28〜35、P.89〜94をご覧
ください。

　（3） 　持株自己資本比率告示第21条が適用される金融業務
を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連
法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の
額並びに主要な業務の内容  
　該当ありません。

　（4） 　持株会社グループに属する会社であって会計連結範
囲に含まれないもの及び持株会社グループに属しない
会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸
借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業
務の内容  
① 　持株会社グループに属する会社であって会計連結

範囲に含まれないもの  
　該当ありません。

　（4）② 　持株会社グループに属しない会社であって会計連
結範囲に含まれるもの  
　株式会社かんぽ生命保険  
　 株式会社かんぽ生命保険の総資産及び純資産の額

については本誌P.99、主要な業務の内容について
は本誌P.36〜37をご覧下さい。

　（5） 　持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係
る制限等の概要  
　該当ありません。

2.  自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、持株自己資
本比率告示第14条の算式におけるコア資本に係る基礎項
目の額に含まれる資本調達手段をいう。）の概要  
　自己資本については、全額を普通株式の発行により調達
しております。

3.  持株会社グループの自己資本の充実度に関する評価方法の
概要  
　現在の自己資本の充実度に関しましては、持株自己資本
比率告示に基づいて算出した2019年3月末時点の連結自
己資本比率は17.73%と、国内基準である4%を上回って

おります。連結自己資本比率算出に当たっては、信用リス
クについては標準的手法を、オペレーショナル・リスクに
ついては基礎的手法を採用しております。また、マーケッ
ト・リスク相当額に係る額は算入しておりません。

4. 信用リスクに関する事項
　（1） 　リスク管理の方針及び手続の概要  

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等に
より、資産（オフ・バランス資産を含む。）の価値が減少
ないし消失し、損失を被るリスクと定義しております。  
　ゆうちょ銀行では、統計的な手法であるVaRにより
信用リスク量を定量的に計測し、自己資本等の経営体
力を勘案して定めた資本配賦額の範囲内に信用リスク
量が収まるよう、信用リスク限度枠等の上限を設定し
モニタリング・管理等を実施しているほか、統計的な
推定の範囲を超えるような大規模な経済変動に伴う信
用度の悪化に備えてストレス・テストを実施しており
ます。  
　また、信用集中リスクを抑えるために、個社・企業
グループ及び国・地域ごとにエクスポージャーの上限
を設定し、モニタリング・管理等を実施しています。  
　さらに、信用リスク管理において相互牽制機能を確
保するため、フロント部署・バック部署から組織的に
分離したミドル部署としてリスク管理統括部、審査部
署として審査部を設置しております。リスク管理統括
部では、内部格付制度、自己査定等の信用リスクに関
する統括を行っております。審査部では、内部格付の
付与、債務者モニタリング、大口与信先管理、融資案
件審査等の個別与信管理を行っております。  
　信用リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及び
信用リスク管理の実施に関する事項については、リス
ク管理委員会・ALM委員会・経営会議の協議を経て決
定しております。  
　また、ゆうちょ銀行では、与信業務の基本的な理念
や行動の指針等を明文化することにより、すべての役
員・社員が健全で適切な与信業務の運営を行うことを
目的とした「与信業務規程」を定め、「公共性の原則」、

「健全性の原則」、「収益性の原則」を基本原則としてお
ります。  
　貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基
準に則り、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸
倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本
公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規
定する債務者区分ごとに計上しております。すべての
債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署
等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。  
　さらに、個別の信用供与先については、信用リスク
の適時・適切な把握のため、債務履行状況、財務状況、
その他信用力に影響を及ぼす事項を随時モニタリング
しております。また、業績悪化による格付引下げ懸念先、
株価の急落先など、業況を注視する必要がある債務者
については、より厳格なモニタリングを実施すること

定性的な開示事項

※ 　持株自己資本比率告示上の持株会社グループに属する会社の
各種リスクに関する事項に関しては、主要なリスク・アセットをゆう
ちょ銀行が保有していることから、以下ではゆうちょ銀行における
リスク管理に関する事項を中心に説明します。

なお、当社は銀行持株会社として、ゆうちょ銀行のリスク管理態
勢全般をモニタリングすることに加え、日本郵政グループ全体の
リスク管理を統括しております。日本郵政グループのリスク管理態
勢全般については、本誌P.72〜73の「日本郵政グループのリスク
管理」をご参照ください。
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としております。
　（2） 　標準的手法が適用されるポートフォリオについて
　　①　 リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等

の名称
　　　 　ゆうちょ銀行では、リスク・ウェイトの判定にあたり、

株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本
格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビス・インク（Moody’s）、S&Pグローバル・レーティ
ング（S&P）の4社及び経済協力開発機構（OECD）を使
用しております。

　　　 　なお、このほか持株会社グループの連結自己資本比
率算出に際しては、フィッチレーティングスリミテッ
ドを使用しております。

　　② 　エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの
判定に使用する適格格付機関等の名称

　　　 　ゆうちょ銀行では、下記のエクスポージャーごとに
使用する適格格付機関等を次のとおり定めておりま
す。

　　　 　なお、複数の適格格付機関等から格付等が付与され
ている場合、リスク・ウェイトの判定にあたっては、「銀
行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるか
どうかを判断するための基準」（平成18年（2006年）3
月27日金融庁告示第19号。以下「自己資本比率告示」
といいます。）の規定に則り、付与された格付等のうち
二番目に小さいリスク・ウェイトに対応する格付等を
用いることとしております。

エクスポージャー 使用範囲

中央政府及び中央銀行向け 居住者 R&I、JCR、Moody’s、S&P
非居住者 Moody’s、S&P、OECD

我が国の地方公共団体向け R&I、JCR、Moody’s、S&P
外国の中央政府等以外の公共部門向け Moody’s、S&P、OECD
国際開発銀行向け Moody’s、S&P
地方公共団体金融機構向け R&I、JCR、Moody’s、S&P
我が国の政府関係機関向け R&I、JCR、Moody’s、S&P
地方三公社向け R&I、JCR、Moody’s、S&P
金融機関向け
第一種金融商品取引業者向け

居住者 R&I、JCR、Moody’s、S&P
非居住者 Moody’s、S&P、OECD

法人等向け 居住者 R&I、JCR、Moody’s、S&P
非居住者 Moody’s、S&P

証券化 R&I、JCR、Moody’s、S&P

5.  信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の
概要  
　ゆうちょ銀行では、自己資本比率の算出上、自己資本比
率告示に定める「信用リスク削減手法」を適用しております。
信用リスク削減手法とは、担保や保証等の信用リスク削減
効果を自己資本比率算出上勘案するための手法であり、適
格金融資産担保、貸出金と自行預金の相殺、保証並びにク
レジット・デリバティブが該当します。

　■ 　適格金融資産担保の種類  
 　ゆうちょ銀行が適格金融資産担保として利用している
担保の種類は、現金、自行預金及び有価証券であります。

　■ 　担保に関する評価、管理の方針及び手続の概要  
　ゆうちょ銀行では、適格金融資産担保の適用に際して
は、自己資本比率告示に定める「簡便手法」を適用してお
ります。  
　約款等により担保に関する契約を締結のうえ、適格金
融資産担保の適時の処分又は取得が可能となるよう、行
内手続を整備しております。

　■ 　貸出金と自行預金の相殺を用いるにあたっての方針及び
手続の概要並びにこれを用いている取引の種類、範囲等  
　ゆうちょ銀行では、貸出金と自行預金の相殺を用いるに
あたっては、銀行取引約定書等の相殺適状の特約条項に基

づき、貸出金と自行預金の相殺後の額を、自己資本比率に
用いるエクスポージャー額とすることとしております。  
　なお、2019年3月末現在、貸出金と自行預金の相殺を
用いる取り扱いはありません。

　■ 　保証人及びクレジット・デリバティブの主要な取引相
手の種類及びその信用度の説明  
　ゆうちょ銀行において、主要な保証人は、被保証債権
よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等で
あります。  
　また、クレジット・デリバティブの取引相手は、被保
証債権よりも低いリスク・ウェイトが適用される金融機
関です。

　■ 　派生商品取引及びレポ形式の取引について法的に有効
な相対ネッティング契約を用いるにあたっての方針及び
手続の概要並びにこれを用いている取引の種類、範囲等  
　ゆうちょ銀行では、取引国毎の法制度等に照らし、有
効なネッティング契約を締結している金利スワップや通
貨スワップ等の派生商品取引については、その効果を勘
案しております。

　■ 　信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスク及びマー
ケット・リスクの集中に関する情報  
　ゆうちょ銀行において、主要な信用リスク削減手法は、
現金及び自行預金を担保とした適格金融資産担保である
ことから、信用リスク及びマーケット・リスクの集中は
ありません。

6.  派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに
関するリスク管理の方針及び手続の概要

　（1） 　担保による保全及び引当金の算定に関する方針、ゆ
うちょ銀行の信用力の悪化により担保を追加的に提供
することが必要となる場合の影響度  
　ゆうちょ銀行では、必要に応じて、派生商品取引の
取引相手との間において、発生している再構築コスト
等に応じた担保の受渡を定期的に行い、信用リスクを
削減する契約を締結しております。このような契約下
においては、ゆうちょ銀行の信用力が悪化した場合、
取引相手に追加的な担保提供が必要となる場合があり
ますが、その影響は軽微であると考えております。  
　引当金の算定に関する方針は、通常のオン・バラン
ス資産と同様であります。

　（2） 　与信限度及びリスク資本の割当方法に関する方針  
　ゆうちょ銀行において、派生商品取引については、
全ての取引相手に対し債務者格付を付与したうえ、当
該債務者格付に応じた与信限度を設定し、日次でのモ
ニタリングを実施しております。また、信用リスク管
理上の与信残高は、派生商品取引の時価及び将来の価
値変動リスクを考慮した、カレント・エクスポージャー
方式により算出しております。  
　派生商品取引に係るリスク資本の割当については、
他の取引と同様であります。

7. 証券化エクスポージャーに関する事項
　（1） 　リスク管理の方針及びリスク特性の概要  

　ゆうちょ銀行は、投資家として証券化エクスポー
ジャーを保有しており、裏付資産、優先劣後構造、スキー
ムの内容等を十分に検討した上で、その他の有価証券
投資と同様、債務者格付を付与し、与信限度内で購入
しております。購入後は、裏付資産の質の低下や構成の
変化等のモニタリングを行っております。また、証券化
エクスポージャーの有する信用リスクについては信用リ
スク量の算出対象としており、金利リスクについては市
場リスク量の算出対象としております。このほか、市場
流動性リスクについても認識しており、これらのリスク
の状況については、経営会議等へ報告しております。  
　なお、再証券化エクスポージャーについても、証券
化エクスポージャーと同様です。
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　（2） 　持株自己資本比率告示第227条第4項第3号から第
6号まで（持株自己資本比率告示第232条第2項及び第
280条の4第1項において準用する場合を含む。）に規定
する体制の整備及びその運用状況の概要  
　ゆうちょ銀行は、保有する証券化エクスポージャー
について、包括的なリスク特性やパフォーマンスに係
る情報を適時に把握する体制となっております。具体
的には、定期的に債務者格付の見直しを行っているほか、
証券化エクスポージャーの裏付資産の質の低下や構成
の変化などが債務者格付に影響を及ぼす場合には、臨
時に債務者格付の見直しを行うこととしております。  
　なお、再証券化エクスポージャーについても、証券
化エクスポージャーと同様です。

　（3） 　信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合
の方針  
　ゆうちょ銀行では、信用リスク削減手法として証券
化取引を用いておりません。

　（4） 　証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの
額の算出に使用する方式の名称  
　ゆうちょ銀行では、証券化エクスポージャーの信用
リスク・アセットの額の算出にあたり、自己資本比率
告示に定める「外部格付準拠方式」及び「標準的手法準拠
方式」を用いております。

　（5） 　証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当
額の算出に使用する方式の名称  
　該当ありません。

　（6） 　持株会社グループが証券化目的導管体を用いて第三
者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証
券化目的導管体の種類及び当該持株会社グループが当
該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有し
ているかどうかの別  
　日本郵政グループでは、証券化目的導管体を用いて
第三者の資産に係る証券化取引を行っておりません。

　（7） 　持株会社グループの子法人等（連結子法人等を除く。）
及び関連法人等のうち、当該持株会社グループが行っ
た証券化取引（持株会社グループが証券化目的導管体を
用いて行った証券化取引を含む。）に係る証券化エクス
ポージャーを保有しているものの名称  
　該当ありません。

　（8） 　証券化取引に関する会計方針  
　証券化取引に関する金融資産及び金融負債の発生及
び消滅の認識、その評価及び会計処理については、企業
会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（平成11
年1月22日　企業会計審議会）等に準拠しております。

　（9） 　証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェ
イトの判定に使用する適格格付機関の名称  
　ゆうちょ銀行では、証券化エクスポージャーの信用
リスク・アセットの額の算出において、次の適格格付
機関を使用しております。  
　株式会社格付投資情報センター（R&I）  
　株式会社日本格付研究所（JCR）  
　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）  
　 S&Pグローバル・レーティング（S&P）

8. オペレーショナル・リスクに関する事項
　（1） 　リスク管理の方針及び手続の概要  

　日本郵政グループでは、オペレーショナル・リスク
を業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが
不適切であること又は外生的な事象により損失を被る
リスクと定義しております。  
　ゆうちょ銀行では、オペレーショナル・リスクを「事
務リスク」、「システムリスク」、「情報資産リスク」、「法
務リスク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」、「レピュ
テーショナルリスク」の7つのリスクカテゴリーに分類
しております。  
　ゆうちょ銀行では、業務の適切性を維持するため、

業務に内在するリスクについて、特定、評価、コント
ロール、モニタリング及び削減を行うことを基本にリ
スク管理を行っております。リスク管理にあたっては、
業務に内在するリスクを特定し、リスクの発生頻度と
影響度等によりリスクの評価を行い、重要度に応じて、
コントロール（管理態勢）を設定し、モニタリングを行い、
必要に応じた対策を実施しております。  
　また、ゆうちょ銀行は、業務プロセス、商品、シス
テム等に内在するオペレーショナル・リスクを洗い出し、
それを削減するための管理の有効性を定期的に自己評
価する「RCSA（Risk & Control Self-Assessment）」を
実施しております。RCSAの実施結果に基づいて改善を
要するリスクや、特にリスク管理態勢の強化が必要で
あると認識したリスクについては、改善計画を策定し、
リスクを削減するための改善策を検討・策定すること
としております。  
　ゆうちょ銀行では、事務事故・システムトラブルな
どの顕在化事象をシステムによって報告する態勢を整
備しています。この報告内容は、事務事故・システム
トラブルなどの発生要因や傾向を分析し、有効な対策
を講じるための基礎データとして活用しています。

　（2） 　オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する
手法の名称  
　ゆうちょ銀行では、自己資本比率規制上のオペレー
ショナル・リスク相当額の算出にあたり、「基礎的手法」
を用いております。

9.  出資又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方
針及び手続の概要  
　持株自己資本比率告示上の持株会社グループにおいて銀
行業を営む事業主体であるゆうちょ銀行においては、銀行
勘定で保有する出資又は株式等エクスポージャーに関して、
市場リスク管理あるいは信用リスク管理の枠組みに基づき、
自己資本等の経営体力を勘案して定めた資本配賦額の範囲
内にリスク量が収まるよう、リスク限度枠や損失額等の上
限を設定しモニタリング・管理等を実施しております。

10. 金利リスクに関する事項
　（1） 　リスク管理の方針及び手続の概要  

　銀行勘定の金利リスクとは、金利の変動により、資産、
負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を
被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動
し損失を被るリスクをいいます。  
　ゆうちょ銀行では、銀行勘定の金利リスクのモニタ
リングの一環として、金利感応度（10BPV）を日次で計
測するとともに、ΔEVE（金利ショックに対する経済的
価値の減少額として計測されるものであって、開示告
示に定められた金利ショックにより計算されるもの。）
を月次で計測し、自己資本の充実度を評価しています。

　（2） 　金利リスクの算定手法の概要  
　ゆうちょ銀行の銀行勘定の金利リスク（ΔEVE）の算
出の主な前提は、以下のとおりです。
• 流動性預金のうち、引き出されることなく長期間銀

行に滞留する預金（いわゆるコア預金）については、
内部モデルにより残高の推計と期日への振分けを
行っております。なお、金利改定の平均満期は3.5年、
最長の金利改定満期は10年です。

• 定額貯金については、早期解約率を考慮したモデル
により推定した将来キャッシュフローによる計測を
行っております。

• 複数の通貨の集計は、円、ドル、ユーロ、ポンド、豪
ドルについては通貨ごとに算出されたΔEVEを各々
異通貨間の相関を加味して集計しており、その他の
通貨については通貨ごとに算出されたΔEVEのうち
正となる通貨のみ単純合算して算出しております。

• スプレッド水準を割引金利やキャッシュフローに含
めております。
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2．自己資本の充実度
（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額 

（オン・バランス項目の内訳）
（2） 信用リスクに対する所要自己資本の額 

（オフ・バランス項目の内訳）
（単位：百万円） （単位：百万円）

項　　　　　　目 2018年度末
（2019年3月31日）

１ 現金 −
２ 我が国の中央政府及び中央銀行向け −
３ 外国の中央政府及び中央銀行向け 7,399
４ 国際決済銀行等向け −
５ 我が国の地方公共団体向け −
６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け 5,368
７ 国際開発銀行向け −
８ 地方公共団体金融機構向け 3,027
９ 我が国の政府関係機関向け 12,328
10 地方三公社向け 493
11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 75,599
12 法人等向け 213,334
13 中小企業等向け及び個人向け 4
14 抵当権付住宅ローン −
15 不動産取得等事業向け 80
16 三月以上延滞等 823
17 取立未済手形 −
18 信用保証協会等による保証付 −
19 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 −
20 出資等 5,965

うち、出資等のエクスポージャー 5,965
うち、重要な出資のエクスポージャー −

21 上記以外 260,714
うち、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち
対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段
に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

30,950

うち、特定項目のうち調整項目に算入され
ない部分に係るエクスポージャー 105,802

うち、総株主等の議決権の百分の十を超える議決
権を保有している他の金融機関等に係るその他外
部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

−

うち、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保
有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連
調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る五
パーセント基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

−

うち、上記以外のエクスポージャー 123,962
22 証券化 12,572

うち、STC要件適用分 −
うち、非STC要件適用分 12,572

23 再証券化 49
24 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 1,683,716
25 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 −
26 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク･アセットの額に算入されなかったものの額 −

合　　　　　　計 2,281,478
（注） 所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。

項　　　　　　目 2018年度末
（2019年3月31日）

1 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に 
取消可能なコミットメント −

2 原契約期間が1年以下のコミットメント −
3 短期の貿易関連偶発債務 −
4 特定の取引に係る偶発債務 −

うち、経過措置を適用する元本補填信託契約 −
5 NIF又はRUF −
6 原契約期間が1年超のコミットメント 182
7 信用供与に直接的に代替する偶発債務 16,848

うち、借入金の保証 −
うち、有価証券の保証 −
うち、手形引受 −
うち、経過措置を適用しない元本補填信託契約 −
うち、クレジット・デリバティブのプロテクション提供 13,508

8 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） −
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） −
控除額（△） −

9 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 −
10 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による

担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若し
くは売戻条件付購入

20,347

11 派生商品取引及び長期決済期間取引 2,028
カレント・エクスポージャー方式 2,028

派生商品取引 2,028
外為関連取引 3,828
金利関連取引 866
金関連取引 −
株式関連取引 4
貴金属（金を除く）関連取引 −
その他のコモディティ関連取引 −
クレジット・デリバティブ取引

（カウンターパーティー・リスク） 18

一括清算ネッティング契約による与信
相当額削減効果（△） 2,690

長期決済期間取引 0
12 未決済取引 −
13 証券化エクスポージャーに係る適格なサービサー・

キャッシュ・アドバンスの信用供与枠のうち未実行部分 −

14 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー −
合　　　　　　計 39,408

（注） 所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。

１． その他金融機関等（持株自己資本比率告示第18条第６項第１号に規定するその他金融機関等をいう。）であって銀行の子法人等で
あるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

　　該当ありません。

定量的な開示事項
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（3）連結総所要自己資本額
（単位：百万円）

項　　　　　　目 2018年度末
（2019年3月31日）

連結総所要自己資本額 2,458,137

信用リスクに対する所要自己資本の額 640,247

標準的手法が適用されるポートフォリオ 624,547

証券化エクスポージャー 12,622

CVAリスク相当額 3,042

中央清算機関関連エクスポージャー 35

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 1,683,716

マーケット・リスク相当額に対する所要自己資本の額 −

オペレーショナル・リスク相当額に対する所要自己資本の額 134,172

基礎的手法 134,172
（注1）連結総所要自己資本額は、連結自己資本比率算出上の分母に4％を乗じた額であります。
（注2）信用リスクに対する所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。
（注3） オペレーショナル・リスク相当額に対する所要自己資本の額は、オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額に4％を乗じた額であります。
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（単位：百万円）

3．信用リスク
（1）信用リスクに関する地域別及び業種別又は取引相手別エクスポージャー

区　　　　分
2017年度末

（2018年3月31日）
貸出金・預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計

国
　
　
　
内

ソブリン向け 54,510,659 75,611,042 − 71,151 130,192,853

金融機関向け 27,550,278 10,845,606 557,518 918,083 39,871,486

法人等向け 435,652 6,369,777 − 331,447 7,136,877

中小企業等・個人向け − − − 249 249

その他 7,437,524 5,263,995 4,457 3,060,981 15,766,957

国　内　計 89,934,114 98,090,421 561,975 4,381,913 192,968,424

国　外　計 62,345 − − 346,230 408,575

投資信託等 447,511 43,891,082 − − 44,338,594

合　　　計 90,443,971 141,981,503 561,975 4,728,143 237,715,594

区　　　　分
2018年度末

（2019年3月31日）
貸出金・預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計

国
　
　
　
内

ソブリン向け 56,122,074 71,252,620 − 89,934 127,464,628

金融機関向け 24,778,804 12,058,964 361,970 23,080 37,222,820

法人等向け 419,855 5,827,850 − 378,906 6,626,612

中小企業等・個人向け − − − 200 200

その他 3,326,437 5,514,239 2,664 3,122,725 11,966,067

国　内　計 84,647,171 94,653,674 364,635 3,614,848 183,280,329

国　外　計 55,928 11,031 − 273,829 340,788

投資信託等 3,292,691 41,132,393 − − 44,425,085

合　　　計 87,995,791 135,797,099 364,635 3,888,677 228,046,203
（注1）  株式会社ゆうちょ銀行を除く他の会社は、原則として、与信業務を行っておらず、業種別の与信管理を行っていないため、取引相手別の区分により開示して

おります。
（注2）  「国内」及び「国外」の地域は、本店（本社）所在地を示しております。
（注3）  「貸出金・預け金等」は、貸出金、預け金、コールローン及びデリバティブ以外のオフ・バランス資産などにより構成されております。
（注4）  「有価証券」は、国債、地方債及び社債などにより構成されております。
（注5）  「デリバティブ」は、金利スワップ及び通貨スワップなどにより構成されております。
（注6）  「ソブリン」は、中央政府、中央銀行及び地方公共団体などにより構成されております。
（注7）  「金融機関」は、国際開発銀行、国際決済銀行等、地方公共団体金融機構、金融機関及び第一種金融商品取引業者により構成されております。
（注8）  「法人等」は、外国の中央政府等以外の公共部門、我が国の政府関係機関、地方三公社及び法人などにより構成されております。
(注9) エクスポージャー額は、個別貸倒引当金控除前かつ信用リスク削減手法適用後の残高を記載しております。
(注10) 投資信託等のファンドについては「投資信託等」に計上しております。

（単位：百万円）
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（2）信用リスクに関する残存期間別エクスポージャー

区　　　　分
2017年度末

（2018年3月31日）
貸出金・預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計

1年以下 31,456,215 13,425,874 34,974 457,656 45,374,719

1年超3年以下 799,311 27,045,947 92,433 2 27,937,694

3年超5年以下 751,327 29,533,048 224,306 32 30,508,715

5年超7年以下 695,632 11,934,382 198,534 − 12,828,549

7年超10年以下 649,365 9,904,376 11,728 − 10,565,470

10年超 437,180 6,216,419 − − 6,653,600

期間の定めのないもの 55,207,425 30,371 − 4,270,452 59,508,250

投資信託等 447,511 43,891,082 − − 44,338,594

合　　　計 90,443,971 141,981,503 561,975 4,728,143 237,715,594

区　　　　分
2018年度末

（2019年3月31日）
貸出金・預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計

1年以下 29,736,545 14,284,657 11,713 441,786 44,474,702

1年超3年以下 721,304 26,478,058 30,161 − 27,229,524

3年超5年以下 872,048 28,302,943 200,406 40 29,375,438

5年超7年以下 683,267 5,399,932 122,354 − 6,205,553

7年超10年以下 321,770 10,170,551 − − 10,492,322

10年超 532,170 8,989,077 − − 9,521,248

期間の定めのないもの 51,835,993 1,039,484 − 3,446,850 56,322,328

投資信託等 3,292,691 41,132,393 − − 44,425,085

合　　　計 87,995,791 135,797,099 364,635 3,888,677 228,046,203
（注1） 「貸出金・預け金等」は、貸出金、預け金、コールローン及びデリバティブ以外のオフ・バランス資産などにより構成されております。
（注2） 「有価証券」は、国債、地方債及び社債などにより構成されております。
（注3） 「デリバティブ」は、金利スワップ及び通貨スワップなどにより構成されております。
（注4） エクスポージャー額は、個別貸倒引当金控除前かつ信用リスク削減手法適用後の残高を記載しております。
（注5） 投資信託等のファンドについては「投資信託等」に計上しております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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（3）三月以上延滞エクスポージャーの地域別及び業種別又は取引相手別期末残高

区　　　　分

2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

貸出金・
預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計 貸出金・

預け金等 有価証券 デリバティブ その他 合　計

国
　
　
　
内

ソブリン向け − − − − − − − − − −

金融機関向け − − − − − − − − − −

法人等向け − − − 6 6 − − − 6 6
中小企業等・
個人向け − − − 76 76 − − − 58 58

その他 − − − 2,177 2,177 − − − 2,254 2,254

国　内　計 − − − 2,259 2,259 − − − 2,319 2,319

国　外　計 − − − − − − − − − −

投資信託等 − − − − − − − − − −

合　　　計 − − − 2,259 2,259 − − − 2,319 2,319
（注1） 三月以上延滞エクスポージャーは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャーであります。
（注2）  「国内」及び「国外」の地域は、本店（本社）所在地を示しております。
（注3）  「貸出金・預け金等」は、貸出金、預け金、コールローン及びデリバティブ以外のオフ・バランス資産などにより構成されております。
（注4）  「有価証券」は、国債、地方債及び社債などにより構成されております。
（注5）  「デリバティブ」は、金利スワップ及び通貨スワップなどにより構成されております。
（注6）  「ソブリン」は、中央政府、中央銀行及び地方公共団体などにより構成されております。
（注7）  「金融機関」は、国際開発銀行、国際決済銀行等、地方公共団体金融機構、金融機関及び第一種金融商品取引業者により構成されております。
（注8）  「法人等」は、外国の中央政府等以外の公共部門、我が国の政府関係機関、地方三公社及び法人などにより構成されております。
（注９）  一部の子会社が保有するエクスポージャーの区分については、「その他」（取引相手別）における「その他」（エクスポージャーの種類）扱いとしております。
(注10) エクスポージャー額は、個別貸倒引当金控除前かつ信用リスク削減手法適用後の残高を記載しております。
(注11) 投資信託等のファンドについては「投資信託等」に計上しております。

（4）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額
期末残高

（単位：百万円）

2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

一般貸倒引当金 138 124

個別貸倒引当金 − −

特定海外債権引当勘定 − −

期中増減
（単位：百万円）

2017年度
（2017年4月1日から2018年3月31日）

2018年度
（2018年4月1日から2019年3月31日）

一般貸倒引当金 11 △ 14

個別貸倒引当金 − −

特定海外債権引当勘定 − −
（注1）  金融再生法開示債権である貸出金等に係る貸倒引当金について記載しております。
（注2）  一般貸倒引当金については、地域別、業種別又は取引相手別の区分を行っておりません。

（5）業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額
　　貸出金償却はありません。

（単位：百万円）
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（6）リスク・ウェイト区分ごとのエクスポージャー
（単位：百万円）

区　　　　分
2017年度末

（2018年3月31日）
2018年度末

（2019年3月31日）
格付あり 格付なし 格付あり 格付なし

0％ 134,626,622 27,193,345 120,269,723 31,114,561
2％ − 11,728 − 43,817
4％ − − − −
10％ 169,340 4,176,537 575,247 3,838,976
20％ 13,376,215 54,990 14,960,624 61,629
35％ − − − −
50％ 5,747,423 2,076 5,284,896 2,088
75％ − 173 − 142
100％ 1,466,745 5,165,449 1,875,326 4,216,463
150％ 1 180 10,670 230
250％ 144,026 1,242,146 54,545 1,312,175
1,250％ − − − −
その他 − − − −
投資信託等 − 44,338,594 − 44,425,085

合　　　計 155,530,374 82,185,220 143,031,033 85,015,169
（注1） 格付は、原則として、適格格付機関等が付与しているものを使用しております。
（注2） エクスポージャー額は、個別貸倒引当金控除前かつ信用リスク削減手法適用後の残高を記載しております。
（注3） エクスポージャーの一部に信用リスク削減手法を適用した資産については、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイト区分に計上しております。
(注４) 経過措置を適用した資産については、経過措置を適用しない場合のリスク・ウェイト区分に計上しております。
(注５)  投資信託等のファンドについては「投資信託等」に計上しております。なお、加重平均のリスク・ウェイトは2018年度期末94.75％（2017年度期末は80.48％）

であります。

4．信用リスク削減手法
　　 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（単位：百万円）

項　　　　目
2017年度末

（2018年3月31日）
2018年度末

（2019年3月31日）
エクスポージャー額 構成比 エクスポージャー額 構成比

適格金融資産担保 27,488,378 89.53% 22,224,031 89.54%
保証及びクレジット・デリバティブ 3,213,299 10.47% 2,595,329 10.46%

合　　　計 30,701,677 100.00% 24,819,360 100.00%
（注1）  株式会社ゆうちょ銀行が適格金融資産担保として利用している担保の種類は、現金、自行預金及び有価証券であります。
（注2）  主要な保証人は、被保証債権よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府などであります。
（注3）  クレジット・デリバティブの取引相手は、参照債務よりも低いリスク・ウェイトが適用される金融機関であります。
（注4）  投資信託等のファンドに含まれるエクスポージャーは含んでおりません。
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（1） 証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の
内訳（再証券化エクスポージャーの額を除く）

（単位：百万円）

原資産の種類 2018年度末
（2019年3月31日）

住宅ローン債権 242,895    

オートローン債権 135,952    

リース料債権 2,023    

売掛債権 27,533    

法人向けローン債権 1,188,309    

その他 −    

合　　　計 1,596,713    
(注1) オフ・バランス取引はありません。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる証券化エクスポージャーは含んでおりま

せん。

（2） 再証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別
の内訳

（単位：百万円）

原資産の種類 2018年度末
（2019年3月31日）

住宅ローン債権 1,247    

オートローン債権 −    

リース料債権 −    

売掛債権 −    

法人向けローン債権 −    

その他 −    

合　　　計 1,247    
(注1) オフ・バランス取引はありません。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる再証券化エクスポージャーは含んでおりま

せん。

5．派生商品取引・長期決済期間取引
　 派生商品取引・長期決済期間取引の実績

（単位：百万円）

項　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

グロス再構築コストの額 437,947 296,366
グロスのアドオンの額 373,943 497,217
グロスの与信相当額 811,891 793,584

外国為替関連取引 589,679 535,991
金利関連取引 216,608 254,631
株式関連取引 1,596 554
クレジット・デリバティブ取引（カウンターパーティー・リスク） 3,958 2,359
長期決済期間取引 48 46

ネッティングによる与信相当額削減額（△） 249,867 428,902
ネットの与信相当額 562,024 364,681
担保の額 397,026 150,084

有価証券 169,340 127,588
現金 227,686 22,496

ネットの与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案後） 562,024 364,681 
（注1）与信相当額は、「カレント・エクスポージャー方式」により算出しております。
（注２）派生商品取引及び長期決済期間取引について、与信相当額の算出を要する取引に限って計上しております。
（注３）投資信託等のファンドに含まれる派生商品取引・長期決済期間取引は含んでおりません。
（注４）グロスの再構築コストの額は、０を下回らないものに限っております。
（注5）担保による信用リスク削減効果はリスク・ウェイトで勘案しているため、与信相当額では勘案しておりません。
（注6） ネッティングによる与信相当額削減額は、グロス再構築コストの合計額とグロスのアドオンの合計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の

与信相当額を差し引いた額と同じものであります。　　

・クレジット・デリバティブの想定元本
（単位：百万円）

項　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

トータル・リターン・スワップ 108,007 116,293

プロテクションの購入 108,007 116,293

うち信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているもの 28,844 73,284

プロテクションの提供 − −
（注）投資信託等のファンドに含まれるクレジット・デリバティブは含んでおりません。

6．証券化エクスポージャー
　　 当持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャー



122

8．出資等又は株式等エクスポージャー
（1）連結貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

連結貸借対照表計上額 時 　価 連結貸借対照表計上額 時 　価

上場株式等エクスポージャー（注1） 28,785 28,785 96,904 96,904
上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は
株式等エクスポージャー（注2） 1,384 4,888 

合　　計 30,169 101,792 
（注1）  時価のある株式等について記載しております。
（注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる株式について記載しております。
（注3）  銀行子会社とその子会社が保有している株式等を記載しております。また、投資信託等に含まれるエクスポージャーは含んでおりません。以下、同じであり

ます。

（2）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単位：百万円）

2017年度
（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

2018年度
（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

損　益 195 △ 8,084

売 却 益 195 177

売 却 損 − 1,527

償　　却 − 6,734
（注）  連結損益計算書における株式等損益について記載しております。

（3） 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額 396 5,124
（注）  時価のある株式等について記載しております。

（3） 証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト別の残高及
び所要自己資本の額（再証券化エクスポージャーの額を
除く）

（単位：百万円）

リスク・ウェイト
2018年度末

（2019年3月31日）
残   高 所要自己資本の額

15%以上20%以下 1,596,713 12,572

20%超45%以下 − −

45％超70%以下 − −

70%超140%以下 − −

140%超225%以下 − −

225%超420%以下 − −

420%超1,250%未満 − −

1,250% − −

合　　計 1,596,713 12,572
(注1) オフ・バランス取引はありません。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる証券化エクスポージャーは含んでお

りません。
(注3)  所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額で

あります。

（4） 再証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト別の残高
及び所要自己資本の額

（単位：百万円）

リスク・ウェイト
2018年度末

（2019年3月31日）
残   高 所要自己資本の額

100% 1,247 49

100%超1,250%未満 − −

1,250% − −

合　　計 1,247 49
(注1) オフ・バランス取引はありません。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる再証券化エクスポージャーは含んで

おりません。
(注3)  保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適

用はありません。
(注4)  所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額で

あります。

7．マーケット・リスクに関する事項
　 　当持株会社グループは、持株自己資本比率告示第16条に基づき、同告示第14条の算式にマーケット・リスク相当額を算入し

ていないため、該当ありません。
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（4） 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額 − −
（注）  時価のある関連会社の株式について記載しております。

9．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーの算出方法別の残高及び所要自己資本の額
（単位：百万円）

算出方式 リスクウェイト
2018年度末

（2019年3月31日）
残高 所要自己資本の額

ルック・スルー方式 − 44,026,008 1,524,470

マンデート方式 − − −

蓋然性方式
250％ 94,185 9,418

400％ 7,704 1,232

フォールバック方式 1,250％ 297,190 148,595

合　計 44,425,088 1,683,716
(注１) 所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に４%を乗じた額です。
(注２) リスク・ウェイトは、持株自己資本比率告示で定めるものです。
(注３) ルック・スルー方式とは、持株自己資本比率告示第54条の５第２項に規定されるものです。
(注４) マンデート方式とは、持株自己資本比率告示第54条の５第６項に規定されるものです。
(注５) 蓋然性方式とは、持株自己資本比率告示第54条の５第９項に規定されるものです。
(注６) フォールバック方式とは、持株自己資本比率告示第54条の５第10項に規定されるものです。

10．金利リスク
 （単位：百万円）

IRRBB1:金利リスク

項番

イ ロ ハ ニ

ΔEVE ΔNII
2018年度末

（2019年3月31日）
2017年度末

（2018年3月31日）
2018年度末

（2019年3月31日）
2017年度末

（2018年3月31日）
1 上方パラレルシフト 538,125

2 下方パラレルシフト 2,446,896

3 スティープ化

4 フラット化

5 短期金利上昇

6 短期金利低下

7 最大値 2,446,896

ホ ヘ
2018年度末

（2019年3月31日）
2017年度末

（2018年3月31日）
8 自己資本の額 10,896,334

(注１) 当局の開示定義に従い、経済価値及び金利収益が減少する方向をプラスで表記しています。
（注2） ΔEVEで計測した金利リスクに対し、自己資本の余裕を十分に確保していることを確認しています。
（注3）  重要性テストの適用については、当局が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」において、「ゆうちょ銀行は、法令上、一部の資産について国債等の安全

資産の保有が義務付けられているため、（重要性テストに該当する場合の）監督上の対応をするに当たっては、当該特殊事情を適切に勘案することとする。」と
されています。
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1．自己資本の充実度
（1） 信用リスクに対する所要自己資本の額 

（オン・バランス項目の内訳）
（2） 信用リスクに対する所要自己資本の額 

（オフ・バランス項目の内訳）
（単位：百万円） （単位：百万円）

項　　　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

１ 現金 −
２ 我が国の中央政府及び中央銀行向け −
３ 外国の中央政府及び中央銀行向け 13,702
４ 国際決済銀行等向け −
５ 我が国の地方公共団体向け −
６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け 7,257
７ 国際開発銀行向け 0
８ 地方公共団体金融機構向け 3,194
９ 我が国の政府関係機関向け 12,201
10 地方三公社向け 439
11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 199,813
12 法人等向け 931,310
13 中小企業等向け及び個人向け 5
14 抵当権付住宅ローン −
15 不動産取得等事業向け 54,661
16 三月以上延滞等 137,680
17 取立未済手形 −
18 信用保証協会等による保証付 −
19 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 −
20 出資等 66,451

うち、出資等のエクスポージャー 66,451
うち、重要な出資のエクスポージャー −

21 上記以外 351,826
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段
のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC
関連調達手段に該当するもの以外のものに
係るエクスポージャー

117,519

うち、特定項目のうち調整項目に算入され
ない部分に係るエクスポージャー 106,189

うち、上記以外のエクスポージャー 128,117
22 証券化（オリジネーターの場合） −

うち、再証券化 −
23 証券化（オリジネーター以外の場合） 18,486

うち、再証券化 24

24 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のう
ち、個々の資産の把握が困難な資産 135,061

25 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 1,155
26 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク･アセットの額に算入されなかったものの額 △ 455

合　　　　　　計 1,932,792
（注） 所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。

項　　　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

1 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に 
取消可能なコミットメント −

2 原契約期間が1年以下のコミットメント −
3 短期の貿易関連偶発債務 −
4 特定の取引に係る偶発債務 −

うち、経過措置を適用する元本補填信託契約 −
5 NIF又はRUF −
6 原契約期間が1年超のコミットメント 64,942
7 信用供与に直接的に代替する偶発債務 29,740

うち、借入金の保証 −
うち、有価証券の保証 −
うち、手形引受 −
うち、経過措置を適用しない元本補填信託契約 −
うち、クレジット・デリバティブのプロテクション提供 26,140

8 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） −
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除前） −
控除額（△） −

9 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 20,116
10 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による

担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若し
くは売戻条件付購入

14,058

11 派生商品取引及び長期決済期間取引 12,963
カレント・エクスポージャー方式 12,963

派生商品取引 12,960
外為関連取引 11,334
金利関連取引 2,100
金関連取引 0
株式関連取引 980
貴金属（金を除く）関連取引 0
その他のコモディティ関連取引 259
クレジット・デリバティブ取引

（カウンターパーティー・リスク） 128

一括清算ネッティング契約による与信
相当額削減効果（△） 1,845

長期決済期間取引 2
12 未決済取引 0
13 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格

なサービサー・キャッシュ・アドバンス −

14 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー −
合　　　　　　計 141,822

（注） 所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。

参考情報
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（3）連結総所要自己資本額
（単位：百万円）

項　　　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

連結総所要自己資本額 2,236,545

信用リスクに対する所要自己資本の額 2,094,444

資産（オン・バランス）項目 1,932,792

オフ・バランス取引等項目 141,822

CVAリスク相当額 19,441

中央清算機関関連エクスポージャー 388

マーケット・リスク相当額に対する所要自己資本の額 −

オペレーショナル・リスク相当額に対する所要自己資本の額 142,101

基礎的手法 142,101
（注1）連結総所要自己資本額は、連結自己資本比率算出上の分母に4％を乗じた額であります。
（注2）信用リスクに対する所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額であります。
（注3）オペレーショナル・リスク相当額に対する所要自己資本の額は、オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額に4％を乗じた額であります。
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（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の
種類別の内訳（再証券化エクスポージャーの額を除く）

（単位：百万円）

原資産の種類 2017年度末
（2018年3月31日）

住宅ローン債権 303,996

オートローン債権 121,735

リース料債権 3,655

売掛債権 6,420

法人向けローン債権 571,627
(23,266)

その他 −

合　　　計 1,007,435
(23,266)

(注1) （　）内は、オフ・バランス取引額であります。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる証券化エクスポージャーは含んでおりま

せん。

（2） 保有する再証券化エクスポージャーの額及び主な原資産
の種類別の内訳

（単位：百万円）

原資産の種類 2017年度末
（2018年3月31日）

住宅ローン債権 1,533

オートローン債権 −

リース料債権 −

売掛債権 −

法人向けローン債権 −
（−）

その他 −    

合　　　計 1,533
（−）

(注1) （　）内は、オフ・バランス取引額であります。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる再証券化エクスポージャーは含んでおりま

せん。

2．証券化エクスポージャー
　　 当持株会社グループが投資家である証券化エクスポージャー

（3） 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト
別の残高及び所要自己資本の額（再証券化エクスポー
ジャーの額を除く）

（単位：百万円）

リスク・ウェイト
2017年度末

（2018年3月31日）
残　高 所要自己資本の額

20%未満 49,477 197

20% 934,691 7,477

50% − −

100% − −

350% − −

1,250% 23,266
(23,266)

11,633
(11,633)

合　　計 1,007,435
(23,266)

19,308
(11,633)

(注1) （　）内は、オフ・バランス取引額であります。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる証券化エクスポージャーは含んでお

りません。
(注3)  所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額で

あります。
(注4)  1,250%のリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの

原資産の種類は 「法人向けローン債権」であります。

（4） 保有する再証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト
別の残高及び所要自己資本の額

（単位：百万円）

リスク・ウェイト
2017年度末

（2018年3月31日）
残　高 所要自己資本の額

40%未満 − −

40% 1,533 24

100% − −

225% − −

650% − −

1,250% −
（−）

−
（−）

合　　計 1,533
（−）

24
（−）

(注1) （　）内は、オフ・バランス取引額であります。
(注2)  投資信託等のファンドに含まれる再証券化エクスポージャーは含んで

おりません。
(注3)  保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適

用はありません。
(注4)  所要自己資本の額は、信用リスク・アセットの額に4％を乗じた額で

あります。
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1. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等に関する組織体制の
整備状況に関する事項

 （1）　「対象役職員」の範囲
   　開示の対象となる「銀行法施行規則第19条の2第1

項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項で
あって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要
な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定める
ものを定める件（平成24年(2012年)3月29日金融庁
告示第21号）」に規定されている「対象役員」及び「対
象従業員等」（以下、合わせて「対象役職員」といいま
す。）の範囲については、以下のとおりであります。

　　　①　「対象役員」の範囲
   　対象役員は、当社の取締役及び執行役であります。

なお、社外取締役を除いております。
　　　②　「対象従業員等」の範囲
   　当社では、対象役員以外の当社の役員及び従業員

並びに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の
報酬等を受ける者」で当社及びその主要な連結子法人
等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与え
る者等を開示の対象となる「対象従業員等」としてお
ります。

　　　（ア）「主要な連結子法人等」の範囲
   　主要な連結子法人等とは、グループ経営に重要な

影響を与える連結子法人等であり、具体的には3事業
子会社が該当します。

　　　（イ）「高額の報酬等を受ける者」の範囲
   　「高額の報酬等を受ける者」とは、当社及びその主

要な連結子法人等から基準額以上の報酬等を受ける
者で、当社ではグループ共通の基準額を28百万円に
設定しております。当該基準額は、当社及び株式会
社ゆうちょ銀行の役員の過去3年間における基本報
酬額の平均（各年度中における期中就任者・期中退任
者を除く。）をもとに設定し、グループ共通の基準額
としておりますが、当社の主要な連結子法人等にお
いてもその報酬体系・水準は大きく異なるものでは
ないことから、主要な連結子法人等にも共通して適
用しております。

　　　（ウ） 「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影
響を与えるもの」の範囲

   　「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影
響を与えるもの」とは、その者が通常行う取引や管理
する事項が、当社、日本郵政グループ、主要な連結
子法人等の業務の運営に相当程度の影響を与え、又
は取引等に損失が発生することにより財産の状況に
重要な影響を与える者であります。具体的には、主
要な連結子法人等の役員及び取締役会決議に基づき
部門等の業務の執行の権限を有する執行役員並びに
株式会社ゆうちょ銀行のプロフェッショナル職(同社
の市場部門において特に高度かつ専門的知識を用い
て業務を遂行する職務を行うものとして、プロフェッ
ショナル職給与規定に基づく業績連動型の報酬制度
を適用する管理社員をいいます。以下同じ。)が該当
します。

 （2）　対象役職員の報酬等の決定について
　　　①　対象役員の報酬等の決定について
   　当社は、当社の役員の報酬体系、報酬等の内容を

決定する機関として、報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、当社の取締役及び執行役の報酬等の
内容に係る決定に関する方針及び個人別の報酬等の
内容を決定しております。報酬委員会は、会社法に

基づきその過半が社外取締役により構成され、業務
推進部門からは独立して報酬決定方針及び個人別の
報酬等を定める権限を有しております。

　　　②　対象従業員等の報酬等の決定について
   　対象従業員等に該当する主要な連結子法人等の役

員の報酬等の決定については次のとおりです。
　　　（ア）日本郵便株式会社
   　役員の報酬等については、株主総会において役員

報酬の総額等を決定する仕組みとなっております。
   　株主総会で決議された取締役の報酬等の個人別の

配分については、取締役会の決議に基づき決定して
おります。監査役の報酬等の個人別の配分については、
監査役の協議により決定しております。

   　また、執行役員の報酬等については、取締役会の
決議に基づき決定しております。

　　　（イ）株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険
   　役員の報酬体系、報酬等の内容を決定する機関と

して、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、
取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関す
る方針及び個人別の報酬等の内容を決定しておりま
す。報酬委員会は、会社法に基づきその過半が社外
取締役により構成され、業務推進部門からは独立し
て報酬決定方針及び個人別の報酬等を定める権限を
有しております。

   　また、株式会社ゆうちょ銀行においては、プロ
フェッショナル職の報酬等について、業務推進部門
から独立した人事部がプロフェッショナル職給与規
程に基づく業績連動型の報酬制度を設計しておりま
す。この制度に基づく報酬は、同社の代表執行役社
長等の執行役で構成される評価委員会において審議
の上、決定しております。

 （3） 　リスク管理部門・コンプライアンス部門の職員の報
酬等の決定について

   　リスク管理部門・コンプライアンス部門の職員の
報酬等は給与規程に基づき決定され、具体的な支給
額は、当該部門等の長を最終決定者とする人事考課
に基づき確定されることにより、営業推進部門から
独立して報酬等の決定がなされております。

   　また、人事考課の評価項目は、リスク管理部門・
コンプライアンス部門の各職責における目標に対し
ての達成度及び職務行動を評価しており、リスク管
理態勢や法令等遵守態勢構築への貢献度を反映する
仕組みとなっております。

 （4） 　報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総
額及び報酬委員会等の会議の開催回数
会社名 会議体の名称 開催回数

（2018年4月〜2019年3月）
日本郵政株式会社 報酬委員会 3回

日本郵便株式会社
株主総会 1回
取締役会 2回
監査役会 1回

株式会社ゆうちょ銀行 報酬委員会 3回
評価委員会 7回

株式会社かんぽ生命保険 報酬委員会 4回
（注） 報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当す

る部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は
記載しておりません。

2. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運
用の適切性の評価に関する事項

 （1） 　「対象役員」の報酬等に関する方針

報酬等に関する開示事項
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   　当社は、取締役の報酬等については、経営等に対
する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた報
酬等とし、執行役の報酬等については、執行役とし
ての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案した報
酬制度を設計しております。具体的な役員報酬制度
といたしましては、役員の報酬等を基本報酬として
おります。

 （2） 　「対象従業員等」の報酬等に関する方針
   　当社の対象従業員等の報酬決定において、取締役

及び監査役の報酬等については、経営等に対する責
任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた報酬等とし、
執行役及び執行役員の報酬等については、執行役又
は執行役員としての職務内容・人物評価・業務実績
等を勘案した報酬制度を設計しております。具体的
な報酬制度といたしましては、報酬等を、基本報酬
としております。

   　また、職員の報酬決定については、目標に対する
達成度及び職務行動を反映するために人事考課に基
づき決定されることになっており、具体的な職員報
酬制度といたしましては、給与規程により定めてお
ります。

3. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理
の整合性並びに報酬等と業績の連動に関する事項

　 　対象役員の報酬等の決定に当たっては、報酬委員会にお
いて、報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めた上、
個人別の報酬等の内容が決定される仕組みになっておりま
す。

　 　また、対象従業員等の報酬等の決定に当たっては、日本
郵便株式会社の取締役及び監査役については、株主総会の
決議に基づき決定され、執行役員については、取締役会の
決議に基づき決定される仕組みとなっております。株式会
社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の役員につい
ては、報酬委員会において、報酬等の内容に係る決定に関
する方針を定めた上、個人別の報酬等の内容が決定される
仕組みになっております。株式会社ゆうちょ銀行のプロ
フェッショナル職の報酬等の決定に当たっては、評価委員
会において、報酬決定の仕組みを審議の上、個人別の報酬
等の内容が決定される仕組みとなっております。その他の
職員の報酬等については、給与規程に基づき決定される仕
組みになっております。

　 　なお、対象役員及び対象従業員等の報酬等について、人
事考課の状況並びに支払額の妥当性を踏まえて、過度の成
果主義にならない仕組みとなっております。

4. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及
び支払方法に関する事項

　 　対象役職員の報酬等の総額（自　2018年4月1日　至　
2019年3月31日）

区分 人
数

報酬等の総額（百万円）
退
職
慰
労
金

そ
の
他

固定報酬の
総額 変動報酬の総額

基本
報酬 賞与 株式

報酬
対象役員

（除く社外
役員）

36 1,148 946 946 202 0 202 0 0

対象従業員
等 60 2,365 1,504 1,504 860 456 486 0 6

（注1） 対象役員の報酬等には、主要な連結子会社等の役員としての報酬等を
含めて記載しております。

（注2）株式報酬型ストックオプションは該当ありません。
（注3） 取締役、監査役、執行役及び執行役員の退職慰労金制度を2013年6月

に廃止しておりますので、退職慰労金は該当ありません。

5. 当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系に関し、その
他参考となるべき事項

　 　特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はご
ざいません。
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保険持株会社の保険金等の支払能力の充実の状況（連結ソルベンシー・マージン比率）
（単位：百万円）

項　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

ソルベンシー・マージン総額 (A) 19,026,975 19,013,897

資本金等 11,696,279 11,979,784

価格変動準備金 916,743 897,492

危険準備金 2,114,348 1,962,755

異常危険準備金 − −

一般貸倒引当金 399 360
(その他有価証券評価差額金（税効果控除前）・繰延ヘッジ損益（税効果控除前））
×90％（マイナスの場合100％） 3,414,011 3,164,450

土地の含み損益×85％（マイナスの場合100％） 80,067 162,606

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額（税効果控除前） 298,658 257,681

負債性資本調達手段、保険料積立金等余剰部分 506,467 589,649

保険料積立金等余剰部分 506,467 489,649

負債性資本調達手段等 − 100,000

不算入額 − −

少額短期保険業者に係るマージン総額 − −

控除項目 − △ 882

その他 − −
リスクの合計額

（　　 ＋ 　 ＋　 ＋　 ） ＋（　 ＋　 ＋　 ） ＋ 　＋　1 5
2 2 2 2R 8R 9R 2R 3R 7R 4R 6RR (B) 5,265,094 5,669,162

保険リスク相当額 R1 147,403 142,209

一般保険リスク相当額 R5 − −

巨大災害リスク相当額 R6 − −

第三分野保険の保険リスク相当額 R8 63,087 59,172

少額短期保険業者の保険リスク相当額 R9 − −

予定利率リスク相当額 R2 150,450 141,866

最低保証リスク相当額 R7 − −

資産運用リスク相当額 R3 4,802,912 5,233,052

経営管理リスク相当額 R4 307,261 290,473
ソルベンシー・マージン比率 （Ａ）  × １００  （１／２）×（Ｂ） 722.7％ 670.7％

（注）  保険業法施行規則第210条の11の3、第210条の11の4及び平成23年金融庁告示第23号の規定に基づいて算出しております。
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（単位：百万円）

項　　　　目 2017年度末
（2018年3月31日）

2018年度末
（2019年3月31日）

ソルベンシー・マージン総額 （Ａ） 5,591,395 5,649,027

資本金等 1,554,861 1,632,636

価格変動準備金 916,743 897,492

危険準備金 2,114,348 1,962,755

一般貸倒引当金 60 45
(その他有価証券評価差額金（税効果控除前）・繰延ヘッジ損益（税効果控除前））
×90％（マイナスの場合100％） 501,809 568,785

土地の含み損益×85％（マイナスの場合100％） △ 2,896 △ 2,336

全期チルメル式責任準備金相当額超過額 506,467 489,649

負債性資本調達手段等 − 100,000
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 − −

控除項目 − −

その他 − −
リスクの合計額 （Ｂ）（　 ＋　 ）＋（　 ＋　 ＋　 ） ＋  1 8

2R 2
2R 3R 7R 4RR 989,104 950,952

保険リスク相当額 R1 147,403 142,209

第三分野保険の保険リスク相当額 R8 63,087 59,172

予定利率リスク相当額 R2 150,450 141,866

最低保証リスク相当額 R7 − −

資産運用リスク相当額 R3 792,377 764,830

経営管理リスク相当額 R4 23,066 22,161
ソルベンシー・マージン比率 （Ａ）  × １００  （１／２）×（Ｂ） 1,130.5% 1,188.0%

（注）  上記は、保険業法施行規則第86条、第87条及び平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しております。

株式会社かんぽ生命保険（単体）ソルベンシー・マージン比率
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7.･日本郵政グループ・プライバシーポリシー
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（１）法令等の遵守
当グループは、個人情報を取り扱う際に、個人情報
保護に関係する諸法令、国が定める指針および本プラ
イバシーポリシーで定めた事項（以下「法令等」といい
ます。）を遵守いたします。

（２）個人情報の利用目的
当グループは、個人情報について、その利用目的を
特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱い
はいたしません。
　当グループ各社の個人情報の利用目的は、各社の
Webサイト等に掲示する各社プライバシーポリシー
にて公表いたします。

（３）個人情報の取得
当グループは、適法かつ適正な手段により個人情報
を取得いたします。

（４）個人情報の安全管理措置
当グループは、取り扱う個人情報の漏えい、滅失ま
たはき損等を防止するため、適切な安全管理措置を講
じます。また、従業者や委託先等について適切に監督
いたします。

（５）個人情報の第三者への提供
当グループは、法令で定める場合を除き、あらかじ
めご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ
提供することはいたしません。

日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく
上で個人情報の適切な保護と取扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報保護に関する基本方針（以下「プライ
バシーポリシー」といい、以下で定めるプライバシーポリシーを「本プライバシーポリシー」といいます。）を定め、
これを実行いたします。

また、当グループは、お客さまの個人情報を共同利
用させていただく場合には、法令で定める必要事項を
あらかじめご通知、または公表させていただいたうえ
で実施いたします。
なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、
法令で定める場合を除き、第三者への提供および共同
利用を行いません。

（６）開示請求等の手続
当グループは、法令等で定める保有個人データに関
する利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等の
ご請求があった場合には、誠実な対応に努めます。
なお、当グループ各社の手続きについては、各社の
Webサイト等に掲示いたします。

（７）お問い合わせ窓口
当グループは、前項のお客さまの保有個人データに
関するご請求ならびにその他の個人情報の取扱いに関
するご意見、ご要望およびお問い合わせなどについて
専用窓口にて承ります。

（８）継続的改善
当グループは、情報技術の発展や社会的要請の変化
などを踏まえて、個人情報保護のための管理体制およ
び取組について継続的に見直し、その改善に努めます。

❶ 日本郵政グループ・プライバシーポリシー

日本郵政グループは、平成19年10月の民営化によ
り発足した、日本郵政（株）を持株会社として日本郵便
（株）、（株）ゆうちょ銀行および（株）かんぽ生命保険な
らびにその他の子会社および関連会社（以上を併せて、
以下「グループ各社」といいます。）により構成される企
業グループです。
グループ各社がそれぞれの専門性を生かして質の高

いサービスをご提供させていただくことにより、お客
さまに、より一層ご満足を頂けますよう、努力してま
いりたいと考えております。
そのため、日本郵政グループでは、グループ各社が
直接または委託により行っている業務の遂行にあたっ
て、下記の範囲内で必要な場合に限り、お客さまの個
人データを共同利用させていただきたいと存じます。

❷ 日本郵政グループにおけるお客さまの個人データの共同利用について



8.･グループの調達活動に関する考え方
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日本郵政グループは、以下の考え方に沿って調達活
動を実施します。

日本郵政グループの調達活動に関する考え方
（1）オープンで公平・適正な調達
・･幅広く門戸を開放し、お取引先さまに公平に参入
の機会を提供します。
・･お取引先さまの選定は、品質、価格、納期、技術、
経営状況などを総合的かつ適正に評価した上で決
定します。

（2）法令・社会規範の遵守
・･関連するすべての法令や社会規範を遵守し、誠実
な調達活動を実施します。
・･調達活動において、市民社会の秩序や安全に脅威
を与える反社会的勢力との関係を遮断します。

（3）環境への配慮
・･地球及び地域の環境保全や資源の有効活用に配慮
した調達活動を実施します。

（4）信頼関係の構築
・･お取引先さまとの良好なコミュニケーションにより、
強い信頼関係を築き、共に発展することを目指し
ます。
・･調達活動を通じて知り得たお取引先さまの情報を
適切に管理します。

（5）･お取引先さまへのお願い･ ･
（国連グローバル・コンパクトの遵守）
・･当グループは、国連グローバル・コンパクトに定
める4分野（人権、労働、環境、腐敗防止）10原則
を支持し、CSR調達活動に取り組んでいます。お
取引先さまにもご理解の上、積極的なご協力をお
願いいたします。

なお、共同利用させていただくにあたっては、厳格
な情報管理につとめてまいりますので、何卒ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

（1）共同利用する個人データの項目
お名前、生年月日、ご住所、電話番号等のご連絡先、
ご家族、ご職業および個々のお取引に関する情報。た
だし、郵便物およびその配達に関する情報ならびにセ
ンシティブ情報を除く。

（2）共同利用者の範囲
日本郵政グループ各社。ただし、法令等に基づく日
本郵政（株）の連結決算及び持分法適用の対象会社で、
下記の会社に限ります。
･日本郵政（株）、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行、
（株）かんぽ生命保険

（3）利用目的
①･各種サービスに関するご案内、研究および開発の
ため
②･各種サービスのご提供に際しての判断のため
③･各種リスクの把握および管理など、グループとし
ての経営管理業務の適切な遂行のため

（4）個人データの管理について、責任を有する者の名称
日本郵政（株）

資料編
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9.･日本郵政グループにおける利益相反管理方針

10.･日本郵政グループ　情報セキュリティ宣言
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日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）
は、利益相反のおそれのある取引によりお客さまの利
益が不当に害されることのないよう、法令及び社内規
程等に基づき適正に業務を遂行いたします。

１　･当グループにおける利益相反の管理対象となる
会社の代表例は、以下のとおりです（以下これ
らの会社を総称して「グループ会社」といいま
す。）。

・　（株）ゆうちょ銀行
・　（株）かんぽ生命保険
・　日本郵便（株）

２　･当グループは、以下に定める取引を対象に利益
相反の管理を行います。

（1）･次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不
当に害されるおそれのある取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまと行う取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまと対立又は競合する相手と行う取
引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有する
お客さまから得た情報を不当に利用して行
う取引

（2）･上記のほか利益相反によりお客さまの利益が
不当に害されるおそれのある取引

３　･当グループは、利益相反の管理対象取引につい
て、次に掲げる方法その他の方法を選択又は組
み合わせることにより管理します。

（1）･対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行
う部門を分離する方法

（2）･対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方
法を変更する方法

（3）対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
（4）･対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害

されるおそれがあることについて、お客さま
に適切に開示する方法

４　･当グループは、営業部門から独立した利益相反
管理統括部署を設置して、対象取引の特定及び
利益相反の管理を適切に行います。また、当グ
ループは、利益相反の管理について定められた
法令及び社内規程等を遵守するため、役員及び
職員に教育・研修等を行います。

５　･当グループは、利益相反の管理態勢について継
続的に見直し、その改善に努めます。

日本郵政グループの日本郵政（株）、日本郵便（株）、
（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険が提供する各
種サービスは、多くのお客さまにご利用していただい
ております。わたしたちがお取り扱いさせていただい
ているお客さまに関する情報は、厳重な管理・対応が
要求され、また、ご利用していただくサービスは、安
全なものでなければならないものと考えています。

お客さまに安心してサービスをご利用していただく
ために、わたしたちは、情報セキュリティの重要性を
認識し、情報セキュリティに配慮した行動に努めます。
このためには、不正な侵入による情報の流出、紛失、
事故・災害によるサービスの中断などからお客さまの
大切な情報を守り、安全に管理するために、以下の事
項に取り組んでまいります。

１ ･わたしたちは、情報セキュリティを推進していくために、グループ各社が情報セキュリティ規程
を定め、それを遵守してまいります。

２ ･わたしたちは、継続的な情報セキュリティ教育により、常に情報セキュリティに関する重要性を
認識し、意識向上に努めます。

３ ･わたしたちは、情報セキュリティを維持向上させるために、継続的に点検を実施して、見直し、
改善を続けます。

資料編
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12.･ディスクロージャーポリシー
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（基本方針）
日本郵政グループ行動憲章においては、透明性の高
い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明
責任を果たし、信頼を確保することを定めています。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
資するため、株主、投資家等の皆さまに対して、正確
かつ公平に、情報を開示するとともに、建設的な対話
に努め、対話を通じていただいたご要望等を経営陣が
共有します。

（情報開示の基準）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京
証券取引所が定める有価証券上場規程等を遵守し、当
社グループに係る重要情報等を適切に管理し、開示を
迅速に行います。
また、これら法令及び規則等による情報開示にとど
まらず、当社グループに対する理解を深めていただく
ことに資すると考えられる情報を投資家説明会等を通
じて自発的に開示するよう努めます。

（社内体制の整備）
当社は、IR活動に関する社内体制の整備等を統括す
る執行役として経営企画部門担当執行役を指定の上、
各部門が有機的に連携し、適切な情報開示を行うこと
が可能となるよう社内体制の整備・充実に努めます。

また、情報開示委員会を設置し、情報開示に関する審
議等を行います。

（情報開示の方法）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京
証券取引所が定める有価証券上場規程等に基づく開示
については、金融庁が運営する「金融商品取引法に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シ
ステム（EDINET）」、東京証券取引所が運営する「適時
開示情報伝達システム（TDnet）」、当社Webサイト等
定められた手段を通じて行います。
前記の方法により開示した情報以外の情報の開示に
ついては、当社Webサイトに掲載すること等により
行います。

（将来の見通しについて）
当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関す
る事項が含まれていることがあります。この事項につ
いては、開示の時点において当社が入手している情報
による経営陣の判断に基づくほか、将来の予想を行う
ために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確
定性・不確実性を含んでおります。したがって、現実
の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢
等の変化により、開示情報に含まれる将来の見通しと
異なる可能性があります。

日本郵政グループは、反社会的勢力との関係を遮断し被害を防止するため、内部統制システムの構築に係る基本方針に
則り、以下のことを宣言します。

１ 組織としての対応
･ ･当グループは、その社会的責任を強く認識するとと
もに、コンプライアンス経営を徹底するため、組織
全体として反社会的勢力との関係を遮断するための
体制を整備する。

２ 取引を含めた一切の関係遮断
･ ･当グループは、反社会的勢力とは、取引関係を含め
て一切の関係を持たない。

３ 有事における民事と刑事の法的対応、裏取引の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求を断固

として拒絶し、民事、刑事の両面から法的対応を行
う。不当要求が当グループの不祥事を理由とする場
合であっても、裏取引を絶対に行わない。

４ 外部専門機関との連携
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求に備え
て、平素から外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、
不当要求に対応する社員の安全を確保する。

５ 資金提供の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力への資金提供を絶対に
行わない。

資料編
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13.･開示項目一覧
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保険業法施行規則 第210条の10の2、銀行法施行規則 第34条の26、
平成26年金融庁告示 第7号 第15条、平成24年金融庁告示 第21号
に基づく開示項目と掲載ページ

保険業法施行規則　第210条の10の2
1. 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ ･経営の組織（保険持株会社の子会社等（法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に･
重要な影響を与えない子会社等を除く。）の経営管理に係る体制を含む。）･ 48 〜 81、84〜 86

ロ 資本金の額及び発行済株式の総数 84
ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）

84（2）各株主の持株数
（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

ニ ･取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役）の氏名
及び役職名 85

ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 －
ヘ 会計監査人の氏名又は名称 100

2. 保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成･ 2、28〜 38、86、91、94、97
ロ 保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
（1）名称
（2）主たる営業所又は事業所の所在地
（3）資本金又は出資金の額
（4）事業の内容 87〜 88
（5）設立年月日
（6）保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
（7）･保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占

める割合
3. 保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の営業又は事業年度における事業の概況 28〜 38
ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
（1）経常収益
（2）経常利益又は経常損失
（3）親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
（4）包括利益 98〜 99
（5）純資産額
（6）総資産額
（7）保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

4. 保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 100〜 103
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
（1）破綻先債権に該当する貸付金

105
（2）延滞債権に該当する貸付金
（3）三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
（4）貸付条件緩和債権に該当する貸付金

ハ ･保険金等の支払能力の充実の状況（法第271条の28の2各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。）及び保
険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況（法第130条各号に掲げる額を含む。） 129、130

ニ ･保険持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分
に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額（以下この号において「経常収益等」という。）として算出
したもの（各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。）

106〜 109

ホ ･保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2（公
認会計士又は監査法人による監査証明）の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合にはその旨 100

5. ･事業年度の末日において、当該保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況その他当該保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下この号において「重要事象等」という。）が存在する
場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善する
ための対応策の具体的内容

－
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銀行法施行規則　第34条の26
1. 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ ･経営の組織（銀行持株会社の子会社等（法第52条の25に規定する子会社等（法第52条の29第1項･前段に規定する説明書類の内容に･
重要な影響を与えない子会社等を除く。）をいう。以下この項において同じ。）の経営管理に係る体制を含む。）･ 48 〜 81、84〜 86

ロ 資本金及び発行済株式の総数 84
ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
（1）氏名（株主が法人その他の団体である場合には、その名称）

84（2）各株主の持株数
（3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

ニ ･取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役）の氏名
及び役職名 85

ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 －
ヘ 会計監査人の氏名又は名称 100

2. 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成･ 2、28〜 38、86、91、94、97
ロ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
（1）名称

87〜 88

（2）主たる営業所又は事務所の所在地
（3）資本金又は出資金
（4）事業の内容
（5）設立年月日
（6）銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
（7）･銀行持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占

める割合
3. 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 28〜 38
ロ ･直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に
掲げる事項
（1）経常収益

98〜 99

（2）経常利益又は経常損失
（3）･親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若

しくは親会社株主に帰属する当期純損失
（4）包括利益
（5）純資産額
（6）総資産額
（7）連結自己資本比率

4. 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ ･中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又
は連結株主資本等変動計算書 100〜 103

ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
（1）破綻先債権に該当する貸出金

105
（2）延滞債権に該当する貸出金
（3）三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金

ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 110〜 126
ニ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項（ハに掲げる事項を除く） －
ホ ･銀行持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分
に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額（以下この号において「経常収益等」という。）として算出
したもの（各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。）

106〜 109

ヘ ･法第52条の28第1項･の規定により作成した書面（同条第2項･の規定により作成された電磁的記録を含む。）について会社法
第396条第1項･による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 100

ト ･銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本
等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第193条の2･の規定に基づき公認会計士又は監査法
人の監査証明を受けている場合にはその旨

100

チ 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 －
5. ･報酬等（報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準
法第11条に規定する賃金をいう。）に関する事項であって、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重
要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの

127〜 128

6. ･事業年度の末日（中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日）において、当該銀行持株会社が将来にわたって事業活動を継
続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以
下この号において「重要事象等」という。）が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討
内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

－
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平成26年2月18日　金融庁告示第7号　第15条
第2項　自己資本の構成に関する開示事項 110 〜 126
第3項　定性的な開示事項
1. 連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ ･持株自己資本比率告示第15条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下「持株会社グルー
プ」という。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因 112

ロ 持株会社グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容･ 112
ハ ･持株自己資本比率告示第21条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、
貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容 112

ニ ･持株会社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び持株会社グループに属しない会社であって会
計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容 112

ホ 持株会社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要 112
2. ･自己資本調達手段（その額の全部又は一部が、持株自己資本比率告示第14条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含
まれる資本調達手段をいう。）の概要 112

3. 持株会社グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要 112
4. 信用リスクに関する次に掲げる事項
イ リスク管理の方針及び手続の概要 112
ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項
（1）･リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称（使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を

含む。） 113
（2）エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項
（1）使用する内部格付手法の種類

－

（2）内部格付制度の概要
（3）･次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要（（vi）及び（vii）に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに

関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリ
スク特性が類似しており、預金者等による持株会社グループのリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと
判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。）
（ i ）･事業法人向けエクスポージャー（特定貸付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャーについて区別して開

示することを要する。）
（i i）ソブリン向けエクスポージャー
（iii）金融機関等向けエクスポージャー
（iv）･株式等エクスポージャー（株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出にPD/LGD方式を適用する場

合に限る。）
（v）居住用不動産向けエクスポージャー
（vi）適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
（vii）その他リテール向けエクスポージャー

5. 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 113
6. 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 113
7. 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
イ リスク管理の方針及びリスク特性の概要 113
ロ ･持株自己資本比率告示第227条第4項第3号から第6号まで（持株自己資本比率告示第232条第2項及び第280条の4第1項
において準用する場合を含む。）に規定する体制の整備及びその運用状況の概要 114

ハ 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針 114
ニ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称 114
ホ 証券化エクスポージャーのマーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称 114
ヘ ･持株会社グループが証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体
の種類及び当該持株会社グループが当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別 114

ト ･持株会社グループの子法人等（連結子法人等を除く。）及び関連法人等のうち、当該持株会社グループが行った証券化取引
（持株会社グループが証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む。）に係る証券化エクスポージャーを保有してい
るものの名称

114

チ 証券化取引に関する会計方針 114
リ ･証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称（使用する適格格付機関を
変更した場合には、その理由を含む。） 114

ヌ 内部評価方式を用いている場合には、その概要 －
ル 定量的な情報に重要な変更が生じた場合には、その内容 －
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8. ･マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（持株自己資本比率告示第14条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入する場合に
限る。）
イ リスク管理の方針及び手続の概要 －
ロ ･マーケット・リスク相当額の算出に使用する方式の名称（複数の方式を使用する場合には、業務の別、拠点の別又は個別
リスク若しくは一般市場リスクの別に開示することを要する。） －

ハ 想定される保有期間及び保有期間が想定を超える蓋然性等を踏まえ、取引の特性に応じて適切に価格を評価するための方法 －
ニ 内部モデル方式を使用する場合における使用するモデルの概要並びにバック・テスティング及びストレス・テストの説明 －
ホ 追加的リスクを内部モデルで計測している場合には、当該内部モデルの概要 －
ヘ 包括的リスクを内部モデルで計測している場合には、当該内部モデルの概要 －
ト マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法 －

9. オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項
イ リスク管理の方針及び手続の概要 114
ロ ･オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称（部分的に先進的計測手法を使用する場合は、各手法の適用
範囲を含む。） 114

ハ 先進的計測手法を使用する場合における次に掲げる事項
（1）当該手法の概要

－
（2）保険によるリスク削減の有無（保険によるリスク削減を行った場合は、保険の利用方針と概要を含む。）

10. 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 114
11. 金利リスクに関する次に掲げる事項
イ リスク管理の方針及び手続の概要 114
ロ 持株会社グループが内部管理上使用した金利リスク算定手法の概要 114
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第4項　定量的な開示事項
1. ･その他金融機関等（持株自己資本比率告示第18条第6項第1号に規定するその他金融機関等をいう。）であって銀行持株会社の子
法人等であるもののうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額 115

2. 自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ 信用リスクに対する所要自己資本の額（ロ及びハの額を除く。）及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの額
（1）･標準的手法が適用されるポートフォリオ及び複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオ

の区分ごとの内訳 115

（2）･内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳（（v）及び（vi）に掲げる
ポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少な
く、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による持株会社グループのリテール業務
のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。）

－

（ i ）事業法人向けエクスポージャー
（i i）ソブリン向けエクスポージャー
（iii）金融機関等向けエクスポージャー
（iv）居住用不動産向けエクスポージャー
（v）適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー
（vi）その他リテール向けエクスポージャー

（3）証券化エクスポージャー 116
ロ ･内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち次に掲げる区
分ごとの額
（1）マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー及びこのうち次に掲げる区分ごとの内訳

－
（ i ）簡易手法が適用される株式等エクスポージャー
（i i）内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー

（2）PD/LGD方式が適用される株式等エクスポージャー
ハ 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 －
ニ マーケット・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる方式ごとの額
（1）･標準的方式（金利リスク、株式リスク、外国為替リスク、コモディティ・リスク及びオプション取引のカテゴリーごと

に開示することを要する。） 116
（2）内部モデル方式

ホ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額及びこのうち持株会社グループが使用する次に掲げる手法ごとの額
（1）基礎的手法 116
（2）粗利益配分手法

－
（3）先進的計測手法

ヘ ･連結総所要自己資本額（持株自己資本比率告示第14条の算式の分母の額に4パーセントを乗じた額をいう。第17条第1項
第3号において同じ。）

3. ･信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する次に
掲げる事項
イ ･信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高（期末残高がその期のリスク・ポジションから大幅に乖離している場合
には、期中平均残高の開示も要する。）及びエクスポージャーの主な種類別の内訳 117〜 120

ロ ･信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類
別の内訳
（1）地域別

117･
（2）業種別又は取引相手の別
（3）残存期間別 118･

ハ ･三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分
ごとの内訳
（1）地域別

119･
（2）業種別又は取引相手の別

ニ ･一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額（一般貸倒引当金及び個別貸倒
引当金については、次に掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。ただし、一般貸倒引当金について次に掲げ
る区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開示を要しない。）
（1）地域別

119
（2）業種別又は取引相手の別

ホ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 119
ヘ ･標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した
後の残高（格付が付与されている信用供与の割合が信用供与の額全体の1パーセント未満である場合には、区分を要しない。）
並びに持株自己資本比率告示第57条の5第2項第2号、第155条の2第2項第2号及び第225条第1項（持株自己資本比率告示第
103条、第105条及び第114条第1項において準用する場合に限る。）の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適
用されるエクスポージャーの額

120
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ト ･内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権及び
マーケット・ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて、持株自己資本比率告示第131条第3項
及び第5項並びに第144条第4項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高

－

チ ･内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事
項（信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映するものとする。）
（1）･事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー　債務者格付

ごとの PDの推計値、LGDの推計値（先進的内部格付手法を適用する場合は、デフォルトしたエクスポージャーに係る
ELdefault を含む。）の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目の EADの推計値及びオフ・
バランス資産項目の EADの推計値（先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未引出額及び当該未引
出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値を含む。）

－
（2）･PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー　債務者格付ごとの PDの推計値、リスク・ウェイトの加重平均値

及び残高
（3）･居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクス

ポージャー次のいずれかの事項
（ i ）･プール単位での PDの推計値、LGDの推計値（デフォルトしたエクスポージャーに係る ELdefault を含む。）の加重

平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目の EADの推計値、オフ・バランス資産項目の
EADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値

（i i）適切な数の EL 区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析
リ ･内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポー
ジャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リ
テール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績
値と過去の実績値との対比並びに要因分析

－

ヌ ･内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポー
ジャー、PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテー
ル向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値との対比

－

4. 信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項
イ ･標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー（信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の額（包括的手法を採用し、かつ、ボラティリティ
調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額）（基礎
的内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー
及び金融機関等向けエクスポージャーごとに開示することを要する。）
（1）適格金融資産担保 120
（2）適格資産担保（基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに係るものに限る。） －

ロ ･標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエ
クスポージャー（信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。）の額（内部格付手法が適用されるポートフォリオ
については、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住
用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポー
ジャーごとに開示することを要する。）

120

5. 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項
イ 与信相当額の算出に用いる方式 121
ロ グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る。）の合計額 121
ハ ･担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額（派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当
額を含む。） 121

ニ ･ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額（カレント・エクスポージャー方式を
用いる場合に限る。） 121

ホ 担保の種類別の額 121
ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 121
ト ･与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロ
テクションの購入又は提供の別に区分した額 121

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット ･デリバティブの想定元本額 121
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6. 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
イ ･持株会社グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー
に関する次に掲げる事項
（1）･原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原

資産の種類別の内訳（ただし、持株会社グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産について
は、当期の証券化取引に係るものに限る。）

－

（2）･原資産を構成するエクスポージャーのうち、三月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャー
の額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳（ただし、持株会社グループが証券化エクスポー
ジャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。）

（3）証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
（4）･当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産

の種類別の内訳を含む。）
（5）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
（6）･保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャーについて区別して記

載することを要する。）
（7）･保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（再証券化エ

クスポージャーについて区別して記載することを要する。）
（8）証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳
（9）･持株自己資本比率告示第225条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス

ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
（10）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内訳を含む。）
（ i ）早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額
（i i）･持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済

みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の EADの額の合計額に対する所要自己資本の額
（iii）･持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済

みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の EADの額の合計額に対する所要自己資本の額
（11）･保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用

されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
ロ ･持株会社グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲
げる事項
（1）･保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャーについて区別して記

載することを要する。）

121

（2）･保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（再証券化エ
クスポージャーについて区別して記載することを要する。）

（3）･持株自己資本比率告示第225条第1項の規定により1,250パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクス
ポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

（4）･保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用
されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
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ハ ･持株会社グループがオリジネーターである場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポー
ジャーに関する次に掲げる事項
（1）･原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原

資産の種類別の内訳（ただし、持株会社グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産について
は、当期の証券化取引に係るものに限る。）

－

（2）証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳
（3）･当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略（当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産

の種類別の内訳を含む。）
（4）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳
（5）･保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャーについて区別して記

載することを要する。）
（6）･保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（再証券化エ

クスポージャーについて区別して記載することを要する。）
（7）･包括的リスクの計測対象としている証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの種類

別の所要自己資本の額の内訳
（8）証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳
（9）･持株自己資本比率告示第280条の5第2項において読み替えて準用する持株自己資本比率告示第225条（第1項第2号を

除く。）の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の
種類別の内訳

（10）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項（主な原資産の種類別の内訳を含む。）
（ i ）早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額
（i i）･持株会社グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済

みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の EADの額の合計額に対する所要自己資本の額
（iii）･持株会社グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済

みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額の EADの額の合計額に対する所要自己資本の額
ニ ･持株会社グループが投資家である場合におけるマーケット・リスク相当額の算出対象となる証券化エクスポージャーに関
する次に掲げる事項
（1）･保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳（再証券化エクスポージャーについて区別して記

載することを要する。）

－

（2）･保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額（再証券化エ
クスポージャーについて区別して記載することを要する。）

（3）･保有する包括的リスクの計測対象となる証券化エクスポージャーの総額並びに所要自己資本の額及び適切なリスクの
種類別の所要自己資本の額の内訳

（4）･持株自己資本比率告示第280条の5第2項において読み替えて準用する持株自己資本比率告示第225条（第1項第2号を
除く。）の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の
種類別の内訳

7. マーケット・リスクに関する次に掲げる事項（内部モデル方式を使用する場合に限る。）
イ 期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値 122
ロ ･期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるストレス・バリュー・アット・リスクの最高、
平均及び最低の値 122

ハ ･期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに
係る所要自己資本の最高、平均及び最低の額 122

ニ ･バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての
説明 122

8. 出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額
（1）上場株式等エクスポージャー

122
（2）上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 122
ハ 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額 122
ニ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額 123
ホ 株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額 －

9. 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額 123
10. 金利リスクに関して持株会社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額 123
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平成24年3月29日　金融庁告示第21号　第3条
銀行持株会社等の報酬等に関する開示事項
1. ･対象役員（銀行持株会社の取締役（社外取締役を除くことができる。）、執行役、会計参与及び監査役（社外監査役を除くことが
できる。）をいい、直近の事業年度中に退任した者を含む。）及び対象従業員等（銀行持株会社の対象役員以外の役員及び従業員
並びにその主要な連結子法人等（規則第35条第3項第15号に規定する連結子法人等をいう。）の役員及び従業員（直近の事業年
度中に退任又は退職した者を含む。）であって、銀行持株会社又はその主要な連結子法人等から高額の報酬等（報酬、賞与その
他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその主要な連結子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法第11条に
規定する賃金をいう。）を受ける者のうち、銀行持株会社及びその主要な連結子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影
響を与えるものをいう。）の報酬等の決定及び報酬等の支払その他の報酬等に関する業務執行の監督を行う委員会その他の主要
な機関等の名称、構成及び職務に関する事項

127

2. 対象役員及び対象従業員等の報酬等の体系の設計及び運用の適切性の評価に関する事項 127
3. 対象役員及び対象従業員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象従業員等の報酬等と業績の連動に関
する事項 128

4. 対象役員及び対象従業員等の報酬等の種類、支払総額及び支払方法に関する事項 128
5. 前各号に掲げるもののほか、報酬等の体系に関し参考となるべき事項 128





日本郵政グループの1年

2018.2.23
・･2019年用年賀葉書からの料金改定を発表（通常葉書と同じ62
円に統一）

2018.4.2
・日本郵政不動産株式会社の設立

2018.5.15
・「日本郵政グループ中期経営計画2020」の策定

2018.8.30
・･（株）ゆうちょ銀行　「とうきょう中小企業支援2号ファンド投資事業･
有限責任組合」「ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責
任組合」への出資

2018.9.10
・･日本郵便（株）　個人データの活用の新しい仕組み「情報銀行」の
実現に向けた実証実験を開始

2018.9.25
・･日本郵便（株）　ゆうパックスマホ割の開始

2018.10.1
・･JPトールロジスティクス株式会社の発足

2018.10.10
・･日本郵便（株）　終活紹介サービスの試行の開始

2018.10.31
・（株）ゆうちょ銀行　「サクセッション1号投資事業有限責任組合」
への出資

2018.11.7
・･日本郵便（株）･小型無人航空機を･
用いた郵便局間輸送の開始

2018.12.19
・･日本郵政（株）とアフラック・インコーポレーテッドおよび･
アフラック生命保険株式会社による「資本関係に基づく戦略提携」

2018.12.25
・（株）ゆうちょ銀行　「ＴＯＫＹＯ・リレーションシップ1号投資事業
有限責任組合」への出資

2019.1.15
・（株）かんぽ生命保険　健康応援アプリ･
「すこやかんぽ」の提供開始

2019.1.15
・･日本郵便（株）　配送ロボットの物流分野への活用実現に向けた
実証実験の開始

2019.2.5
・･日本郵便（株）　「POST･LOGITECH･INNOVATION･
PROGRAM･2018」･Demo･Day

2019.2.6
・･日本郵便（株）　高齢者施設と保育所･
の複合施設「グランダ目白弐番館」が･
竣工

2019.3.5
・（株）ゆうちょ銀行　「京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責
任組合」への出資

2019.3.18
・･日本郵便（株）　LINEの「通知メッセージ」によるお届け予定通知
の開始、指定場所配達サービスの拡充

2019.3.18
・･日本郵便（株）　自動運転車による郵便物等輸送の実証実験の
実施

2019.3.28
・（株）ゆうちょ銀行　「あおぎん地域貢献投資事業有限責任組合」
への出資

2019.4.1
・（株）ゆうちょ銀行　投資信託取扱郵便局におけるiDeCoの対面
相談受付サービスの開始

2019.4.1
・（株）かんぽ生命保険　新商品“引受基準緩和型商品･
（かんぽにおまかせ）”“先進医療特約”の販売開始

引受基準緩和型商品 無配当先進医療特約
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